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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
12,081人日/月 13,035人日/月 13,273人日/月 13,512人日/月 

683人/月 711人/月 724人/月 737人/月 

 竹原市 
1,862人日/月 1,911人日/月 1,953人日/月 1,996人日/月 

87人/月 91人/月 93人/月 95人/月 

 
東広島市 

9,530人日/月 10,324人日/月 10,520人日/月 10,716人日/月 

559人/月 580人/月 591人/月 602人/月 

 
大崎上島町 

689人日/月 800人日/月 800人日/月 800人日/月 

37人/月 40人/月 40人/月 40人/月 

尾三圏域 
15,548人日/月 16,076人日/月 16,322人日/月 16,573人日/月 

766人/月 829人/月 850人/月 871人/月 

 
三原市 

5,378人日/月 5,504人日/月 5,545人日/月 5,586人日/月 

264人/月 267人/月 269人/月 271人/月 

 
尾道市 

8,798人日/月 9,081人日/月 9,265人日/月 9,454人日/月 

433人/月 492人/月 510人/月 528人/月 

 
世羅町 

1,372日/月 1,491日/月 1,512日/月 1,533日/月 

69人/月 70人/月 71人/月 72人/月 

福山・府中圏域 
26,293人日/月 26,870人日/月 27,497人日/月 28,135人日/月 

1,270人/月 1,331人/月 1,366人/月 1,402人/月 

 
福山市 

23,170人日/月 23,500人日/月 24,017人日/月 24,545日/月 

1,105人/月 1,150人/月 1,174人/月 1,199人/月 

 
府中市 

2,512人日/月 2,750人日/月 2,850人日/月 2,950人日/月 

135人/月 150人/月 160人/月 170人/月 

 
神石高原町 

611人日/月 620人日/月 630人日/月 640人日/月 

30人/月 31人/月 32人/月 33人/月 

備北圏域 
5,970人日/月 5,904人日/月 6,075人日/月 6,247人日/月 

299人/月 306人/月 312人/月 320人/月 

 
三次市 

3,416人日/月 3,404人日/月 3,475人日/月 3,547人日/月 

164人/月 170人/月 172人/月 175人/月 

 
庄原市 

2,554人日/月 2,500人日/月 2,600人日/月 2,700人日/月 

135人/月 136人/月 140人/月 145人/月 
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（２）日中活動系サービス 

 ① 生活介護 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
135,888人日/月 139,380人日/月 142,278人日/月 145,257人日/月 

6,738人/月 7,055人/月 7,212人/月 7,377人/月 

広島圏域 
53,294人日/月 54,671人日/月 55,970人日/月 57,329人日/月 

2,615人/月 2,739人/月 2,806人/月 2,876人/月 

 広島市 
44,750人日/月 46,060人日/月 47,280人日/月 48,540人日/月 

2,191人/月 2,303人/月 2,364人/月 2,427人/月 

 
安芸高田市 

1,906人日/月 1,852人日/月 1,826人日/月 1,800人日/月 

91人/月 90人/月 90人/月 90人/月 

 
府中町 

2,056人日/月 2,056人日/月 2,075人日/月 2,094人日/月 

103人/月 109人/月 110人/月 111人/月 

 
海田町 

797人日/月 855人日/月 874人日/月 893人日/月 

42人/月 45人/月 46人/月 47人/月 

 
熊野町 

1,573人日/月 1,560人日/月 1,570人日/月 1,580人日/月 

77人/月 78人/月 79人/月 80人/月 

 
坂町 

419人日/月 455人日/月 491人日/月 527人日/月 

23人/月 25人/月 27人/月 29人/月 

 
安芸太田町 

679人日/月 720人日/月 720人日/月 740人日/月 

35人/月 36人/月 36人/月 37人/月 

 
北広島町 

1,114人日/月 1,113人日/月 1,134人日/月 1,155人日/月 

53人/月 53人/月 54人/月 55人/月 

広島西圏域 
8,126人日/月 8,474人日/月 8,611人日/月 8,747人日/月 

415人/月 430人/月 437人/月 444人/月 

 
大竹市 

1,494人日/月 1,490人日/月 1,527人日/月 1,564人日/月 

76人/月 79人/月 81人/月 83人/月 

 
廿日市市 

6,632人日/月 6,984人日/月 7,084人日/月 7,183人日/月 

339人/月 351人/月 356人/月 361人/月 

呉圏域 
14,576人日/月 14,350人日/月 14,530人日/月 14,714人日/月 

690人/月 709人/月 717人/月 727人/月 

 
呉市 

12,801人日/月 12,750人日/月 12,970人日/月 13,194人日/月 

607人/月 629人/月 639人/月 651人/月 

 
江田島市 

1,775人日/月 1,600人日/月 1,560人日/月 1,520人日/月 

83人/月 80人/月 78人/月 76人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
46人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

2人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 竹原市 
0人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
東広島市 

46人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

2人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
45人日/月 65人日/月 75人日/月 75人日/月 

2人/月 3人/月 4人/月 4人/月 

 
三原市 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
尾道市 

45人日/月 55人日/月 65人日/月 65人日/月 

2人/月 2人/月 3人/月 3人/月 

 
世羅町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

福山・府中圏域 
0人日/月 43人日/月 43人日/月 43人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
福山市 

0人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
府中市 

0人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

備北圏域 
27人日/月 30人日/月 30人日/月 30人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
三次市 

17人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
庄原市 

10人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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 ② 自立訓練（機能訓練） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
587人日/月 811人日/月 863人日/月 905人日/月 

43人/月 58 人/月 62人/月 65人/月 

広島圏域 
419人日/月 556人日/月 598人日/月 640人日/月 

32人/月 41人/月 44人/月 47人/月 

 広島市 
381人日/月 476人日/月 518人日/月 560人日/月 

28人/月 34人/月 37人/月 40人/月 

 
安芸高田市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
府中町 

32人日/月 32人日/月 32人日/月 32人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
海田町 

3人日/月 16人日/月 16人日/月 16人日/月 

1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
熊野町 

0人日/月 8人日/月 8人日/月 8人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
坂町 

3人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

1人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
北広島町 

0人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

広島西圏域 
20人日/月 49人日/月 49人日/月 49人日/月 

3人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

 
大竹市 

0人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
廿日市市 

20人日/月 29人日/月 29人日/月 29人日/月 

3人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

呉圏域 
30人日/月 45人日/月 45人日/月 45人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
呉市 

30人日/月 45人日/月 45人日/月 45人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
江田島市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
46人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

2人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 竹原市 
0人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
東広島市 

46人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

2人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
45人日/月 65人日/月 75人日/月 75人日/月 

2人/月 3人/月 4人/月 4人/月 

 
三原市 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
尾道市 

45人日/月 55人日/月 65人日/月 65人日/月 

2人/月 2人/月 3人/月 3人/月 

 
世羅町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

福山・府中圏域 
0人日/月 43人日/月 43人日/月 43人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
福山市 

0人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
府中市 

0人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

備北圏域 
27人日/月 30人日/月 30人日/月 30人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
三次市 

17人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
庄原市 

10人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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 ② 自立訓練（機能訓練） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
587人日/月 811人日/月 863人日/月 905人日/月 

43人/月 58 人/月 62人/月 65人/月 

広島圏域 
419人日/月 556人日/月 598人日/月 640人日/月 

32人/月 41人/月 44人/月 47人/月 

 広島市 
381人日/月 476人日/月 518人日/月 560人日/月 

28人/月 34人/月 37人/月 40人/月 

 
安芸高田市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
府中町 

32人日/月 32人日/月 32人日/月 32人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
海田町 

3人日/月 16人日/月 16人日/月 16人日/月 

1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
熊野町 

0人日/月 8人日/月 8人日/月 8人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
坂町 

3人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

1人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
北広島町 

0人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

広島西圏域 
20人日/月 49人日/月 49人日/月 49人日/月 

3人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

 
大竹市 

0人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
廿日市市 

20人日/月 29人日/月 29人日/月 29人日/月 

3人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

呉圏域 
30人日/月 45人日/月 45人日/月 45人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
呉市 

30人日/月 45人日/月 45人日/月 45人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
江田島市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
520人日/月 658人日/月 703人日/月 748人日/月 

36人/月 44人/月 47人/月 50人/月 

 竹原市 
13人日/月 58人日/月 58人日/月 58人日/月 

1人/月 4人/月 4人/月 4人/月 

 
東広島市 

507人日/月 600人日/月 645人日/月 690人日/月 

35人/月 40人/月 43人/月 46人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
250人日/月 433人日/月 493人日/月 559人日/月 

17人/月 36人/月 43人/月 53人/月 

 
三原市 

83人日/月 112人日/月 128人日/月 144人日/月 

6人/月 7人/月 8人/月 9人/月 

 
尾道市 

153人日/月 308人日/月 352人日/月 402人日/月 

10人/月 28人/月 34人/月 43人/月 

 
世羅町 

14人日/月 13人日/月 13人日/月 13人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 
889人日/月 1,079人日/月 1,094人日/月 1,109人日/月 

35人/月 48人/月 50人/月 52人/月 

 
福山市 

850人日/月 971人日/月 986人日/月 1,001人日/月 

33人/月 42人/月 44人/月 46人/月 

 
府中市 

39人日/月 98人日/月 98人日/月 98人日/月 

2人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 
80人日/月 146人日/月 150人日/月 174人日/月 

8人/月 10人/月 11人/月 12人/月 

 
三次市 

69人日/月 86人日/月 90人日/月 94人日/月 

5人/月 6人/月 7人/月 7人/月 

 
庄原市 

11人日/月 60人日/月 60人日/月 80人日/月 

3人/月 4人/月 4人/月 5人/月 
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③ 自立訓練（生活訓練） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
7,621人日/月 10,637人日/月 12,133人日/月 13,904人日/月 

559人/月 780人/月 897人/月 1,037人/月 

広島圏域 
5,288人日/月 7,613人日/月 8,956人日/月 10,546人日/月 

420人/月 588人/月 690人/月 811人/月 

 広島市 
4,859人日/月 6,994人日/月 8,294人日/月 9,841人日/月 

383人/月 538人/月 638人/月 757人/月 

 
安芸高田市 

26人日/月 26人日/月 26人日/月 26人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
府中町 

104人日/月 183人日/月 196人日/月 209人日/月 

9人/月 14人/月 15人/月 16人/月 

 
海田町 

87人日/月 153人日/月 153人日/月 153人日/月 

12人/月 17人/月 17人/月 17人/月 

 
熊野町 

74人日/月 65人日/月 65人日/月 65人日/月 

5人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 
坂町 

138人日/月 168人日/月 198人日/月 228人日/月 

9人/月 10人/月 11人/月 12人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
北広島町 

0人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

広島西圏域 
285人日/月 378人日/月 407人日/月 438人日/月 

19人/月 28人/月 30人/月 33人/月 

 
大竹市 

36人日/月 35人日/月 36人日/月 38人日/月 

3人/月 4人/月 4人/月 5人/月 

 
廿日市市 

249人日/月 343人日/月 371人日/月 400人日/月 

16人/月 24人/月 26人/月 28人/月 

呉圏域 
309人日/月 330人日/月 330人日/月 330人日/月 

24人/月 26人/月 26人/月 26人/月 

 
呉市 

309人日/月 320人日/月 320人日/月 320人日/月 

24人/月 25人/月 25人/月 25人/月 

 
江田島市 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
520人日/月 658人日/月 703人日/月 748人日/月 

36人/月 44人/月 47人/月 50人/月 

 竹原市 
13人日/月 58人日/月 58人日/月 58人日/月 

1人/月 4人/月 4人/月 4人/月 

 
東広島市 

507人日/月 600人日/月 645人日/月 690人日/月 

35人/月 40人/月 43人/月 46人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
250人日/月 433人日/月 493人日/月 559人日/月 

17人/月 36人/月 43人/月 53人/月 

 
三原市 

83人日/月 112人日/月 128人日/月 144人日/月 

6人/月 7人/月 8人/月 9人/月 

 
尾道市 

153人日/月 308人日/月 352人日/月 402人日/月 

10人/月 28人/月 34人/月 43人/月 

 
世羅町 

14人日/月 13人日/月 13人日/月 13人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 
889人日/月 1,079人日/月 1,094人日/月 1,109人日/月 

35人/月 48人/月 50人/月 52人/月 

 
福山市 

850人日/月 971人日/月 986人日/月 1,001人日/月 

33人/月 42人/月 44人/月 46人/月 

 
府中市 

39人日/月 98人日/月 98人日/月 98人日/月 

2人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 
80人日/月 146人日/月 150人日/月 174人日/月 

8人/月 10人/月 11人/月 12人/月 

 
三次市 

69人日/月 86人日/月 90人日/月 94人日/月 

5人/月 6人/月 7人/月 7人/月 

 
庄原市 

11人日/月 60人日/月 60人日/月 80人日/月 

3人/月 4人/月 4人/月 5人/月 
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③ 自立訓練（生活訓練） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
7,621人日/月 10,637人日/月 12,133人日/月 13,904人日/月 

559人/月 780人/月 897人/月 1,037人/月 

広島圏域 
5,288人日/月 7,613人日/月 8,956人日/月 10,546人日/月 

420人/月 588人/月 690人/月 811人/月 

 広島市 
4,859人日/月 6,994人日/月 8,294人日/月 9,841人日/月 

383人/月 538人/月 638人/月 757人/月 

 
安芸高田市 

26人日/月 26人日/月 26人日/月 26人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
府中町 

104人日/月 183人日/月 196人日/月 209人日/月 

9人/月 14人/月 15人/月 16人/月 

 
海田町 

87人日/月 153人日/月 153人日/月 153人日/月 

12人/月 17人/月 17人/月 17人/月 

 
熊野町 

74人日/月 65人日/月 65人日/月 65人日/月 

5人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 
坂町 

138人日/月 168人日/月 198人日/月 228人日/月 

9人/月 10人/月 11人/月 12人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
北広島町 

0人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

広島西圏域 
285人日/月 378人日/月 407人日/月 438人日/月 

19人/月 28人/月 30人/月 33人/月 

 
大竹市 

36人日/月 35人日/月 36人日/月 38人日/月 

3人/月 4人/月 4人/月 5人/月 

 
廿日市市 

249人日/月 343人日/月 371人日/月 400人日/月 

16人/月 24人/月 26人/月 28人/月 

呉圏域 
309人日/月 330人日/月 330人日/月 330人日/月 

24人/月 26人/月 26人/月 26人/月 

 
呉市 

309人日/月 320人日/月 320人日/月 320人日/月 

24人/月 25人/月 25人/月 25人/月 

 
江田島市 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
646人日/月 634人日/月 634人日/月 634人日/月 

35人/月 34人/月 34人/月 34人/月 

 竹原市 
141人日/月 148人日/月 148人日/月 148人日/月 

8人/月 8人/月 8人/月 8人/月 

 
東広島市 

505人日/月 486人日/月 486人日/月 486人日/月 

27人/月 26人/月 26人/月 26人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
736人日/月 949人日/月 981人日/月 1,006人日/月 

43人/月 59人/月 62人/月 64人/月 

 
三原市 

425人日/月 456人日/月 472人日/月 489人日/月 

26人/月 28人/月 29人/月 30人/月 

 
尾道市 

294人日/月 478人日/月 486人日/月 494人日/月 

16人/月 30人/月 32人/月 33人/月 

 
世羅町 

17人日/月 15人日/月 23人日/月 23人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 
1,575人日/月 2,480人日/月 2,837人日/月 3,191人日/月 

82人/月 129人/月 146人/月 154人/月 

 
福山市 

1,462人日/月 2,287人日/月 2,614人日/月 2,938人日/月 

75人/月 118人/月 132人/月 138人/月 

 
府中市 

90人日/月 170人日/月 200人日/月 230人日/月 

6人/月 10人/月 13人/月 15人/月 

 
神石高原町 

23人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 
86人日/月 98人日/月 106人日/月 115人日/月 

8人/月 9人/月 12人/月 14人/月 

 
三次市 

74人日/月 80人日/月 88人日/月 97人日/月 

5人/月 5人/月 8人/月 10人/月 

 
庄原市 

12人日/月 18人日/月 18人日/月 18人日/月 

3人/月 4人/月 4人/月 4人/月 
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④ 就労移行支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
11,594人日/月 14,074人日/月 15,352人日/月 16,707人日/月 

664人/月 823人/月 897人/月 966人/月 

広島圏域 
7,390人日/月 8,683人日/月 9,530人日/月 10,462人日/月 

423人/月 514人/月 564人/月 619人/月 

 広島市 
6,874人日/月 8,075人日/月 8,891人日/月 9,792人日/月 

393人/月 475人/月 523人/月 576人/月 

 
安芸高田市 

13人日/月 13人日/月 13人日/月 13人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
府中町 

208人日/月 259人日/月 275人日/月 291人日/月 

10人/月 16人/月 17人/月 18人/月 

 
海田町 

104人日/月 130人日/月 130人日/月 130人日/月 

7人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 
熊野町 

108人日/月 105人日/月 105人日/月 105人日/月 

6人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 
坂町 

56人日/月 71人日/月 86人日/月 101人日/月 

4人/月 5人/月 6人/月 7人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
北広島町 

27人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

広島西圏域 
516人日/月 535人日/月 569人日/月 604人日/月 

30人/月 30人/月 31人/月 33人/月 

 
大竹市 

66人日/月 37人日/月 53人日/月 70人日/月 

3人/月 2人/月 2人/月 3人/月 

 
廿日市市 

450人日/月 498人日/月 516人日/月 534人日/月 

27人/月 28人/月 29人/月 30人/月 

呉圏域 
645人日/月 695人日/月 695人日/月 695人日/月 

43人/月 48人/月 48人/月 48人/月 

 
呉市 

562人日/月 580人日/月 580人日/月 580人日/月 

37人/月 40人/月 40人/月 40人/月 

 
江田島市 

83人日/月 115人日/月 115人日/月 115人日/月 

6人/月 8人/月 8人/月 8人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
646人日/月 634人日/月 634人日/月 634人日/月 

35人/月 34人/月 34人/月 34人/月 

 竹原市 
141人日/月 148人日/月 148人日/月 148人日/月 

8人/月 8人/月 8人/月 8人/月 

 
東広島市 

505人日/月 486人日/月 486人日/月 486人日/月 

27人/月 26人/月 26人/月 26人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
736人日/月 949人日/月 981人日/月 1,006人日/月 

43人/月 59人/月 62人/月 64人/月 

 
三原市 

425人日/月 456人日/月 472人日/月 489人日/月 

26人/月 28人/月 29人/月 30人/月 

 
尾道市 

294人日/月 478人日/月 486人日/月 494人日/月 

16人/月 30人/月 32人/月 33人/月 

 
世羅町 

17人日/月 15人日/月 23人日/月 23人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 
1,575人日/月 2,480人日/月 2,837人日/月 3,191人日/月 

82人/月 129人/月 146人/月 154人/月 

 
福山市 

1,462人日/月 2,287人日/月 2,614人日/月 2,938人日/月 

75人/月 118人/月 132人/月 138人/月 

 
府中市 

90人日/月 170人日/月 200人日/月 230人日/月 

6人/月 10人/月 13人/月 15人/月 

 
神石高原町 

23人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 
86人日/月 98人日/月 106人日/月 115人日/月 

8人/月 9人/月 12人/月 14人/月 

 
三次市 

74人日/月 80人日/月 88人日/月 97人日/月 

5人/月 5人/月 8人/月 10人/月 

 
庄原市 

12人日/月 18人日/月 18人日/月 18人日/月 

3人/月 4人/月 4人/月 4人/月 
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④ 就労移行支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
11,594人日/月 14,074人日/月 15,352人日/月 16,707人日/月 

664人/月 823人/月 897人/月 966人/月 

広島圏域 
7,390人日/月 8,683人日/月 9,530人日/月 10,462人日/月 

423人/月 514人/月 564人/月 619人/月 

 広島市 
6,874人日/月 8,075人日/月 8,891人日/月 9,792人日/月 

393人/月 475人/月 523人/月 576人/月 

 
安芸高田市 

13人日/月 13人日/月 13人日/月 13人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
府中町 

208人日/月 259人日/月 275人日/月 291人日/月 

10人/月 16人/月 17人/月 18人/月 

 
海田町 

104人日/月 130人日/月 130人日/月 130人日/月 

7人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 
熊野町 

108人日/月 105人日/月 105人日/月 105人日/月 

6人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 
坂町 

56人日/月 71人日/月 86人日/月 101人日/月 

4人/月 5人/月 6人/月 7人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
北広島町 

27人日/月 20人日/月 20人日/月 20人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

広島西圏域 
516人日/月 535人日/月 569人日/月 604人日/月 

30人/月 30人/月 31人/月 33人/月 

 
大竹市 

66人日/月 37人日/月 53人日/月 70人日/月 

3人/月 2人/月 2人/月 3人/月 

 
廿日市市 

450人日/月 498人日/月 516人日/月 534人日/月 

27人/月 28人/月 29人/月 30人/月 

呉圏域 
645人日/月 695人日/月 695人日/月 695人日/月 

43人/月 48人/月 48人/月 48人/月 

 
呉市 

562人日/月 580人日/月 580人日/月 580人日/月 

37人/月 40人/月 40人/月 40人/月 

 
江田島市 

83人日/月 115人日/月 115人日/月 115人日/月 

6人/月 8人/月 8人/月 8人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
1,622人日/月 1,696人日/月 1,759人日/月 1,759人日/月 

77人/月 81人/月 84人/月 84人/月 

 竹原市 
200人日/月 274人日/月 337人日/月 337人日/月 

9人/月 13人/月 16人/月 16人/月 

 
東広島市 

1,422人日/月 1,422人日/月 1,422人日/月 1,422人日/月 

68人/月 68人/月 68人/月 68人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
1,431人日/月 1,506人日/月 1,601人日/月 1,673人日/月 

67人/月 66人/月 69人/月 71人/月 

 
三原市 

149人日/月 172人日/月 194人日/月 216人日/月 

7人/月 8人/月 9人/月 10人/月 

 
尾道市 

1,129人日/月 1,150人日/月 1,200人日/月 1,250人日/月 

52人/月 50人/月 51人/月 52人/月 

 
世羅町 

153人日/月 184人日/月 207人日/月 207人日/月 

8人/月 8人/月 9人/月 9人/月 

福山・府中圏域 
6,632人日/月 6,611人日/月 6,756人日/月 6,902人日/月 

319人/月 322人/月 328人/月 334人/月 

 
福山市 

6,194人日/月 6,073人日/月 6,175人日/月 6,278人日/月 

297人/月 296人/月 300人/月 304人/月 

 
府中市 

357人日/月 400人日/月 420人日/月 440人日/月 

18人/月 20人/月 21人/月 22人/月 

 
神石高原町 

81人日/月 138人日/月 161人日/月 184人日/月 

4人/月 6人/月 7人/月 8人/月 

備北圏域 
1,071人日/月 1,028人日/月 1,057人日/月 1,086人日/月 

56人/月 52人/月 52人/月 53人/月 

 
三次市 

809人日/月 748人日/月 777人日/月 806人日/月 

42人/月 37人/月 37人/月 38人/月 

 
庄原市 

262人日/月 280人日/月 280人日/月 280人日/月 

14人/月 15人/月 15人/月 15人/月 
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⑤ 就労継続支援Ａ型 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
32,879人日/月 33,420人日/月 34,074人日/月 34,646人日/月 

1,615人/月 1,650人/月 1,680人/月 1,708人/月 

広島圏域 
17,281人日/月 17,616人日/月 17,808人日/月 18,000人日/月 

857人/月 874人/月 884人/月 894人/月 

 広島市 
14,154人日/月 14,400人日/月 14,560人日/月 14,720人日/月 

706人/月 720人/月 728人/月 736人/月 

 
安芸高田市 

1,468人日/月 1,441人日/月 1,427人日/月 1,414人日/月 

69人/月 67人/月 67人/月 67人/月 

 
府中町 

432人日/月 451人日/月 471人日/月 490人日/月 

21人/月 23人/月 24人/月 25人/月 

 
海田町 

339人日/月 357人日/月 357人日/月 357人日/月 

16人/月 17人/月 17人/月 17人/月 

 
熊野町 

339人日/月 360人日/月 375人日/月 390人日/月 

16人/月 18人/月 19人/月 20人/月 

 
坂町 

164人日/月 184人日/月 184人日/月 184人日/月 

8人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

 
安芸太田町 

147人日/月 160人日/月 160人日/月 160人日/月 

9人/月 8人/月 8人/月 8人/月 

 
北広島町 

238人日/月 263人日/月 274人日/月 285人日/月 

12人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

広島西圏域 
1,621人日/月 1,744人日/月 1,764人日/月 1,783人日/月 

81人/月 87人/月 88人/月 89人/月 

 
大竹市 

408人日/月 464人日/月 464人日/月 464人日/月 

19人/月 22人/月 22人/月 22人/月 

 
廿日市市 

1,213人日/月 1,280人日/月 1,300人日/月 1,319人日/月 

62人/月 65人/月 66人/月 67人/月 

呉圏域 
3,221人日/月 3,219人日/月 3,329人日/月 3,443人日/月 

158人/月 168人/月 175人/月 183人/月 

 
呉市 

2,786人日/月 2,799人日/月 2,909人日/月 3,023人日/月 

136人/月 147人/月 154人/月 162人/月 

 
江田島市 

435人日/月 420人日/月 420人日/月 420人日/月 

22人/月 21人/月 21人/月 21人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
1,622人日/月 1,696人日/月 1,759人日/月 1,759人日/月 

77人/月 81人/月 84人/月 84人/月 

 竹原市 
200人日/月 274人日/月 337人日/月 337人日/月 

9人/月 13人/月 16人/月 16人/月 

 
東広島市 

1,422人日/月 1,422人日/月 1,422人日/月 1,422人日/月 

68人/月 68人/月 68人/月 68人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
1,431人日/月 1,506人日/月 1,601人日/月 1,673人日/月 

67人/月 66人/月 69人/月 71人/月 

 
三原市 

149人日/月 172人日/月 194人日/月 216人日/月 

7人/月 8人/月 9人/月 10人/月 

 
尾道市 

1,129人日/月 1,150人日/月 1,200人日/月 1,250人日/月 

52人/月 50人/月 51人/月 52人/月 

 
世羅町 

153人日/月 184人日/月 207人日/月 207人日/月 

8人/月 8人/月 9人/月 9人/月 

福山・府中圏域 
6,632人日/月 6,611人日/月 6,756人日/月 6,902人日/月 

319人/月 322人/月 328人/月 334人/月 

 
福山市 

6,194人日/月 6,073人日/月 6,175人日/月 6,278人日/月 

297人/月 296人/月 300人/月 304人/月 

 
府中市 

357人日/月 400人日/月 420人日/月 440人日/月 

18人/月 20人/月 21人/月 22人/月 

 
神石高原町 

81人日/月 138人日/月 161人日/月 184人日/月 

4人/月 6人/月 7人/月 8人/月 

備北圏域 
1,071人日/月 1,028人日/月 1,057人日/月 1,086人日/月 

56人/月 52人/月 52人/月 53人/月 

 
三次市 

809人日/月 748人日/月 777人日/月 806人日/月 

42人/月 37人/月 37人/月 38人/月 

 
庄原市 

262人日/月 280人日/月 280人日/月 280人日/月 

14人/月 15人/月 15人/月 15人/月 
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⑤ 就労継続支援Ａ型 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
32,879人日/月 33,420人日/月 34,074人日/月 34,646人日/月 

1,615人/月 1,650人/月 1,680人/月 1,708人/月 

広島圏域 
17,281人日/月 17,616人日/月 17,808人日/月 18,000人日/月 

857人/月 874人/月 884人/月 894人/月 

 広島市 
14,154人日/月 14,400人日/月 14,560人日/月 14,720人日/月 

706人/月 720人/月 728人/月 736人/月 

 
安芸高田市 

1,468人日/月 1,441人日/月 1,427人日/月 1,414人日/月 

69人/月 67人/月 67人/月 67人/月 

 
府中町 

432人日/月 451人日/月 471人日/月 490人日/月 

21人/月 23人/月 24人/月 25人/月 

 
海田町 

339人日/月 357人日/月 357人日/月 357人日/月 

16人/月 17人/月 17人/月 17人/月 

 
熊野町 

339人日/月 360人日/月 375人日/月 390人日/月 

16人/月 18人/月 19人/月 20人/月 

 
坂町 

164人日/月 184人日/月 184人日/月 184人日/月 

8人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

 
安芸太田町 

147人日/月 160人日/月 160人日/月 160人日/月 

9人/月 8人/月 8人/月 8人/月 

 
北広島町 

238人日/月 263人日/月 274人日/月 285人日/月 

12人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

広島西圏域 
1,621人日/月 1,744人日/月 1,764人日/月 1,783人日/月 

81人/月 87人/月 88人/月 89人/月 

 
大竹市 

408人日/月 464人日/月 464人日/月 464人日/月 

19人/月 22人/月 22人/月 22人/月 

 
廿日市市 

1,213人日/月 1,280人日/月 1,300人日/月 1,319人日/月 

62人/月 65人/月 66人/月 67人/月 

呉圏域 
3,221人日/月 3,219人日/月 3,329人日/月 3,443人日/月 

158人/月 168人/月 175人/月 183人/月 

 
呉市 

2,786人日/月 2,799人日/月 2,909人日/月 3,023人日/月 

136人/月 147人/月 154人/月 162人/月 

 
江田島市 

435人日/月 420人日/月 420人日/月 420人日/月 

22人/月 21人/月 21人/月 21人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
9,986人日/月 11,842人日/月 12,534人日/月 13,295人日/月 

561人/月 663人/月 703人/月 747人/月 

 竹原市 
2,004人日/月 2,478人日/月 2,478人日/月 2,478人日/月 

102人/月 128人/月 128人/月 128人/月 

 
東広島市 

7,283人日/月 8,564人日/月 9,256人日/月 10,017人日/月 

424人/月 495人/月 535人/月 579人/月 

 
大崎上島町 

699人日/月 800人日/月 800人日/月 800人日/月 

35人/月 40人/月 40人/月 40人/月 

尾三圏域 
14,969人日/月 15,609人日/月 16,052人日/月 16,488人日/月 

879人/月 883人/月 900人/月 916人/月 

 
三原市 

5,272人日/月 5,615人日/月 5,765人日/月 5,900人日/月 

326人/月 335人/月 344人/月 352人/月 

 
尾道市 

8,840人日/月 9,064人日/月 9,337人日/月 9,618人日/月 

503人/月 496人/月 503人/月 510人/月 

 
世羅町 

857人日/月 930人日/月 950人日/月 970人日/月 

50人/月 52人/月 53人/月 54人/月 

福山・府中圏域 
24,945人日/月 25,409人日/月 25,929人日/月 26,409人日/月 

1,398人/月 1,458人/月 1,485人/月 1,511人/月 

 
福山市 

21,955人日/月 22,205人日/月 22,659人日/月 23,123人日/月 

1,219人/月 1,269人/月 1,292人/月 1,315人/月 

 
府中市 

2,308人日/月 2,500人日/月 2,550人日/月 2,550人日/月 

137人/月 145人/月 148人/月 151人/月 

 
神石高原町 

682人日/月 704人日/月 720人日/月 736人日/月 

42人/月 44人/月 45人/月 45人/月 

備北圏域 
6,256人日/月 6,737人日/月 6,980人日/月 7,236人日/月 

375人/月 386人/月 394人/月 403人/月 

 
三次市 

4,025人日/月 4,337人日/月 4,580人日/月 4,836人日/月 

225人/月 236人/月 244人/月 253人/月 

 
庄原市 

2,231人日/月 2,400人日/月 2,400人日/月 2,400人日/月 

150人/月 150人/月 150人/月 150人/月 
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⑥ 就労継続支援Ｂ型 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
136,445人日/月 154,685人日/月 164,681人日/月 175,556人日/月 

7,816人/月 8,782人/月 9,327人/月 9,922人/月 

広島圏域 
60,857人日/月 74,882人日/月 82,321人日/月 90,549人日/月 

3,486人/月 4,191人/月 4,603人/月 5,059人/月 

 広島市 
53,349人日/月 67,212人日/月 74,520人日/月 82,602人日/月 

3,041人/月 3,734人/月 4,140人/月 4,589人/月 

 
安芸高田市 

2,199人日/月 2,251人日/月 2,278人日/月 2,304人日/月 

125人/月 126人/月 126人/月 126人/月 

 
府中町 

1,634人日/月 1,634人日/月 1,651人日/月 1,668人日/月 

96人/月 96人/月 97人/月 98人/月 

 
海田町 

873人日/月 935人日/月 935人日/月 952人日/月 

51人/月 55人/月 55人/月 56人/月 

 
熊野町 

924人日/月 840人日/月 840人日/月 855人日/月 

60人/月 59人/月 59人/月 60人/月 

 
坂町 

476人日/月 514人日/月 552人日/月 590人日/月 

27人/月 29人/月 31人/月 33人/月 

 
安芸太田町 

335人日/月 408人日/月 425人日/月 442人日/月 

20人/月 24人/月 25人/月 26人/月 

 
北広島町 

1,067人日/月 1,088人日/月 1,120人日/月 1,136人日/月 

66人/月 68人/月 70人/月 71人/月 

広島西圏域 
5,547人日/月 6,473人日/月 6,752人日/月 7,064人日/月 

338人/月 392人/月 409人/月 428人/月 

 
大竹市 

1,184人日/月 1,242人日/月 1,242人日/月 1,242人日/月 

70人/月 73人/月 73人/月 73人/月 

 
廿日市市 

4,363人日/月 5,231人日/月 5,510人日/月 5,822人日/月 

268人/月 319人/月 336人/月 355人/月 

呉圏域 
13,885人日/月 13,733人日/月 14,113人日/月 14,515人日/月 

779人/月 809人/月 833人/月 858人/月 

 
呉市 

12,713人日/月 12,398人日/月 12,693人日/月 12,994人日/月 

710人/月 730人/月 749人/月 768人/月 

 
江田島市 

1,172人日/月 1,335人日/月 1,420人日/月 1,521人日/月 

69人/月 79人/月 84人/月 90人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
9,986人日/月 11,842人日/月 12,534人日/月 13,295人日/月 

561人/月 663人/月 703人/月 747人/月 

 竹原市 
2,004人日/月 2,478人日/月 2,478人日/月 2,478人日/月 

102人/月 128人/月 128人/月 128人/月 

 
東広島市 

7,283人日/月 8,564人日/月 9,256人日/月 10,017人日/月 

424人/月 495人/月 535人/月 579人/月 

 
大崎上島町 

699人日/月 800人日/月 800人日/月 800人日/月 

35人/月 40人/月 40人/月 40人/月 

尾三圏域 
14,969人日/月 15,609人日/月 16,052人日/月 16,488人日/月 

879人/月 883人/月 900人/月 916人/月 

 
三原市 

5,272人日/月 5,615人日/月 5,765人日/月 5,900人日/月 

326人/月 335人/月 344人/月 352人/月 

 
尾道市 

8,840人日/月 9,064人日/月 9,337人日/月 9,618人日/月 

503人/月 496人/月 503人/月 510人/月 

 
世羅町 

857人日/月 930人日/月 950人日/月 970人日/月 

50人/月 52人/月 53人/月 54人/月 

福山・府中圏域 
24,945人日/月 25,409人日/月 25,929人日/月 26,409人日/月 

1,398人/月 1,458人/月 1,485人/月 1,511人/月 

 
福山市 

21,955人日/月 22,205人日/月 22,659人日/月 23,123人日/月 

1,219人/月 1,269人/月 1,292人/月 1,315人/月 

 
府中市 

2,308人日/月 2,500人日/月 2,550人日/月 2,550人日/月 

137人/月 145人/月 148人/月 151人/月 

 
神石高原町 

682人日/月 704人日/月 720人日/月 736人日/月 

42人/月 44人/月 45人/月 45人/月 

備北圏域 
6,256人日/月 6,737人日/月 6,980人日/月 7,236人日/月 

375人/月 386人/月 394人/月 403人/月 

 
三次市 

4,025人日/月 4,337人日/月 4,580人日/月 4,836人日/月 

225人/月 236人/月 244人/月 253人/月 

 
庄原市 

2,231人日/月 2,400人日/月 2,400人日/月 2,400人日/月 

150人/月 150人/月 150人/月 150人/月 

 

  

 

- 142 - 

⑥ 就労継続支援Ｂ型 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
136,445人日/月 154,685人日/月 164,681人日/月 175,556人日/月 

7,816人/月 8,782人/月 9,327人/月 9,922人/月 

広島圏域 
60,857人日/月 74,882人日/月 82,321人日/月 90,549人日/月 

3,486人/月 4,191人/月 4,603人/月 5,059人/月 

 広島市 
53,349人日/月 67,212人日/月 74,520人日/月 82,602人日/月 

3,041人/月 3,734人/月 4,140人/月 4,589人/月 

 
安芸高田市 

2,199人日/月 2,251人日/月 2,278人日/月 2,304人日/月 

125人/月 126人/月 126人/月 126人/月 

 
府中町 

1,634人日/月 1,634人日/月 1,651人日/月 1,668人日/月 

96人/月 96人/月 97人/月 98人/月 

 
海田町 

873人日/月 935人日/月 935人日/月 952人日/月 

51人/月 55人/月 55人/月 56人/月 

 
熊野町 

924人日/月 840人日/月 840人日/月 855人日/月 

60人/月 59人/月 59人/月 60人/月 

 
坂町 

476人日/月 514人日/月 552人日/月 590人日/月 

27人/月 29人/月 31人/月 33人/月 

 
安芸太田町 

335人日/月 408人日/月 425人日/月 442人日/月 

20人/月 24人/月 25人/月 26人/月 

 
北広島町 

1,067人日/月 1,088人日/月 1,120人日/月 1,136人日/月 

66人/月 68人/月 70人/月 71人/月 

広島西圏域 
5,547人日/月 6,473人日/月 6,752人日/月 7,064人日/月 

338人/月 392人/月 409人/月 428人/月 

 
大竹市 

1,184人日/月 1,242人日/月 1,242人日/月 1,242人日/月 

70人/月 73人/月 73人/月 73人/月 

 
廿日市市 

4,363人日/月 5,231人日/月 5,510人日/月 5,822人日/月 

268人/月 319人/月 336人/月 355人/月 

呉圏域 
13,885人日/月 13,733人日/月 14,113人日/月 14,515人日/月 

779人/月 809人/月 833人/月 858人/月 

 
呉市 

12,713人日/月 12,398人日/月 12,693人日/月 12,994人日/月 

710人/月 730人/月 749人/月 768人/月 

 
江田島市 

1,172人日/月 1,335人日/月 1,420人日/月 1,521人日/月 

69人/月 79人/月 84人/月 90人/月 
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⑧ 療養介護 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 641人/月 663人/月 668人/月 672人/月 

広島圏域 301人/月 310人/月 311人/月 312人/月 

 広島市 243人/月 248人/月 248人/月 248人/月 

 安芸高田市 14人/月 14人/月 14人/月 14人/月 

 府中町 14人/月 15人/月 16人/月 17人/月 

 海田町 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

 熊野町 7人/月 8人/月 8人/月 8人/月 

 坂町 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

 安芸太田町 3人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 北広島町 8人/月 8人/月 8人/月 8人/月 

広島西圏域 49人/月 54人/月 54人/月 55人/月 

 大竹市 14人/月 14人/月 14人/月 15人/月 

 廿日市市 35人/月 40人/月 40人/月 40人/月 

呉圏域 82人/月 80人/月 81人/月 81人/月 

 呉市 70人/月 68人/月 69人/月 69人/月 

 江田島市 12人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

広島中央圏域 51人/月 56人/月 58人/月 60人/月 

 竹原市 13人/月 13人/月 13人/月 13人/月 

 東広島市 36人/月 40人/月 42人/月 44人/月 

 大崎上島町 2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

尾三圏域 46人/月 50人/月 50人/月 50人/月 

 三原市 17人/月 18人/月 18人/月 18人/月 

 尾道市 23人/月 26人/月 26人/月 26人/月 

 世羅町 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

福山・府中圏域 85人/月 87人/月 88人/月 89人/月 

 福山市 76人/月 78人/月 79人/月 80人/月 

 府中市 7人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 神石高原町 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

備北圏域 27人/月 26人/月 26人/月 25人/月 

 三次市 12人/月 11人/月 11人/月 10人/月 

 庄原市 15人/月 15人/月 15人/月 15人/月 
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⑦ 就労定着支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 355人/月 459人/月 514人/月 569人/月 

広島圏域 239人/月 301人/月 331人/月 361人/月 

 広島市 216人/月 274人/月 303人/月 332人/月 

 安芸高田市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 府中町 8人/月 12人/月 13人/月 14人/月 

 海田町 3人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 熊野町 3人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 坂町 5人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 安芸太田町 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 北広島町 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

広島西圏域 27人/月 31人/月 34人/月 36人/月 

 大竹市 2人/月 2人/月 3人/月 3人/月 

 廿日市市 25人/月 29人/月 31人/月 33人/月 

呉圏域 21人/月 25人/月 27人/月 29人/月 

 呉市 15人/月 17人/月 18人/月 19人/月 

 江田島市 6人/月 8人/月 9人/月 10人/月 

広島中央圏域 17人/月 22人/月 27人/月 32人/月 

 竹原市 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 東広島市 15人/月 20人/月 25人/月 30人/月 

 大崎上島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 34人/月 51人/月 61人/月 72人/月 

 三原市 16人/月 19人/月 21人/月 24人/月 

 尾道市 18人/月 32人/月 39人/月 47人/月 

 世羅町 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 17人/月 26人/月 31人/月 36人/月 

 福山市 15人/月 20人/月 23人/月 26人/月 

 府中市 2人/月 5人/月 7人/月 9人/月 

 神石高原町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 三次市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 庄原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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⑧ 療養介護 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 641人/月 663人/月 668人/月 672人/月 

広島圏域 301人/月 310人/月 311人/月 312人/月 

 広島市 243人/月 248人/月 248人/月 248人/月 

 安芸高田市 14人/月 14人/月 14人/月 14人/月 

 府中町 14人/月 15人/月 16人/月 17人/月 

 海田町 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

 熊野町 7人/月 8人/月 8人/月 8人/月 

 坂町 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

 安芸太田町 3人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 北広島町 8人/月 8人/月 8人/月 8人/月 

広島西圏域 49人/月 54人/月 54人/月 55人/月 

 大竹市 14人/月 14人/月 14人/月 15人/月 

 廿日市市 35人/月 40人/月 40人/月 40人/月 

呉圏域 82人/月 80人/月 81人/月 81人/月 

 呉市 70人/月 68人/月 69人/月 69人/月 

 江田島市 12人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

広島中央圏域 51人/月 56人/月 58人/月 60人/月 

 竹原市 13人/月 13人/月 13人/月 13人/月 

 東広島市 36人/月 40人/月 42人/月 44人/月 

 大崎上島町 2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

尾三圏域 46人/月 50人/月 50人/月 50人/月 

 三原市 17人/月 18人/月 18人/月 18人/月 

 尾道市 23人/月 26人/月 26人/月 26人/月 

 世羅町 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

福山・府中圏域 85人/月 87人/月 88人/月 89人/月 

 福山市 76人/月 78人/月 79人/月 80人/月 

 府中市 7人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 神石高原町 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

備北圏域 27人/月 26人/月 26人/月 25人/月 

 三次市 12人/月 11人/月 11人/月 10人/月 

 庄原市 15人/月 15人/月 15人/月 15人/月 
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⑦ 就労定着支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 355人/月 459人/月 514人/月 569人/月 

広島圏域 239人/月 301人/月 331人/月 361人/月 

 広島市 216人/月 274人/月 303人/月 332人/月 

 安芸高田市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 府中町 8人/月 12人/月 13人/月 14人/月 

 海田町 3人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 熊野町 3人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 坂町 5人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 安芸太田町 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 北広島町 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

広島西圏域 27人/月 31人/月 34人/月 36人/月 

 大竹市 2人/月 2人/月 3人/月 3人/月 

 廿日市市 25人/月 29人/月 31人/月 33人/月 

呉圏域 21人/月 25人/月 27人/月 29人/月 

 呉市 15人/月 17人/月 18人/月 19人/月 

 江田島市 6人/月 8人/月 9人/月 10人/月 

広島中央圏域 17人/月 22人/月 27人/月 32人/月 

 竹原市 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 東広島市 15人/月 20人/月 25人/月 30人/月 

 大崎上島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 34人/月 51人/月 61人/月 72人/月 

 三原市 16人/月 19人/月 21人/月 24人/月 

 尾道市 18人/月 32人/月 39人/月 47人/月 

 世羅町 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 17人/月 26人/月 31人/月 36人/月 

 福山市 15人/月 20人/月 23人/月 26人/月 

 府中市 2人/月 5人/月 7人/月 9人/月 

 神石高原町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 三次市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 庄原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
558人日/月 769人日/月 775人日/月 782人日/月 

106人/月 115人/月 116人/月 117人/月 

 竹原市 
82人日/月 143人日/月 143人日/月 143人日/月 

16人/月 22人/月 22人/月 22人/月 

 
東広島市 

443人日/月 576人日/月 582人日/月 589人日/月 

88人/月 90人/月 91人/月 92人/月 

 
大崎上島町 

33人日/月 50人日/月 50人日/月 50人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

尾三圏域 
873人日/月 948人日/月 979人日/月 1,010人日/月 

147人/月 211人/月 221人/月 227人/月 

 
三原市 

237人日/月 266人日/月 284人日/月 302人日/月 

40人/月 45人/月 48人/月 51人/月 

 
尾道市 

571人日/月 617人日/月 625人日/月 633人日/月 

95人/月 149人/月 153人/月 156人/月 

 
世羅町 

65人日/月 65人日/月 70人日/月 75人日/月 

12人/月 17人/月 20人/月 20人/月 

福山・府中圏域 
2,201人日/月 2,373人日/月 2,481人日/月 2,568人日/月 

241人/月 277人/月 290人/月 303人/月 

 
福山市 

1,993人日/月 2,149人日/月 2,250人日/月 2,330人日/月 

226人/月 260人/月 272人/月 284人/月 

 
府中市 

207人日/月 210人日/月 210人日/月 210人日/月 

14人/月 15人/月 15人/月 15人/月 

 
神石高原町 

1人日/月 14人日/月 21人日/月 28人日/月 

1人/月 2人/月 3人/月 4人/月 

備北圏域 
495人日/月 555人日/月 572人日/月 589人日/月 

71人/月 78人/月 82人/月 85人/月 

 
三次市 

331人日/月 391人日/月 403人日/月 415人日/月 

37人/月 44人/月 46人/月 47人/月 

 
庄原市 

164人日/月 164人日/月 169人日/月 174人日/月 

34人/月 34人/月 36人/月 38人/月 
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⑨ 短期入所（福祉型） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
13,226人日/月 13,693人日/月 14,584人日/月 15,527人日/月 

1,745人/月 2,065人/月 2,214人/月 2,370人/月 

広島圏域 
6,527人日/月 6,586人日/月 7,265人日/月 8,016人日/月 

881人/月 1,076人/月 1,191人/月 1,316人/月 

 広島市 
5,928人日/月 5,814人日/月 6,474人日/月 7,206人日/月 

781人/月 969人/月 1,079人/月 1,201人/月 

 
安芸高田市 

70人日/月 67人日/月 67人日/月 67人日/月 

9人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

 
府中町 

106人日/月 152人日/月 157人日/月 162人日/月 

31人/月 31人/月 32人/月 33人/月 

 
海田町 

52人日/月 72人日/月 72人日/月 72人日/月 

10人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

 
熊野町 

171人日/月 244人日/月 258人日/月 272人日/月 

31人/月 33人/月 37人/月 39人/月 

 
坂町 

50人日/月 57人日/月 57人日/月 57人日/月 

8人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

 
安芸太田町 

10人日/月 30人日/月 30人日/月 30人日/月 

1人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
北広島町 

140人日/月 150人日/月 150人日/月 150人日/月 

10人/月 10人/月 10人/月 10人/月 

広島西圏域 
1,142人日/月 1,117人日/月 1,145人日/月 1,173人日/月 

140人/月 146人/月 150人/月 155人/月 

 
大竹市 

210人日/月 186人日/月 191人日/月 196人日/月 

21人/月 25人/月 26人/月 28人/月 

 
廿日市市 

932人日/月 931人日/月 954人日/月 977人日/月 

119人/月 121人/月 124人/月 127人/月 

呉圏域 
1,430人日/月 1,345人日/月 1,367人日/月 1,389人日/月 

159人/月 162人/月 164人/月 167人/月 

 
呉市 

1,397人日/月 1,296人日/月 1,318人日/月 1,340人日/月 

157人/月 155人/月 157人/月 160人/月 

 
江田島市 

33人日/月 49人日/月 49人日/月 49人日/月 

2人/月 7人/月 7人/月 7人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
558人日/月 769人日/月 775人日/月 782人日/月 

106人/月 115人/月 116人/月 117人/月 

 竹原市 
82人日/月 143人日/月 143人日/月 143人日/月 

16人/月 22人/月 22人/月 22人/月 

 
東広島市 

443人日/月 576人日/月 582人日/月 589人日/月 

88人/月 90人/月 91人/月 92人/月 

 
大崎上島町 

33人日/月 50人日/月 50人日/月 50人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

尾三圏域 
873人日/月 948人日/月 979人日/月 1,010人日/月 

147人/月 211人/月 221人/月 227人/月 

 
三原市 

237人日/月 266人日/月 284人日/月 302人日/月 

40人/月 45人/月 48人/月 51人/月 

 
尾道市 

571人日/月 617人日/月 625人日/月 633人日/月 

95人/月 149人/月 153人/月 156人/月 

 
世羅町 

65人日/月 65人日/月 70人日/月 75人日/月 

12人/月 17人/月 20人/月 20人/月 

福山・府中圏域 
2,201人日/月 2,373人日/月 2,481人日/月 2,568人日/月 

241人/月 277人/月 290人/月 303人/月 

 
福山市 

1,993人日/月 2,149人日/月 2,250人日/月 2,330人日/月 

226人/月 260人/月 272人/月 284人/月 

 
府中市 

207人日/月 210人日/月 210人日/月 210人日/月 

14人/月 15人/月 15人/月 15人/月 

 
神石高原町 

1人日/月 14人日/月 21人日/月 28人日/月 

1人/月 2人/月 3人/月 4人/月 

備北圏域 
495人日/月 555人日/月 572人日/月 589人日/月 

71人/月 78人/月 82人/月 85人/月 

 
三次市 

331人日/月 391人日/月 403人日/月 415人日/月 

37人/月 44人/月 46人/月 47人/月 

 
庄原市 

164人日/月 164人日/月 169人日/月 174人日/月 

34人/月 34人/月 36人/月 38人/月 
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⑨ 短期入所（福祉型） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
13,226人日/月 13,693人日/月 14,584人日/月 15,527人日/月 

1,745人/月 2,065人/月 2,214人/月 2,370人/月 

広島圏域 
6,527人日/月 6,586人日/月 7,265人日/月 8,016人日/月 

881人/月 1,076人/月 1,191人/月 1,316人/月 

 広島市 
5,928人日/月 5,814人日/月 6,474人日/月 7,206人日/月 

781人/月 969人/月 1,079人/月 1,201人/月 

 
安芸高田市 

70人日/月 67人日/月 67人日/月 67人日/月 

9人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

 
府中町 

106人日/月 152人日/月 157人日/月 162人日/月 

31人/月 31人/月 32人/月 33人/月 

 
海田町 

52人日/月 72人日/月 72人日/月 72人日/月 

10人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

 
熊野町 

171人日/月 244人日/月 258人日/月 272人日/月 

31人/月 33人/月 37人/月 39人/月 

 
坂町 

50人日/月 57人日/月 57人日/月 57人日/月 

8人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

 
安芸太田町 

10人日/月 30人日/月 30人日/月 30人日/月 

1人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
北広島町 

140人日/月 150人日/月 150人日/月 150人日/月 

10人/月 10人/月 10人/月 10人/月 

広島西圏域 
1,142人日/月 1,117人日/月 1,145人日/月 1,173人日/月 

140人/月 146人/月 150人/月 155人/月 

 
大竹市 

210人日/月 186人日/月 191人日/月 196人日/月 

21人/月 25人/月 26人/月 28人/月 

 
廿日市市 

932人日/月 931人日/月 954人日/月 977人日/月 

119人/月 121人/月 124人/月 127人/月 

呉圏域 
1,430人日/月 1,345人日/月 1,367人日/月 1,389人日/月 

159人/月 162人/月 164人/月 167人/月 

 
呉市 

1,397人日/月 1,296人日/月 1,318人日/月 1,340人日/月 

157人/月 155人/月 157人/月 160人/月 

 
江田島市 

33人日/月 49人日/月 49人日/月 49人日/月 

2人/月 7人/月 7人/月 7人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
93人日/月 96人日/月 99人日/月 103人日/月 

25人/月 26人/月 27人/月 28人/月 

 竹原市 
6人日/月 6人日/月 6人日/月 6人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
東広島市 

87人日/月 90人日/月 93人日/月 97人日/月 

24人/月 25人/月 26人/月 27人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
30人日/月 122人日/月 163人日/月 225人日/月 

8人/月 21人/月 24人/月 29人/月 

 
三原市 

3人日/月 3人日/月 3人日/月 3人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
尾道市 

18人日/月 104人日/月 145人日/月 202人日/月 

5人/月 17人/月 20人/月 24人/月 

 
世羅町 

9人日/月 15人日/月 15人日/月 20人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 4人/月 

福山・府中圏域 
62人日/月 62人日/月 65人日/月 67人日/月 

18人/月 21人/月 22人/月 23人/月 

 
福山市 

58人日/月 58人日/月 61人日/月 63人日/月 

17人/月 20人/月 21人/月 22人/月 

 
府中市 

4人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

備北圏域 
63人日/月 40人日/月 49人日/月 60人日/月 

7人/月 6人/月 6人/月 5人/月 

 
三次市 

62人日/月 39人日/月 48人日/月 59人日/月 

6人/月 5人/月 5人/月 4人/月 

 
庄原市 

1人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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⑩ 短期入所（医療型） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
814人日/月 1,107人日/月 1,284人日/月 1,502人日/月 

138人/月 192人/月 215人/月 242人/月 

広島圏域 
389人日/月 580人日/月 688人日/月 814人日/月 

61人/月 94人/月 110人/月 129人/月 

 広島市 
364人日/月 486人日/月 576人日/月 684人日/月 

57人/月 81人/月 96人/月 114人/月 

 
安芸高田市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
府中町 

7人日/月 36人日/月 54人日/月 72人日/月 

1人/月 2人/月 3人/月 4人/月 

 
海田町 

4人日/月 14人日/月 14人日/月 14人日/月 

1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
熊野町 

14人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
坂町 

0人日/月 8人日/月 8人日/月 8人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
北広島町 

0人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

広島西圏域 
57人日/月 77人日/月 90人日/月 103人日/月 

7人/月 12人/月 14人/月 16人/月 

 
大竹市 

0人日/月 7人日/月 7人日/月 7人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
廿日市市 

57人日/月 70人日/月 83人日/月 96人日/月 

7人/月 11人/月 13人/月 15人/月 

呉圏域 
120人日/月 130人日/月 130人日/月 130人日/月 

12人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

 
呉市 

110人日/月 120人日/月 120人日/月 120人日/月 

10人/月 10人/月 10人/月 10人/月 

 
江田島市 

10人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
93人日/月 96人日/月 99人日/月 103人日/月 

25人/月 26人/月 27人/月 28人/月 

 竹原市 
6人日/月 6人日/月 6人日/月 6人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
東広島市 

87人日/月 90人日/月 93人日/月 97人日/月 

24人/月 25人/月 26人/月 27人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
30人日/月 122人日/月 163人日/月 225人日/月 

8人/月 21人/月 24人/月 29人/月 

 
三原市 

3人日/月 3人日/月 3人日/月 3人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
尾道市 

18人日/月 104人日/月 145人日/月 202人日/月 

5人/月 17人/月 20人/月 24人/月 

 
世羅町 

9人日/月 15人日/月 15人日/月 20人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 4人/月 

福山・府中圏域 
62人日/月 62人日/月 65人日/月 67人日/月 

18人/月 21人/月 22人/月 23人/月 

 
福山市 

58人日/月 58人日/月 61人日/月 63人日/月 

17人/月 20人/月 21人/月 22人/月 

 
府中市 

4人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

備北圏域 
63人日/月 40人日/月 49人日/月 60人日/月 

7人/月 6人/月 6人/月 5人/月 

 
三次市 

62人日/月 39人日/月 48人日/月 59人日/月 

6人/月 5人/月 5人/月 4人/月 

 
庄原市 

1人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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⑩ 短期入所（医療型） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
814人日/月 1,107人日/月 1,284人日/月 1,502人日/月 

138人/月 192人/月 215人/月 242人/月 

広島圏域 
389人日/月 580人日/月 688人日/月 814人日/月 

61人/月 94人/月 110人/月 129人/月 

 広島市 
364人日/月 486人日/月 576人日/月 684人日/月 

57人/月 81人/月 96人/月 114人/月 

 
安芸高田市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
府中町 

7人日/月 36人日/月 54人日/月 72人日/月 

1人/月 2人/月 3人/月 4人/月 

 
海田町 

4人日/月 14人日/月 14人日/月 14人日/月 

1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
熊野町 

14人日/月 23人日/月 23人日/月 23人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
坂町 

0人日/月 8人日/月 8人日/月 8人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
北広島町 

0人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

広島西圏域 
57人日/月 77人日/月 90人日/月 103人日/月 

7人/月 12人/月 14人/月 16人/月 

 
大竹市 

0人日/月 7人日/月 7人日/月 7人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
廿日市市 

57人日/月 70人日/月 83人日/月 96人日/月 

7人/月 11人/月 13人/月 15人/月 

呉圏域 
120人日/月 130人日/月 130人日/月 130人日/月 

12人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

 
呉市 

110人日/月 120人日/月 120人日/月 120人日/月 

10人/月 10人/月 10人/月 10人/月 

 
江田島市 

10人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 
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② 共同生活援助（グループホーム） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 2,820人/月 3,283人/月 3,558人/月 3,867人/月 

広島圏域 989人/月 1,297人/月 1,485人/月 1,704人/月 

 広島市 797人/月 1,088人/月 1,271人/月 1,485人/月 

 安芸高田市 72人/月 76人/月 78人/月 80人/月 

 府中町 23人/月 30人/月 31人/月 32人/月 

 海田町 17人/月 18人/月 18人/月 18人/月 

 熊野町 24人/月 26人/月 27人/月 28人/月 

 坂町 11人/月 12人/月 13人/月 14人/月 

 安芸太田町 9人/月 11人/月 11人/月 11人/月 

 北広島町 36人/月 36人/月 36人/月 36人/月 

広島西圏域 160人/月 176人/月 180人/月 184人/月 

 大竹市 24人/月 26人/月 27人/月 28人/月 

 廿日市市 136人/月 150人/月 153人/月 156人/月 

呉圏域 262人/月 292人/月 307人/月 323人/月 

 呉市 234人/月 247人/月 257人/月 268人/月 

 江田島市 28人/月 45人/月 50人/月 55人/月 

広島中央圏域 214人/月 252人/月 273人/月 296人/月 

 竹原市 38人/月 39人/月 40人/月 41人/月 

 東広島市 149人/月 183人/月 203人/月 225人/月 

 大崎上島町 27人/月 30人/月 30人/月 30人/月 

尾三圏域 401人/月 428人/月 449人/月 469人/月 

 三原市 125人/月 128人/月 131人/月 134人/月 

 尾道市 242人/月 263人/月 276人/月 290人/月 

 世羅町 34人/月 37人/月 42人/月 45人/月 

福山・府中圏域 620人/月 657人/月 674人/月 691人/月 

 福山市 541人/月 566人/月 580人/月 594人/月 

 府中市 56人/月 67人/月 69人/月 71人/月 

 神石高原町 23人/月 24人/月 25人/月 26人/月 

備北圏域 174人/月 181人/月 190人/月 200人/月 

 三次市 96人/月 103人/月 112人/月 122人/月 

 庄原市 78人/月 78人/月 78人/月 78人/月 
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（３）居住系サービス 

① 自立生活援助

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 12人/月 30人/月 32人/月 33人/月 

広島圏域 8人/月 17人/月 18人/月 18人/月 

広島市 8人/月 13人/月 13人/月 13人/月 

安芸高田市 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

府中町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

海田町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

熊野町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

坂町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

安芸太田町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

北広島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島西圏域 0人/月 1人/月 2人/月 2人/月 

大竹市 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

廿日市市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

呉圏域 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

呉市 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

江田島市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島中央圏域 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

竹原市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

東広島市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

大崎上島町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

尾三圏域 0人/月 3人/月 3人/月 4人/月 

三原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

尾道市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

世羅町 0人/月 0人/月 0人/月 1人/月 

福山・府中圏域 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

福山市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

府中市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

神石高原町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

三次市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

庄原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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② 共同生活援助（グループホーム） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 2,820人/月 3,283人/月 3,558人/月 3,867人/月 

広島圏域 989人/月 1,297人/月 1,485人/月 1,704人/月 

 広島市 797人/月 1,088人/月 1,271人/月 1,485人/月 

 安芸高田市 72人/月 76人/月 78人/月 80人/月 

 府中町 23人/月 30人/月 31人/月 32人/月 

 海田町 17人/月 18人/月 18人/月 18人/月 

 熊野町 24人/月 26人/月 27人/月 28人/月 

 坂町 11人/月 12人/月 13人/月 14人/月 

 安芸太田町 9人/月 11人/月 11人/月 11人/月 

 北広島町 36人/月 36人/月 36人/月 36人/月 

広島西圏域 160人/月 176人/月 180人/月 184人/月 

 大竹市 24人/月 26人/月 27人/月 28人/月 

 廿日市市 136人/月 150人/月 153人/月 156人/月 

呉圏域 262人/月 292人/月 307人/月 323人/月 

 呉市 234人/月 247人/月 257人/月 268人/月 

 江田島市 28人/月 45人/月 50人/月 55人/月 

広島中央圏域 214人/月 252人/月 273人/月 296人/月 

 竹原市 38人/月 39人/月 40人/月 41人/月 

 東広島市 149人/月 183人/月 203人/月 225人/月 

 大崎上島町 27人/月 30人/月 30人/月 30人/月 

尾三圏域 401人/月 428人/月 449人/月 469人/月 

 三原市 125人/月 128人/月 131人/月 134人/月 

 尾道市 242人/月 263人/月 276人/月 290人/月 

 世羅町 34人/月 37人/月 42人/月 45人/月 

福山・府中圏域 620人/月 657人/月 674人/月 691人/月 

 福山市 541人/月 566人/月 580人/月 594人/月 

 府中市 56人/月 67人/月 69人/月 71人/月 

 神石高原町 23人/月 24人/月 25人/月 26人/月 

備北圏域 174人/月 181人/月 190人/月 200人/月 

 三次市 96人/月 103人/月 112人/月 122人/月 

 庄原市 78人/月 78人/月 78人/月 78人/月 
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（３）居住系サービス 

① 自立生活援助

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 12人/月 30人/月 32人/月 33人/月 

広島圏域 8人/月 17人/月 18人/月 18人/月 

広島市 8人/月 13人/月 13人/月 13人/月 

安芸高田市 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

府中町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

海田町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

熊野町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

坂町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

安芸太田町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

北広島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島西圏域 0人/月 1人/月 2人/月 2人/月 

大竹市 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

廿日市市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

呉圏域 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

呉市 2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

江田島市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島中央圏域 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

竹原市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

東広島市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

大崎上島町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

尾三圏域 0人/月 3人/月 3人/月 4人/月 

三原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

尾道市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

世羅町 0人/月 0人/月 0人/月 1人/月 

福山・府中圏域 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

福山市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

府中市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

神石高原町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

三次市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

庄原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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（４）相談支援 

① 計画相談支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 5,744人/月 6,591人/月 7,048人/月 7,499人/月 

広島圏域 2,803人/月 3,322人/月 3,575人/月 3,827人/月 

 広島市 2,487人/月 2,963人/月 3,201人/月 3,439人/月 

 安芸高田市 48人/月 50人/月 51人/月 52人/月 

 府中町 91人/月 103人/月 104人/月 105人/月 

 海田町 46人/月 50人/月 52人/月 54人/月 

 熊野町 59人/月 74人/月 82人/月 90人/月 

 坂町 25人/月 36人/月 38人/月 40人/月 

 安芸太田町 17人/月 16人/月 17人/月 17人/月 

 北広島町 30人/月 30人/月 30人/月 30人/月 

広島西圏域 287人/月 315人/月 327人/月 340人/月 

 大竹市 52人/月 55人/月 57人/月 60人/月 

 廿日市市 235人/月 260人/月 270人/月 280人/月 

呉圏域 678人/月 823人/月 901人/月 985人/月 

 呉市 571人/月 696人/月 764人/月 838人/月 

 江田島市 107人/月 127人/月 137人/月 147人/月 

広島中央圏域 358人/月 399人/月 420人/月 441人/月 

 竹原市 57人/月 60人/月 63人/月 65人/月 

 東広島市 281人/月 314人/月 332人/月 351人/月 

 大崎上島町 20人/月 25人/月 25人/月 25人/月 

尾三圏域 584人/月 580人/月 597人/月 615人/月 

 三原市 201人/月 209人/月 213人/月 217人/月 

 尾道市 350人/月 337人/月 349人/月 362人/月 

 世羅町 33人/月 34人/月 35人/月 36人/月 

福山・府中圏域 841人/月 959人/月 1,027人/月 1,080人/月 

 福山市 743人/月 852人/月 918人/月 968人/月 

 府中市 74人/月 80人/月 82人/月 85人/月 

 神石高原町 24人/月 27人/月 27人/月 27人/月 

備北圏域 193人/月 193人/月 201人/月 211人/月 

 三次市 165人/月 163人/月 171人/月 181人/月 

 庄原市 28人/月 30人/月 30人/月 30人/月 
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③ 施設入所支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 2,946人/月 2,967人/月 2,946人/月 2,918人/月 

広島圏域 1,181人/月 1,209人/月 1,209人/月 1,206人/月 

 広島市 924人/月 951人/月 951人/月 951人/月 

 安芸高田市 94人/月 93人/月 93人/月 92人/月 

 府中町 34人/月 33人/月 33人/月 32人/月 

 海田町 20人/月 19人/月 19人/月 19人/月 

 熊野町 31人/月 34人/月 35人/月 36人/月 

 坂町 11人/月 11人/月 11人/月 11人/月 

 安芸太田町 27人/月 27人/月 27人/月 27人/月 

 北広島町 40人/月 41人/月 40人/月 38人/月 

広島西圏域 161人/月 162人/月 162人/月 161人/月 

 大竹市 40人/月 39人/月 39人/月 38人/月 

 廿日市市 121人/月 123人/月 123人/月 123人/月 

呉圏域 365人/月 356人/月 350人/月 345人/月 

 呉市 315人/月 308人/月 303人/月 299人/月 

 江田島市 50人/月 48人/月 47人/月 46人/月 

広島中央圏域 261人/月 259人/月 256人/月 250人/月 

 竹原市 58人/月 58人/月 57人/月 56人/月 

 東広島市 185人/月 181人/月 179人/月 174人/月 

 大崎上島町 18人/月 20人/月 20人/月 20人/月 

尾三圏域 369人/月 371人/月 364人/月 357人/月 

 三原市 148人/月 146人/月 143人/月 140人/月 

 尾道市 177人/月 182人/月 179人/月 176人/月 

 世羅町 44人/月 43人/月 42人/月 41人/月 

福山・府中圏域 423人/月 429人/月 428人/月 426人/月 

 福山市 343人/月 355人/月 355人/月 355人/月 

 府中市 65人/月 59人/月 58人/月 57人/月 

 神石高原町 15人/月 15人/月 15人/月 14人/月 

備北圏域 186人/月 181人/月 177人/月 173人/月 

 三次市 102人/月 100人/月 98人/月 97人/月 

 庄原市 84人/月 81人/月 79人/月 76人/月 
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（４）相談支援 

① 計画相談支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 5,744人/月 6,591人/月 7,048人/月 7,499人/月 

広島圏域 2,803人/月 3,322人/月 3,575人/月 3,827人/月 

 広島市 2,487人/月 2,963人/月 3,201人/月 3,439人/月 

 安芸高田市 48人/月 50人/月 51人/月 52人/月 

 府中町 91人/月 103人/月 104人/月 105人/月 

 海田町 46人/月 50人/月 52人/月 54人/月 

 熊野町 59人/月 74人/月 82人/月 90人/月 

 坂町 25人/月 36人/月 38人/月 40人/月 

 安芸太田町 17人/月 16人/月 17人/月 17人/月 

 北広島町 30人/月 30人/月 30人/月 30人/月 

広島西圏域 287人/月 315人/月 327人/月 340人/月 

 大竹市 52人/月 55人/月 57人/月 60人/月 

 廿日市市 235人/月 260人/月 270人/月 280人/月 

呉圏域 678人/月 823人/月 901人/月 985人/月 

 呉市 571人/月 696人/月 764人/月 838人/月 

 江田島市 107人/月 127人/月 137人/月 147人/月 

広島中央圏域 358人/月 399人/月 420人/月 441人/月 

 竹原市 57人/月 60人/月 63人/月 65人/月 

 東広島市 281人/月 314人/月 332人/月 351人/月 

 大崎上島町 20人/月 25人/月 25人/月 25人/月 

尾三圏域 584人/月 580人/月 597人/月 615人/月 

 三原市 201人/月 209人/月 213人/月 217人/月 

 尾道市 350人/月 337人/月 349人/月 362人/月 

 世羅町 33人/月 34人/月 35人/月 36人/月 

福山・府中圏域 841人/月 959人/月 1,027人/月 1,080人/月 

 福山市 743人/月 852人/月 918人/月 968人/月 

 府中市 74人/月 80人/月 82人/月 85人/月 

 神石高原町 24人/月 27人/月 27人/月 27人/月 

備北圏域 193人/月 193人/月 201人/月 211人/月 

 三次市 165人/月 163人/月 171人/月 181人/月 

 庄原市 28人/月 30人/月 30人/月 30人/月 
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③ 施設入所支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 2,946人/月 2,967人/月 2,946人/月 2,918人/月 

広島圏域 1,181人/月 1,209人/月 1,209人/月 1,206人/月 

 広島市 924人/月 951人/月 951人/月 951人/月 

 安芸高田市 94人/月 93人/月 93人/月 92人/月 

 府中町 34人/月 33人/月 33人/月 32人/月 

 海田町 20人/月 19人/月 19人/月 19人/月 

 熊野町 31人/月 34人/月 35人/月 36人/月 

 坂町 11人/月 11人/月 11人/月 11人/月 

 安芸太田町 27人/月 27人/月 27人/月 27人/月 

 北広島町 40人/月 41人/月 40人/月 38人/月 

広島西圏域 161人/月 162人/月 162人/月 161人/月 

 大竹市 40人/月 39人/月 39人/月 38人/月 

 廿日市市 121人/月 123人/月 123人/月 123人/月 

呉圏域 365人/月 356人/月 350人/月 345人/月 

 呉市 315人/月 308人/月 303人/月 299人/月 

 江田島市 50人/月 48人/月 47人/月 46人/月 

広島中央圏域 261人/月 259人/月 256人/月 250人/月 

 竹原市 58人/月 58人/月 57人/月 56人/月 

 東広島市 185人/月 181人/月 179人/月 174人/月 

 大崎上島町 18人/月 20人/月 20人/月 20人/月 

尾三圏域 369人/月 371人/月 364人/月 357人/月 

 三原市 148人/月 146人/月 143人/月 140人/月 

 尾道市 177人/月 182人/月 179人/月 176人/月 

 世羅町 44人/月 43人/月 42人/月 41人/月 

福山・府中圏域 423人/月 429人/月 428人/月 426人/月 

 福山市 343人/月 355人/月 355人/月 355人/月 

 府中市 65人/月 59人/月 58人/月 57人/月 

 神石高原町 15人/月 15人/月 15人/月 14人/月 

備北圏域 186人/月 181人/月 177人/月 173人/月 

 三次市 102人/月 100人/月 98人/月 97人/月 

 庄原市 84人/月 81人/月 79人/月 76人/月 
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② 地域相談支援（地域定着支援） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 55人/月 72人/月 75人/月 77人/月 

広島圏域 4人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 広島市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 安芸高田市 3人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 府中町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 海田町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 熊野町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 坂町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 安芸太田町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 北広島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島西圏域 6人/月 8人/月 10人/月 11人/月 

 大竹市 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

 廿日市市 6人/月 8人/月 9人/月 10人/月 

呉圏域 16人/月 18人/月 18人/月 19人/月 

 呉市 16人/月 18人/月 18人/月 19人/月 

 江田島市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島中央圏域 6人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 竹原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 東広島市 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

 大崎上島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 17人/月 19人/月 20人/月 20人/月 

 三原市 17人/月 17人/月 18人/月 18人/月 

 尾道市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 世羅町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 6人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

 福山市 6人/月 10人/月 10人/月 10人/月 

 府中市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 神石高原町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 三次市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 庄原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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② 地域相談支援（地域移行支援） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 6人/月 25人/月 27人/月 28人/月 

広島圏域 2人/月 8人/月 8人/月 9人/月 

 広島市 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 安芸高田市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 府中町 0人/月 1人/月 1人/月 2人/月 

 海田町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 熊野町 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 坂町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 安芸太田町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 北広島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島西圏域 0人/月 1人/月 2人/月 2人/月 

 大竹市 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

 廿日市市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

呉圏域 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 呉市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 江田島市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島中央圏域 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 竹原市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 東広島市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 大崎上島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 1人/月 3人/月 4人/月 4人/月 

 三原市 1人/月 1人/月 2人/月 2人/月 

 尾道市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 世羅町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 1人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 福山市 1人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 府中市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 神石高原町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 1人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 三次市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 庄原市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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② 地域相談支援（地域定着支援） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 55人/月 72人/月 75人/月 77人/月 

広島圏域 4人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 広島市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 安芸高田市 3人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 府中町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 海田町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 熊野町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 坂町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 安芸太田町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 北広島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島西圏域 6人/月 8人/月 10人/月 11人/月 

 大竹市 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

 廿日市市 6人/月 8人/月 9人/月 10人/月 

呉圏域 16人/月 18人/月 18人/月 19人/月 

 呉市 16人/月 18人/月 18人/月 19人/月 

 江田島市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島中央圏域 6人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 竹原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 東広島市 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 

 大崎上島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 17人/月 19人/月 20人/月 20人/月 

 三原市 17人/月 17人/月 18人/月 18人/月 

 尾道市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 世羅町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 6人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

 福山市 6人/月 10人/月 10人/月 10人/月 

 府中市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 神石高原町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 三次市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 庄原市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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② 地域相談支援（地域移行支援） 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 6人/月 25人/月 27人/月 28人/月 

広島圏域 2人/月 8人/月 8人/月 9人/月 

 広島市 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 安芸高田市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 府中町 0人/月 1人/月 1人/月 2人/月 

 海田町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 熊野町 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 坂町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 安芸太田町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 北広島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島西圏域 0人/月 1人/月 2人/月 2人/月 

 大竹市 0人/月 0人/月 1人/月 1人/月 

 廿日市市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

呉圏域 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 呉市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 江田島市 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島中央圏域 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 竹原市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 東広島市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 大崎上島町 0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 1人/月 3人/月 4人/月 4人/月 

 三原市 1人/月 1人/月 2人/月 2人/月 

 尾道市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 世羅町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

福山・府中圏域 1人/月 7人/月 7人/月 7人/月 

 福山市 1人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 府中市 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 神石高原町 0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 1人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 三次市 0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 庄原市 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度※ 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
2,840人日/月 2,953人日/月 3,099人日/月 3,249人日/月 

513人/月 549人/月 576人/月 603人/月 

 竹原市 
80人日/月 80人日/月 83人日/月 83人日/月 

24人/月 24人/月 25人/月 25人/月 

 
東広島市 

2,753人日/月 2,863人日/月 3,006人日/月 3,156人日/月 

487人/月 522人/月 548人/月 575人/月 

 
大崎上島町 

7人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

尾三圏域 
4,290人日/月 4,738人日/月 4,873人日/月 5,008人日/月 

554人/月 583人/月 590人/月 596人/月 

 
三原市 

1,275人日/月 1,283人日/月 1,286人日/月 1,286人日/月 

197人/月 198人/月 199人/月 199人/月 

 
尾道市 

2,735人日/月 3,056人日/月 3,167人日/月 3,281人日/月 

327人/月 328人/月 331人/月 334人/月 

 
世羅町 

280人日/月 399人日/月 420人日/月 441人日/月 

30人/月 57人/月 60人/月 63人/月 

福山・府中圏域 
9,858人日/月 11,644人日/月 11,963人日/月 12,168人日/月 

1,355人/月 1,545人/月 1,611人/月 1,668人/月 

 
福山市 

9,279人日/月 11,027人日/月 11,326人日/月 11,503人日/月 

1,273人/月 1,452人/月 1,513人/月 1,564人/月 

 
府中市 

560人日/月 600人日/月 620人日/月 640人日/月 

79人/月 90人/月 95人/月 100人/月 

 
神石高原町 

17人日/月 17人日/月 17人日/月 25人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 4人/月 

備北圏域 
434人日/月 506人日/月 506人日/月 506人日/月 

97人/月 97人/月 97人/月 97人/月 

 
三次市 

261人日/月 266人日/月 266人日/月 266人日/月 

48人/月 47人/月 47人/月 47人/月 

 
庄原市 

173人日/月 240人日/月 240人日/月 240人日/月 

49人/月 50人/月 50人/月 50人/月 

 ※ 児童発達支援の令和４年度実績は、福祉型児童発達支援と医療型児童発達支援を合算し記載。 
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（５）障害児福祉サービス 

① 児童発達支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度※ 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
35,842人日/月 46,039人日/月 50,606人日/月 55,751人日/月 

4,847人/月 5,851人/月 6,393人/月 7,004人/月 

広島圏域 
15,140人日/月 21,610人日/月 25,239人日/月 29,530人日/月 

1,799人/月 2,427人/月 2,844人/月 3,339人/月 

 広島市 
13,682人日/月 19,929人日/月 23,463人日/月 27,645人日/月 

1,599人/月 2,210人/月 2,603人/月 3,068人/月 

 
安芸高田市 

146人日/月 135人日/月 135人日/月 135人日/月 

33人/月 32人/月 32人/月 32人/月 

 
府中町 

576人日/月 649人日/月 659人日/月 670人日/月 

62人/月 63人/月 64人/月 65人/月 

 
海田町 

325人日/月 410人日/月 410人日/月 420人日/月 

37人/月 40人/月 40人/月 41人/月 

 
熊野町 

287人日/月 290人日/月 325人日/月 360人日/月 

45人/月 52人/月 70人/月 92人/月 

 
坂町 

95人日/月 150人日/月 200人日/月 250人日/月 

12人/月 15人/月 20人/月 25人/月 

 
安芸太田町 

4人日/月 5人日/月 5人日/月 5人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
北広島町 

25人日/月 42人日/月 42人日/月 45人日/月 

10人/月 14人/月 14人/月 15人/月 

広島西圏域 
1,167人日/月 1,292人日/月 1,344人日/月 1,396人日/月 

193人/月 207人/月 214人/月 222人/月 

 
大竹市 

142人日/月 212人日/月 246人日/月 280人日/月 

19人/月 27人/月 31人/月 36人/月 

 
廿日市市 

1,025人日/月 1,080人日/月 1,098人日/月 1,116人日/月 

174人/月 180人/月 183人/月 186人/月 

呉圏域 
2,850人日/月 3,296人日/月 3,582人日/月 3,894人日/月 

419人/月 443人/月 461人/月 479人/月 

 
呉市 

2,607人日/月 3,008人日/月 3,294人日/月 3,606人日/月 

387人/月 405人/月 423人/月 441人/月 

 
江田島市 

243人日/月 288人日/月 288人日/月 288人日/月 

32人/月 38人/月 38人/月 38人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度※ 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
2,840人日/月 2,953人日/月 3,099人日/月 3,249人日/月 

513人/月 549人/月 576人/月 603人/月 

 竹原市 
80人日/月 80人日/月 83人日/月 83人日/月 

24人/月 24人/月 25人/月 25人/月 

 
東広島市 

2,753人日/月 2,863人日/月 3,006人日/月 3,156人日/月 

487人/月 522人/月 548人/月 575人/月 

 
大崎上島町 

7人日/月 10人日/月 10人日/月 10人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

尾三圏域 
4,290人日/月 4,738人日/月 4,873人日/月 5,008人日/月 

554人/月 583人/月 590人/月 596人/月 

 
三原市 

1,275人日/月 1,283人日/月 1,286人日/月 1,286人日/月 

197人/月 198人/月 199人/月 199人/月 

 
尾道市 

2,735人日/月 3,056人日/月 3,167人日/月 3,281人日/月 

327人/月 328人/月 331人/月 334人/月 

 
世羅町 

280人日/月 399人日/月 420人日/月 441人日/月 

30人/月 57人/月 60人/月 63人/月 

福山・府中圏域 
9,858人日/月 11,644人日/月 11,963人日/月 12,168人日/月 

1,355人/月 1,545人/月 1,611人/月 1,668人/月 

 
福山市 

9,279人日/月 11,027人日/月 11,326人日/月 11,503人日/月 

1,273人/月 1,452人/月 1,513人/月 1,564人/月 

 
府中市 

560人日/月 600人日/月 620人日/月 640人日/月 

79人/月 90人/月 95人/月 100人/月 

 
神石高原町 

17人日/月 17人日/月 17人日/月 25人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 4人/月 

備北圏域 
434人日/月 506人日/月 506人日/月 506人日/月 

97人/月 97人/月 97人/月 97人/月 

 
三次市 

261人日/月 266人日/月 266人日/月 266人日/月 

48人/月 47人/月 47人/月 47人/月 

 
庄原市 

173人日/月 240人日/月 240人日/月 240人日/月 

49人/月 50人/月 50人/月 50人/月 

 ※ 児童発達支援の令和４年度実績は、福祉型児童発達支援と医療型児童発達支援を合算し記載。 
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（５）障害児福祉サービス 

① 児童発達支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度※ 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
35,842人日/月 46,039人日/月 50,606人日/月 55,751人日/月 

4,847人/月 5,851人/月 6,393人/月 7,004人/月 

広島圏域 
15,140人日/月 21,610人日/月 25,239人日/月 29,530人日/月 

1,799人/月 2,427人/月 2,844人/月 3,339人/月 

 広島市 
13,682人日/月 19,929人日/月 23,463人日/月 27,645人日/月 

1,599人/月 2,210人/月 2,603人/月 3,068人/月 

 
安芸高田市 

146人日/月 135人日/月 135人日/月 135人日/月 

33人/月 32人/月 32人/月 32人/月 

 
府中町 

576人日/月 649人日/月 659人日/月 670人日/月 

62人/月 63人/月 64人/月 65人/月 

 
海田町 

325人日/月 410人日/月 410人日/月 420人日/月 

37人/月 40人/月 40人/月 41人/月 

 
熊野町 

287人日/月 290人日/月 325人日/月 360人日/月 

45人/月 52人/月 70人/月 92人/月 

 
坂町 

95人日/月 150人日/月 200人日/月 250人日/月 

12人/月 15人/月 20人/月 25人/月 

 
安芸太田町 

4人日/月 5人日/月 5人日/月 5人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
北広島町 

25人日/月 42人日/月 42人日/月 45人日/月 

10人/月 14人/月 14人/月 15人/月 

広島西圏域 
1,167人日/月 1,292人日/月 1,344人日/月 1,396人日/月 

193人/月 207人/月 214人/月 222人/月 

 
大竹市 

142人日/月 212人日/月 246人日/月 280人日/月 

19人/月 27人/月 31人/月 36人/月 

 
廿日市市 

1,025人日/月 1,080人日/月 1,098人日/月 1,116人日/月 

174人/月 180人/月 183人/月 186人/月 

呉圏域 
2,850人日/月 3,296人日/月 3,582人日/月 3,894人日/月 

419人/月 443人/月 461人/月 479人/月 

 
呉市 

2,607人日/月 3,008人日/月 3,294人日/月 3,606人日/月 

387人/月 405人/月 423人/月 441人/月 

 
江田島市 

243人日/月 288人日/月 288人日/月 288人日/月 

32人/月 38人/月 38人/月 38人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
8,337人日/月 9,220人日/月 9,824人日/月 10,432人日/月 

1,555人/月 1,711人/月 1,803人/月 1,897人/月 

 竹原市 
243人日/月 241人日/月 320人日/月 400人日/月 

40人/月 41人/月 46人/月 50人/月 

 
東広島市 

8,091人日/月 8,919人日/月 9,364人日/月 9,832人日/月 

1,513人/月 1,667人/月 1,750人/月 1,837人/月 

 
大崎上島町 

3人日/月 60人日/月 140人日/月 200人日/月 

2人/月 3人/月 7人/月 10人/月 

尾三圏域 
6,816人日/月 6,110人日/月 6,420人日/月 6,741人日/月 

887人/月 798人/月 833人/月 870人/月 

 
三原市 

1,689人日/月 1,916人日/月 2,011人日/月 2,106人日/月 

237人/月 263人/月 276人/月 289人/月 

 
尾道市 

4,410人日/月 3,389人日/月 3,590人日/月 3,802人日/月 

551人/月 420人/月 440人/月 462人/月 

 
世羅町 

717人日/月 805人日/月 819人日/月 833人日/月 

99人/月 115人/月 117人/月 119人/月 

福山・府中圏域 
30,496人日/月 34,978人日/月 35,909人日/月 36,507人日/月 

2,751人/月 3,374人/月 3,504人/月 3,588人/月 

 
福山市 

28,514人日/月 32,526人日/月 33,239人日/月 33,619人日/月 

2,551人/月 3,125人/月 3,235人/月 3,299人/月 

 
府中市 

1,863人日/月 2,200人日/月 2,400人日/月 2,600人日/月 

186人/月 221人/月 239人/月 257人/月 

 
神石高原町 

119人日/月 252人日/月 270人日/月 288人日/月 

14人/月 28人/月 30人/月 32人/月 

備北圏域 
1,304人日/月 1,396人日/月 1,436人日/月 1,478人日/月 

130人/月 146人/月 152人/月 158人/月 

 
三次市 

982人日/月 996人日/月 1,036人日/月 1,078人日/月 

92人/月 96人/月 102人/月 108人/月 

 
庄原市 

322人日/月 400人日/月 400人日/月 400人日/月 

38人/月 50人/月 50人/月 50人/月 
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② 放課後等デイサービス 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
116,969人日/月 132,080人日/月 139,760人日/月 147,484人日/月 

11,312人/月 12,874人/月 13,609人/月 14,335人/月 

広島圏域 
55,164人日/月 63,924人日/月 68,465人日/月 73,265人日/月 

4,639人/月 5,340人/月 5,715人/月 6,117人/月 

 広島市 
49,522人日/月 57,672人日/月 62,004人日/月 66,660人日/月 

4,158人/月 4,806人/月 5,167人/月 5,555人/月 

 
安芸高田市 

981人日/月 1,160人日/月 1,225人日/月 1,225人日/月 

89人/月 95人/月 95人/月 95人/月 

 
府中町 

1,897人日/月 1,969人日/月 1,981人日/月 1,993人日/月 

149人/月 161人/月 162人/月 163人/月 

 
海田町 

853人日/月 1,104人日/月 1,127人日/月 1,150人日/月 

80人/月 96人/月 98人/月 100人/月 

 
熊野町 

1,162人日/月 1,209人日/月 1,287人日/月 1,365人日/月 

82人/月 94人/月 101人/月 109人/月 

 
坂町 

342人日/月 362人日/月 382人日/月 402人日/月 

42人/月 45人/月 48人/月 50人/月 

 
安芸太田町 

23人日/月 30人日/月 30人日/月 30人日/月 

3人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 
北広島町 

384人日/月 418人日/月 429人日/月 440人日/月 

36人/月 38人/月 39人/月 40人/月 

広島西圏域 
6,018人日/月 7,025人日/月 7,337人日/月 7,649人日/月 

554人/月 614人/月 639人/月 664人/月 

 
大竹市 

773人日/月 920人日/月 1,010人日/月 1,100人日/月 

50人/月 64人/月 69人/月 74人/月 

 
廿日市市 

5,245人日/月 6,105人日/月 6,327人日/月 6,549人日/月 

504人/月 550人/月 570人/月 590人/月 

呉圏域 
8,834人日/月 9,427人日/月 10,369人日/月 11,412人日/月 

796人/月 891人/月 963人/月 1,041人/月 

 
呉市 

8,210人日/月 8,727人日/月 9,669人日/月 10,712人日/月 

740人/月 839人/月 911人/月 989人/月 

 
江田島市 

624人日/月 700人日/月 700人日/月 700人日/月 

56人/月 52人/月 52人/月 52人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
8,337人日/月 9,220人日/月 9,824人日/月 10,432人日/月 

1,555人/月 1,711人/月 1,803人/月 1,897人/月 

 竹原市 
243人日/月 241人日/月 320人日/月 400人日/月 

40人/月 41人/月 46人/月 50人/月 

 
東広島市 

8,091人日/月 8,919人日/月 9,364人日/月 9,832人日/月 

1,513人/月 1,667人/月 1,750人/月 1,837人/月 

 
大崎上島町 

3人日/月 60人日/月 140人日/月 200人日/月 

2人/月 3人/月 7人/月 10人/月 

尾三圏域 
6,816人日/月 6,110人日/月 6,420人日/月 6,741人日/月 

887人/月 798人/月 833人/月 870人/月 

 
三原市 

1,689人日/月 1,916人日/月 2,011人日/月 2,106人日/月 

237人/月 263人/月 276人/月 289人/月 

 
尾道市 

4,410人日/月 3,389人日/月 3,590人日/月 3,802人日/月 

551人/月 420人/月 440人/月 462人/月 

 
世羅町 

717人日/月 805人日/月 819人日/月 833人日/月 

99人/月 115人/月 117人/月 119人/月 

福山・府中圏域 
30,496人日/月 34,978人日/月 35,909人日/月 36,507人日/月 

2,751人/月 3,374人/月 3,504人/月 3,588人/月 

 
福山市 

28,514人日/月 32,526人日/月 33,239人日/月 33,619人日/月 

2,551人/月 3,125人/月 3,235人/月 3,299人/月 

 
府中市 

1,863人日/月 2,200人日/月 2,400人日/月 2,600人日/月 

186人/月 221人/月 239人/月 257人/月 

 
神石高原町 

119人日/月 252人日/月 270人日/月 288人日/月 

14人/月 28人/月 30人/月 32人/月 

備北圏域 
1,304人日/月 1,396人日/月 1,436人日/月 1,478人日/月 

130人/月 146人/月 152人/月 158人/月 

 
三次市 

982人日/月 996人日/月 1,036人日/月 1,078人日/月 

92人/月 96人/月 102人/月 108人/月 

 
庄原市 

322人日/月 400人日/月 400人日/月 400人日/月 

38人/月 50人/月 50人/月 50人/月 
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② 放課後等デイサービス 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
116,969人日/月 132,080人日/月 139,760人日/月 147,484人日/月 

11,312人/月 12,874人/月 13,609人/月 14,335人/月 

広島圏域 
55,164人日/月 63,924人日/月 68,465人日/月 73,265人日/月 

4,639人/月 5,340人/月 5,715人/月 6,117人/月 

 広島市 
49,522人日/月 57,672人日/月 62,004人日/月 66,660人日/月 

4,158人/月 4,806人/月 5,167人/月 5,555人/月 

 
安芸高田市 

981人日/月 1,160人日/月 1,225人日/月 1,225人日/月 

89人/月 95人/月 95人/月 95人/月 

 
府中町 

1,897人日/月 1,969人日/月 1,981人日/月 1,993人日/月 

149人/月 161人/月 162人/月 163人/月 

 
海田町 

853人日/月 1,104人日/月 1,127人日/月 1,150人日/月 

80人/月 96人/月 98人/月 100人/月 

 
熊野町 

1,162人日/月 1,209人日/月 1,287人日/月 1,365人日/月 

82人/月 94人/月 101人/月 109人/月 

 
坂町 

342人日/月 362人日/月 382人日/月 402人日/月 

42人/月 45人/月 48人/月 50人/月 

 
安芸太田町 

23人日/月 30人日/月 30人日/月 30人日/月 

3人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

 
北広島町 

384人日/月 418人日/月 429人日/月 440人日/月 

36人/月 38人/月 39人/月 40人/月 

広島西圏域 
6,018人日/月 7,025人日/月 7,337人日/月 7,649人日/月 

554人/月 614人/月 639人/月 664人/月 

 
大竹市 

773人日/月 920人日/月 1,010人日/月 1,100人日/月 

50人/月 64人/月 69人/月 74人/月 

 
廿日市市 

5,245人日/月 6,105人日/月 6,327人日/月 6,549人日/月 

504人/月 550人/月 570人/月 590人/月 

呉圏域 
8,834人日/月 9,427人日/月 10,369人日/月 11,412人日/月 

796人/月 891人/月 963人/月 1,041人/月 

 
呉市 

8,210人日/月 8,727人日/月 9,669人日/月 10,712人日/月 

740人/月 839人/月 911人/月 989人/月 

 
江田島市 

624人日/月 700人日/月 700人日/月 700人日/月 

56人/月 52人/月 52人/月 52人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
5人日/月 10人日/月 12人日/月 14人日/月 

5人/月 9人/月 11人/月 13人/月 

 竹原市 
0人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
東広島市 

5人日/月 8人日/月 10人日/月 12人日/月 

5人/月 7人/月 9人/月 11人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
16人日/月 25人日/月 26人日/月 28人日/月 

16人/月 25人/月 26人/月 28人/月 

 
三原市 

1人日/月 3人日/月 3人日/月 3人日/月 

1人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
尾道市 

14人日/月 20人日/月 21人日/月 23人日/月 

14人/月 20人/月 21人/月 23人/月 

 
世羅町 

1人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

福山・府中圏域 
42人日/月 57人日/月 61人日/月 66人日/月 

37人/月 52人/月 56人/月 61人/月 

 
福山市 

39人日/月 51人日/月 54人日/月 57人日/月 

34人/月 46人/月 49人/月 52人/月 

 
府中市 

3人日/月 5人日/月 6人日/月 7人日/月 

3人/月 5人/月 6人/月 7人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 2人/月 

備北圏域 
1人日/月 6人日/月 11人日/月 16人日/月 

1人/月 2人/月 3人/月 4人/月 

 
三次市 

0人日/月 5人日/月 10人日/月 15人日/月 

0人/月 1人/月 2人/月 3人/月 

 
庄原市 

1人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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③ 保育所等訪問支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
395人日/月 580人日/月 680人日/月 821人日/月 

359人/月 531人/月 605人/月 686人/月 

広島圏域 
324人日/月 471人日/月 559人日/月 684人日/月 

293人/月 432人/月 498人/月 567人/月 

 広島市 
308人日/月 405人日/月 468人日/月 531人日/月 

279人/月 405人/月 468人/月 531人/月 

 
安芸高田市 

1人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
府中町 

11人日/月 21人日/月 22人日/月 24人日/月 

9人/月 16人/月 17人/月 18人/月 

 
海田町 

4人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

4人/月 4人/月 4人/月 4人/月 

 
熊野町 

0人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
坂町 

0人日/月 36人日/月 60人日/月 120人日/月 

0人/月 3人/月 5人/月 10人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
北広島町 

0人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

広島西圏域 
2人日/月 3人日/月 3人日/月 4人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 4人/月 

 
大竹市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 2人/月 

 
廿日市市 

2人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

呉圏域 
5人日/月 8人日/月 8人日/月 9人日/月 

5人/月 8人/月 8人/月 9人/月 

 
呉市 

5人日/月 7人日/月 7人日/月 8人日/月 

5人/月 7人/月 7人/月 8人/月 

 
江田島市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
5人日/月 10人日/月 12人日/月 14人日/月 

5人/月 9人/月 11人/月 13人/月 

 竹原市 
0人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
東広島市 

5人日/月 8人日/月 10人日/月 12人日/月 

5人/月 7人/月 9人/月 11人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
16人日/月 25人日/月 26人日/月 28人日/月 

16人/月 25人/月 26人/月 28人/月 

 
三原市 

1人日/月 3人日/月 3人日/月 3人日/月 

1人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
尾道市 

14人日/月 20人日/月 21人日/月 23人日/月 

14人/月 20人/月 21人/月 23人/月 

 
世羅町 

1人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

福山・府中圏域 
42人日/月 57人日/月 61人日/月 66人日/月 

37人/月 52人/月 56人/月 61人/月 

 
福山市 

39人日/月 51人日/月 54人日/月 57人日/月 

34人/月 46人/月 49人/月 52人/月 

 
府中市 

3人日/月 5人日/月 6人日/月 7人日/月 

3人/月 5人/月 6人/月 7人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 2人/月 

備北圏域 
1人日/月 6人日/月 11人日/月 16人日/月 

1人/月 2人/月 3人/月 4人/月 

 
三次市 

0人日/月 5人日/月 10人日/月 15人日/月 

0人/月 1人/月 2人/月 3人/月 

 
庄原市 

1人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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③ 保育所等訪問支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
395人日/月 580人日/月 680人日/月 821人日/月 

359人/月 531人/月 605人/月 686人/月 

広島圏域 
324人日/月 471人日/月 559人日/月 684人日/月 

293人/月 432人/月 498人/月 567人/月 

 広島市 
308人日/月 405人日/月 468人日/月 531人日/月 

279人/月 405人/月 468人/月 531人/月 

 
安芸高田市 

1人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
府中町 

11人日/月 21人日/月 22人日/月 24人日/月 

9人/月 16人/月 17人/月 18人/月 

 
海田町 

4人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

4人/月 4人/月 4人/月 4人/月 

 
熊野町 

0人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
坂町 

0人日/月 36人日/月 60人日/月 120人日/月 

0人/月 3人/月 5人/月 10人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
北広島町 

0人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

広島西圏域 
2人日/月 3人日/月 3人日/月 4人日/月 

2人/月 3人/月 3人/月 4人/月 

 
大竹市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 2人/月 

 
廿日市市 

2人日/月 2人日/月 2人日/月 2人日/月 

2人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

呉圏域 
5人日/月 8人日/月 8人日/月 9人日/月 

5人/月 8人/月 8人/月 9人/月 

 
呉市 

5人日/月 7人日/月 7人日/月 8人日/月 

5人/月 7人/月 7人/月 8人/月 

 
江田島市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 竹原市 
0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
東広島市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
三原市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
尾道市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
世羅町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

福山・府中圏域 
0人日/月 9人日/月 9人日/月 9人日/月 

0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
福山市 

0人日/月 8人日/月 8人日/月 8人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
府中市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 
0人日/月 6人日/月 6人日/月 6人日/月 

0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
三次市 

0人日/月 5人日/月 5人日/月 5人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
庄原市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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④ 居宅訪問型児童発達支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
0人日/月 42人日/月 43人日/月 45人日/月 

0人/月 12人/月 13人/月 14人/月 

広島圏域 
0人日/月 25人日/月 25人日/月 25人日/月 

0人/月 4人/月 4人/月 4人/月 

 広島市 
0人日/月 16人日/月 16人日/月 16人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
安芸高田市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
府中町 

0人日/月 5人日/月 5人日/月 5人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
海田町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
熊野町 

0人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
坂町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
北広島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島西圏域 
0人日/月 1人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
大竹市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
廿日市市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

呉圏域 
0人日/月 0人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 0人/月 1人/月 2人/月 

 
呉市 

0人日/月 0人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 0人/月 1人/月 2人/月 

 
江田島市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 
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区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広島中央圏域 
0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 竹原市 
0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
東広島市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
大崎上島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

尾三圏域 
0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
三原市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
尾道市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
世羅町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

福山・府中圏域 
0人日/月 9人日/月 9人日/月 9人日/月 

0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
福山市 

0人日/月 8人日/月 8人日/月 8人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
府中市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
神石高原町 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

備北圏域 
0人日/月 6人日/月 6人日/月 6人日/月 

0人/月 3人/月 3人/月 3人/月 

 
三次市 

0人日/月 5人日/月 5人日/月 5人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
庄原市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 1人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 
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④ 居宅訪問型児童発達支援 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 
0人日/月 42人日/月 43人日/月 45人日/月 

0人/月 12人/月 13人/月 14人/月 

広島圏域 
0人日/月 25人日/月 25人日/月 25人日/月 

0人/月 4人/月 4人/月 4人/月 

 広島市 
0人日/月 16人日/月 16人日/月 16人日/月 

0人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

 
安芸高田市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
府中町 

0人日/月 5人日/月 5人日/月 5人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
海田町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
熊野町 

0人日/月 4人日/月 4人日/月 4人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
坂町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
安芸太田町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

 
北広島町 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

広島西圏域 
0人日/月 1人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
大竹市 

0人日/月 1人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 
廿日市市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 

呉圏域 
0人日/月 0人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 0人/月 1人/月 2人/月 

 
呉市 

0人日/月 0人日/月 1人日/月 2人日/月 

0人/月 0人/月 1人/月 2人/月 

 
江田島市 

0人日/月 0人日/月 0人日/月 0人日/月 

0人/月 0人/月 0人/月 0人/月 
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⑥ 福祉型障害児入所施設 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 144人/月 150人/月 153人/月 156人/月 

広島圏域 58人/月 60人/月 61人/月 62人/月 

広島西圏域 7人/月 7人/月 7人/月 8人/月 

呉圏域 13人/月 14人/月 14人/月 14人/月 

広島中央圏域 10人/月 10人/月 11人/月 11人/月 

尾三圏域 11人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

福山・府中圏域 32人/月 33人/月 34人/月 35人/月 

備北圏域 13人/月 14人/月 14人/月 14人/月 

 

⑦ 医療型障害児入所施設 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 91人/月 92人/月 94人/月 96人/月 

広島圏域 35人/月 34人/月 33人/月 32人/月 

広島西圏域 6人/月 8人/月 9人/月 10人/月 

呉圏域 9人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

広島中央圏域 13人/月 11人/月 10人/月 10人/月 

尾三圏域 9人/月 11人/月 14人/月 16人/月 

福山・府中圏域 13人/月 11人/月 10人/月 9人/月 

備北圏域 6人/月 8人/月 9人/月 10人/月 
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⑤ 障害児相談支援  

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 2,267人/月 2,614人/月 2,830人/月 3,050人/月 

広島圏域 724人/月 804人/月 852人/月 902人/月 

 広島市 572人/月 642人/月 680人/月 721人/月 

 安芸高田市 17人/月 17人/月 17人/月 17人/月 

 府中町 43人/月 43人/月 44人/月 45人/月 

 海田町 24人/月 34人/月 36人/月 38人/月 

 熊野町 50人/月 47人/月 52人/月 56人/月 

 坂町 13人/月 15人/月 17人/月 19人/月 

 安芸太田町 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 北広島町 4人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

広島西圏域 211人/月 232人/月 248人/月 265人/月 

 大竹市 21人/月 24人/月 27人/月 30人/月 

 廿日市市 190人/月 208人/月 221人/月 235人/月 

呉圏域 339人/月 422人/月 472人/月 529人/月 

 呉市 314人/月 392人/月 442人/月 499人/月 

 江田島市 25人/月 30人/月 30人/月 30人/月 

広島中央圏域 142人/月 171人/月 176人/月 181人/月 

 竹原市 8人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

 東広島市 133人/月 160人/月 165人/月 170人/月 

 大崎上島町 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

尾三圏域 319人/月 347人/月 374人/月 401人/月 

 三原市 106人/月 114人/月 123人/月 131人/月 

 尾道市 184人/月 200人/月 216人/月 233人/月 

 世羅町 29人/月 33人/月 35人/月 37人/月 

福山・府中圏域 504人/月 619人/月 686人/月 746人/月 

 福山市 445人/月 553人/月 617人/月 672人/月 

 府中市 56人/月 62人/月 65人/月 70人/月 

 神石高原町 3人/月 4人/月 4人/月 4人/月 

備北圏域 28人/月 19人/月 22人/月 26人/月 

 三次市 22人/月 13人/月 16人/月 20人/月 

 庄原市 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 
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⑥ 福祉型障害児入所施設 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 144人/月 150人/月 153人/月 156人/月 

広島圏域 58人/月 60人/月 61人/月 62人/月 

広島西圏域 7人/月 7人/月 7人/月 8人/月 

呉圏域 13人/月 14人/月 14人/月 14人/月 

広島中央圏域 10人/月 10人/月 11人/月 11人/月 

尾三圏域 11人/月 12人/月 12人/月 12人/月 

福山・府中圏域 32人/月 33人/月 34人/月 35人/月 

備北圏域 13人/月 14人/月 14人/月 14人/月 

 

⑦ 医療型障害児入所施設 

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 91人/月 92人/月 94人/月 96人/月 

広島圏域 35人/月 34人/月 33人/月 32人/月 

広島西圏域 6人/月 8人/月 9人/月 10人/月 

呉圏域 9人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

広島中央圏域 13人/月 11人/月 10人/月 10人/月 

尾三圏域 9人/月 11人/月 14人/月 16人/月 

福山・府中圏域 13人/月 11人/月 10人/月 9人/月 

備北圏域 6人/月 8人/月 9人/月 10人/月 
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⑤ 障害児相談支援  

区域 
実績 見込量 

令和４年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県全域 2,267人/月 2,614人/月 2,830人/月 3,050人/月 

広島圏域 724人/月 804人/月 852人/月 902人/月 

 広島市 572人/月 642人/月 680人/月 721人/月 

 安芸高田市 17人/月 17人/月 17人/月 17人/月 

 府中町 43人/月 43人/月 44人/月 45人/月 

 海田町 24人/月 34人/月 36人/月 38人/月 

 熊野町 50人/月 47人/月 52人/月 56人/月 

 坂町 13人/月 15人/月 17人/月 19人/月 

 安芸太田町 1人/月 1人/月 1人/月 1人/月 

 北広島町 4人/月 5人/月 5人/月 5人/月 

広島西圏域 211人/月 232人/月 248人/月 265人/月 

 大竹市 21人/月 24人/月 27人/月 30人/月 

 廿日市市 190人/月 208人/月 221人/月 235人/月 

呉圏域 339人/月 422人/月 472人/月 529人/月 

 呉市 314人/月 392人/月 442人/月 499人/月 

 江田島市 25人/月 30人/月 30人/月 30人/月 

広島中央圏域 142人/月 171人/月 176人/月 181人/月 

 竹原市 8人/月 9人/月 9人/月 9人/月 

 東広島市 133人/月 160人/月 165人/月 170人/月 

 大崎上島町 1人/月 2人/月 2人/月 2人/月 

尾三圏域 319人/月 347人/月 374人/月 401人/月 

 三原市 106人/月 114人/月 123人/月 131人/月 

 尾道市 184人/月 200人/月 216人/月 233人/月 

 世羅町 29人/月 33人/月 35人/月 37人/月 

福山・府中圏域 504人/月 619人/月 686人/月 746人/月 

 福山市 445人/月 553人/月 617人/月 672人/月 

 府中市 56人/月 62人/月 65人/月 70人/月 

 神石高原町 3人/月 4人/月 4人/月 4人/月 

備北圏域 28人/月 19人/月 22人/月 26人/月 

 三次市 22人/月 13人/月 16人/月 20人/月 

 庄原市 6人/月 6人/月 6人/月 6人/月 
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（２）県地域生活支援事業 

  県では、特に、専門性の高い事業や市町域を超えた広域的な事業を実施します。 

  なお、一部事業については、政令市、中核市においても実施しています。 

事業名 令和４年度実績 令和６年度 令和７年度 令和８年度 備考 

発達障害者支援センター運

営事業 
408人 408人 408人 408人 相談利用者数 

高次脳機能障害及びその関連

障害に対する支援普及事業 
213人 213人 213人 213人 

相談等 

新規実利用者数 

 
高次脳機能地域支援セ

ンター 
8か所 8か所 8か所 8か所 設置か所数 

障害児等療育支援事業 8か所 8か所 8か所 8か所 実施か所数 

障害者就業・生活支援セン

ター事業 
8か所 8か所 8か所 8か所 設置か所数 

手話通訳者養成研修事業 84人 86人 86人 86人 養成者数 

要約筆記者養成研修事業 22人 31人 31人 31人 養成者数 

盲ろう者向け通訳・介助員

養成研修事業 
9人 11人 11人 11人 養成者数 

失語症者向け意思疎通支援

者養成研修事業 
16人 15人 15人 15人 養成者数 

手話通訳者派遣事業 298件 229件 229件 229件 利用件数 

要約筆記者派遣事業 73件 61件 61件 61件 利用件数 

盲ろう者向け通訳・介助員

派遣事業 
1,804件 1,571件 1,571件 1,571件 利用件数 

失語症者向け意思疎通支援

者派遣事業 
218件 187件 187件 187件 利用件数 

意思疎通支援を行う者の派

遣に係る市町村相互間の連

絡調整事業 

実施 実施 実施 実施 実施の有無 

都道府県相談支援体制整備

事業 
9人 9人 9人 9人 

相談支援 

アドバイザーの数 

発達障害者支援地域協議会

による体制整備事業 
2回 2回 2回 2回 協議会の開催回数 

 

〔政令市・中核市において実施している事業〕 

事業名 令和４年度実績 令和６年度 令和７年度 令和８年度 備考 

発達障害者支援センター運

営事業※1 

1か所 1か所 1か所 1か所 実施か所数 

890人 920人 920人 920人 実利用者数 

障害児等療育支援事業※2 13 か所 13 か所 13 か所 13 か所 実施か所数 

手話通訳者・要約筆記者養

成研修事業※2 
69人 72人 72人 72人 年間養成者数 

盲ろう者向け通訳・介助員

養成研修事業※2 
9人 8人 8人 8人 年間養成者数 

失語症者向け意思疎通支援

者養成研修事業※2 
10人 8人 8人 8人 年間養成者数 

手話通訳者・要約筆記者派

遣事業※1 
3件 5件 6件 7件 年間利用件数 

盲ろう者向け通訳・介助員

派遣事業※2 
1,388件 2,263件 2,871件 3,652件 年間利用件数 

失語症者向け意思疎通支援

者派遣事業※2 
149件 202件 231件 264件 年間利用件数 

※1 広島市  ※2 広島市、呉市、福山市 
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５ 地域生活支援事業 

 

 地域生活支援事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地

域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施することで、

障害者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず、県民が相互に人格と個性を尊重

し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としたものです。 

 

（１）市町地域生活支援事業 

  実施が必要とされている事業等について、各市町は次のとおり実施します。 

事業名 令和４年度実績 令和６年度 令和７年度 令和８年度 備考 

理解促進研修・啓発事業 17市町 20市町 20市町 21市町 実施市町数 

自発的活動支援事業 15市町 17市町 17市町 18市町 実施市町数 

障害者相談支援事業  82か所 83か所 84か所 84か所 実施か所数 

 基幹相談支援センター 7市町 12市町 13市町 21市町 設置市町数 

基幹相談支援センター等機

能強化事業 
20市町 21市町 21市町 22市町 実施市町数 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 
8市町 9市町 10市町 10市町 実施市町数 

成年後見制度利用支援事業 142人 151人 156人 164人 年間利用者数 

成年後見制度法人後見支援

事業 
5市町 11市町 11市町 14市町 実施市町数 

手話通訳者・要約筆記者派

遣事業 
586件 684件  718件  755件  利用件数（１か月） 

手話通訳者設置事業 31人 33人 33人 34人 利用者数（１か月） 

介護・訓練支援用具 196件 265件 282件 302件 年間支給件数 

自立生活支援用具 382件 466件 474件 481件 年間支給件数 

在宅療養等支援用具 481件 536件 550件 563件 年間支給件数 

情報・意思疎通支援用具 834件 794件 805件 816件 年間支給件数 

排泄管理支援用具 62,531件 61,798件 62,080件 62,363件 年間支給件数 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
58件 68件 71件 74件 年間支給件数 

手話奉仕員養成研修事業 264人 388人 404人 402人 年間修了者数 

移動支援事業 3,427人 3,574人 3,644人 3,719人 利用者数（１か月） 

地域活動支援センター基礎

的事業 

65か所 67か所 67か所 69か所 実施か所数 

1,254人 1,341人 1,346人 1,355人 実利用者数 

地域活動支援センター機能

強化事業 

24か所 24か所 24か所 25か所 実施か所数 

533人 586人 605人 634人 実利用者数 
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（２）県地域生活支援事業 

  県では、特に、専門性の高い事業や市町域を超えた広域的な事業を実施します。 

  なお、一部事業については、政令市、中核市においても実施しています。 

事業名 令和４年度実績 令和６年度 令和７年度 令和８年度 備考 

発達障害者支援センター運

営事業 
408人 408人 408人 408人 相談利用者数 

高次脳機能障害及びその関連

障害に対する支援普及事業 
213人 213人 213人 213人 

相談等 

新規実利用者数 

 
高次脳機能地域支援セ

ンター 
8か所 8か所 8か所 8か所 設置か所数 

障害児等療育支援事業 8か所 8か所 8か所 8か所 実施か所数 

障害者就業・生活支援セン

ター事業 
8か所 8か所 8か所 8か所 設置か所数 

手話通訳者養成研修事業 84人 86人 86人 86人 養成者数 

要約筆記者養成研修事業 22人 31人 31人 31人 養成者数 

盲ろう者向け通訳・介助員

養成研修事業 
9人 11人 11人 11人 養成者数 

失語症者向け意思疎通支援

者養成研修事業 
16人 15人 15人 15人 養成者数 

手話通訳者派遣事業 298件 229件 229件 229件 利用件数 

要約筆記者派遣事業 73件 61件 61件 61件 利用件数 

盲ろう者向け通訳・介助員

派遣事業 
1,804件 1,571件 1,571件 1,571件 利用件数 

失語症者向け意思疎通支援

者派遣事業 
218件 187件 187件 187件 利用件数 

意思疎通支援を行う者の派

遣に係る市町村相互間の連

絡調整事業 

実施 実施 実施 実施 実施の有無 

都道府県相談支援体制整備

事業 
9人 9人 9人 9人 

相談支援 

アドバイザーの数 

発達障害者支援地域協議会

による体制整備事業 
2回 2回 2回 2回 協議会の開催回数 

 

〔政令市・中核市において実施している事業〕 

事業名 令和４年度実績 令和６年度 令和７年度 令和８年度 備考 

発達障害者支援センター運

営事業※1 

1か所 1か所 1か所 1か所 実施か所数 

890人 920人 920人 920人 実利用者数 

障害児等療育支援事業※2 13 か所 13 か所 13 か所 13 か所 実施か所数 

手話通訳者・要約筆記者養

成研修事業※2 
69人 72人 72人 72人 年間養成者数 

盲ろう者向け通訳・介助員

養成研修事業※2 
9人 8人 8人 8人 年間養成者数 

失語症者向け意思疎通支援

者養成研修事業※2 
10人 8人 8人 8人 年間養成者数 

手話通訳者・要約筆記者派

遣事業※1 
3件 5件 6件 7件 年間利用件数 

盲ろう者向け通訳・介助員

派遣事業※2 
1,388件 2,263件 2,871件 3,652件 年間利用件数 

失語症者向け意思疎通支援

者派遣事業※2 
149件 202件 231件 264件 年間利用件数 

※1 広島市  ※2 広島市、呉市、福山市 
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５ 地域生活支援事業 

 

 地域生活支援事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地

域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施することで、

障害者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず、県民が相互に人格と個性を尊重

し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としたものです。 

 

（１）市町地域生活支援事業 

  実施が必要とされている事業等について、各市町は次のとおり実施します。 

事業名 令和４年度実績 令和６年度 令和７年度 令和８年度 備考 

理解促進研修・啓発事業 17市町 20市町 20市町 21市町 実施市町数 

自発的活動支援事業 15市町 17市町 17市町 18市町 実施市町数 

障害者相談支援事業  82か所 83か所 84か所 84か所 実施か所数 

 基幹相談支援センター 7市町 12市町 13市町 21市町 設置市町数 

基幹相談支援センター等機

能強化事業 
20市町 21市町 21市町 22市町 実施市町数 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 
8市町 9市町 10市町 10市町 実施市町数 

成年後見制度利用支援事業 142人 151人 156人 164人 年間利用者数 

成年後見制度法人後見支援

事業 
5市町 11市町 11市町 14市町 実施市町数 

手話通訳者・要約筆記者派

遣事業 
586件 684件  718件  755件  利用件数（１か月） 

手話通訳者設置事業 31人 33人 33人 34人 利用者数（１か月） 

介護・訓練支援用具 196件 265件 282件 302件 年間支給件数 

自立生活支援用具 382件 466件 474件 481件 年間支給件数 

在宅療養等支援用具 481件 536件 550件 563件 年間支給件数 

情報・意思疎通支援用具 834件 794件 805件 816件 年間支給件数 

排泄管理支援用具 62,531件 61,798件 62,080件 62,363件 年間支給件数 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
58件 68件 71件 74件 年間支給件数 

手話奉仕員養成研修事業 264人 388人 404人 402人 年間修了者数 

移動支援事業 3,427人 3,574人 3,644人 3,719人 利用者数（１か月） 

地域活動支援センター基礎

的事業 

65か所 67か所 67か所 69か所 実施か所数 

1,254人 1,341人 1,346人 1,355人 実利用者数 

地域活動支援センター機能

強化事業 

24か所 24か所 24か所 25か所 実施か所数 

533人 586人 605人 634人 実利用者数 
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年 月 内 容 

 ② 難病の医療に関する調査及び研究の推進 

 ③ 療養生活環境整備事業の実施 

平成28（2016）年４月 

［Ｈ28．５施行］ 

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の成立 

 ① 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進 

 ② 成年後見制度の利用に関する体制の整備 

平成28（2016）年５月 

［Ｈ28．８施行］ 

「発達障害者支援法の一部を改正する法律」の成立 

 ① 発達障害者の定義の見直し 

 ② 発達障害者の支援等のための施策の強化 

 ③ 発達障害者支援地域協議会の設置 

平成28（2016）年５月 

［Ｈ28．６一部施行］ 

［Ｈ30．４施行］ 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児

童福祉法の一部を改正する法律」の成立 

 ① 地域生活や就労定着に向けた支援を行うサービスの新設等 

 ② 医療的ケアを要する障害児に対する支援 

 ③ 障害福祉サービス等の情報公表制度の創設 

平成30（2018）年６月 

［Ｈ30．６施行］ 

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の成立 

 ① 障害者の文化芸術の鑑賞の機会及び創造の機会の拡大、文化芸術

活動を通じた交流の促進等 

令和元（2019）年６月 

［Ｒ元．６施行］ 

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の成立 

① アクセシブルな電子書籍等（デイジー図書など）の普及促進 

② インターネットを利用したサービス提供体制の強化 

令和２（2020）年５月 

［Ｒ２．６一部施行］ 

［Ｒ３．４施行］ 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正

する法律」の成立 

① 公共交通事業者等に対するソフト基準（明るさの確保等）遵守義

務の創設 

② 障害者等へのサービス提供を行う国認定の宿泊施設等の情報提供

の促進 

令和３（2021）年６月 

［Ｒ３．９施行］ 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の成立 

① 医療的ケア児及びその家族に対する各種支援施策の推進 

② 医療的ケア児支援センターの設置 

令和３（2021）年６月 

［Ｒ６．４施行］ 

「障害を理由とする差別の解消に関する法律の一部を改正する法律」の

成立 

① 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 

② 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配

慮の提供の義務化 

③ 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 

令和４（2022）年５月 

［Ｒ４．５施行］ 

「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に

関する法律」の成立 

① 国及び地方自治体等の責務等 

② 障害の種類・程度に応じた手段の選択等 

令和４（2022）年６月 

［Ｒ６．４施行］ 

「児童福祉法の一部を改正する法律」の成立 

① 児童発達支援センターの地域の中核的役割の明確化、類型 （福祉

型、医療型）の一元化 

② 障害児入所施設の入所児童等の地域移行調整の責任主体を明確

化、22歳までの入所可 

令和４（2022）年12月 

［Ｒ５．４一部施行］ 

［Ｒ５．10一部施行］ 

［Ｒ６．４施行］ 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一

部を改正する法律」の成立 

① 障害者等の地域生活の支援体制の充実 

② 障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向

上の推進 
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１ 障害者の状況等    
 

（１）障害のある人びとの福祉 

  本県では、障害者福祉に関するさまざまな制度やサービス、相談窓口、障害者の動向など

をまとめた「障害のある人びとの福祉」を毎年作成し、ＨＰ上に公表しています。 

   

広島県ＨＰ「障害のある人びとの福祉」のページ 

➢ トップページ＞組織でさがす＞健康福祉局＞障害者支援課＞障害のある人びとの福祉 

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/1288079109843.html） 

 

（２）障害者を取り巻く環境の変化 

① 障害者施策に係る主な法改正等 

年 月 内 容 

平成23（2011）年６月 

［Ｈ24．10施行］ 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の

成立 

 ① 障害者に対する虐待の防止 

 ② 発見者の市町への通報義務 

 ③ 市町長の立入調査 

 ④ 市町障害者虐待防止センターの設置 

 ⑤ 都道府県障害者権利擁護センターの設置 

平成23（2011）年７月 

［Ｈ24．８施行］ 

「障害者基本法の一部を改正する法律」の成立 

① 障害者の定義の見直し 

② 地域社会における共生等  

平成24（2012）年６月 

［Ｈ25．４施行］ 

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法

律」の成立 

 ① 公契約における障害者の就業を促進するための措置等 

 ② 障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報の提供 

平成24（2012）年６月 

［Ｈ25．４一部施行］ 

［Ｈ26．４施行］ 

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律」の成立 

 ① 障害者自立支援法の法律名を変更（障害者総合支援法） 

 ② 障害者の範囲に難病等を追加 

 ③ 重度訪問介護の対象拡大 

平成25（2013）年６月 

［Ｈ28．４施行］ 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の成立 

 ① 差別的取扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止 

 ② 差別の解消の推進に関する基本方針を策定 

平成25（2013）年６月 

［Ｈ28．４一部施行］ 

［Ｈ30．４施行］ 

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の成立 

 ① 障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務、苦情処理・

紛争解決援助 

 ② 法定雇用率の算定基礎の見直し 

平成25（2013）年６月 

［Ｈ26．４一部施行］ 

［Ｈ28．４施行］ 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」の

成立 

 ① 精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 

 ② 保護者制度の廃止、医療保護入院の見直し、精神医療審査会に関

する見直し 

平成26（2014）年１月 「障害者権利条約」の批准 

平成26（2014）年５月 

［Ｈ27．１施行］ 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」の成立 

 ① 難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立 
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年 月 内 容 

 ② 難病の医療に関する調査及び研究の推進 

 ③ 療養生活環境整備事業の実施 

平成28（2016）年４月 

［Ｈ28．５施行］ 

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の成立 

 ① 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進 

 ② 成年後見制度の利用に関する体制の整備 

平成28（2016）年５月 

［Ｈ28．８施行］ 

「発達障害者支援法の一部を改正する法律」の成立 

 ① 発達障害者の定義の見直し 

 ② 発達障害者の支援等のための施策の強化 

 ③ 発達障害者支援地域協議会の設置 

平成28（2016）年５月 

［Ｈ28．６一部施行］ 

［Ｈ30．４施行］ 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児

童福祉法の一部を改正する法律」の成立 

 ① 地域生活や就労定着に向けた支援を行うサービスの新設等 

 ② 医療的ケアを要する障害児に対する支援 

 ③ 障害福祉サービス等の情報公表制度の創設 

平成30（2018）年６月 

［Ｈ30．６施行］ 

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の成立 

 ① 障害者の文化芸術の鑑賞の機会及び創造の機会の拡大、文化芸術

活動を通じた交流の促進等 

令和元（2019）年６月 

［Ｒ元．６施行］ 

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の成立 

① アクセシブルな電子書籍等（デイジー図書など）の普及促進 

② インターネットを利用したサービス提供体制の強化 

令和２（2020）年５月 

［Ｒ２．６一部施行］ 

［Ｒ３．４施行］ 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正

する法律」の成立 

① 公共交通事業者等に対するソフト基準（明るさの確保等）遵守義

務の創設 

② 障害者等へのサービス提供を行う国認定の宿泊施設等の情報提供

の促進 

令和３（2021）年６月 

［Ｒ３．９施行］ 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の成立 

① 医療的ケア児及びその家族に対する各種支援施策の推進 

② 医療的ケア児支援センターの設置 

令和３（2021）年６月 

［Ｒ６．４施行］ 

「障害を理由とする差別の解消に関する法律の一部を改正する法律」の

成立 

① 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 

② 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配

慮の提供の義務化 

③ 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 

令和４（2022）年５月 

［Ｒ４．５施行］ 

「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に

関する法律」の成立 

① 国及び地方自治体等の責務等 

② 障害の種類・程度に応じた手段の選択等 

令和４（2022）年６月 

［Ｒ６．４施行］ 

「児童福祉法の一部を改正する法律」の成立 

① 児童発達支援センターの地域の中核的役割の明確化、類型 （福祉

型、医療型）の一元化 

② 障害児入所施設の入所児童等の地域移行調整の責任主体を明確

化、22歳までの入所可 

令和４（2022）年12月 

［Ｒ５．４一部施行］ 

［Ｒ５．10一部施行］ 

［Ｒ６．４施行］ 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一

部を改正する法律」の成立 

① 障害者等の地域生活の支援体制の充実 

② 障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向

上の推進 
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１ 障害者の状況等    
 

（１）障害のある人びとの福祉 

  本県では、障害者福祉に関するさまざまな制度やサービス、相談窓口、障害者の動向など

をまとめた「障害のある人びとの福祉」を毎年作成し、ＨＰ上に公表しています。 

   

広島県ＨＰ「障害のある人びとの福祉」のページ 

➢ トップページ＞組織でさがす＞健康福祉局＞障害者支援課＞障害のある人びとの福祉 

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/1288079109843.html） 

 

（２）障害者を取り巻く環境の変化 

① 障害者施策に係る主な法改正等 

年 月 内 容 

平成23（2011）年６月 

［Ｈ24．10施行］ 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の

成立 

 ① 障害者に対する虐待の防止 

 ② 発見者の市町への通報義務 

 ③ 市町長の立入調査 

 ④ 市町障害者虐待防止センターの設置 

 ⑤ 都道府県障害者権利擁護センターの設置 

平成23（2011）年７月 

［Ｈ24．８施行］ 

「障害者基本法の一部を改正する法律」の成立 

① 障害者の定義の見直し 

② 地域社会における共生等  

平成24（2012）年６月 

［Ｈ25．４施行］ 

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法

律」の成立 

 ① 公契約における障害者の就業を促進するための措置等 

 ② 障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報の提供 

平成24（2012）年６月 

［Ｈ25．４一部施行］ 

［Ｈ26．４施行］ 

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律」の成立 

 ① 障害者自立支援法の法律名を変更（障害者総合支援法） 

 ② 障害者の範囲に難病等を追加 

 ③ 重度訪問介護の対象拡大 

平成25（2013）年６月 

［Ｈ28．４施行］ 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の成立 

 ① 差別的取扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止 

 ② 差別の解消の推進に関する基本方針を策定 

平成25（2013）年６月 

［Ｈ28．４一部施行］ 

［Ｈ30．４施行］ 

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の成立 

 ① 障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務、苦情処理・

紛争解決援助 

 ② 法定雇用率の算定基礎の見直し 

平成25（2013）年６月 

［Ｈ26．４一部施行］ 

［Ｈ28．４施行］ 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」の

成立 

 ① 精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 

 ② 保護者制度の廃止、医療保護入院の見直し、精神医療審査会に関

する見直し 

平成26（2014）年１月 「障害者権利条約」の批准 

平成26（2014）年５月 

［Ｈ27．１施行］ 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」の成立 

 ① 難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立 
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・ 条約の実施のための仕組み（条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置、障害

者権利委員会における各締約国からの報告の検討） 
 

〔基本的な考え方〕 

(ア)  「障害」の捉え方 

     従来の「障害」の捉え方は、心身の機能の障害のみに起因する、いわゆる「医学モデ

ル」の考え方を反映したものでした。一方、条約では、障害者が日常生活又は社会生活

において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における

様々な障壁と相対することによって生ずるものとする、いわゆる「社会モデル」の考え

方が貫かれています。 

(イ)  平等・無差別及び合理的配慮 

     条約は、第１条において「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全か

つ平等な享有を促進し、保護し、確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進

すること」を目的として定めています。 

また、第２条では、障害者の人権と基本的自由を確保するための「必要かつ適当な変

更及び調整」であって、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」を「合理的配

慮」と定義し、第５条で、締約国に対し、障害に基づくあらゆる差別を禁止すること

や、合理的配慮の提供が確保されるための適当な措置を採ることを求めています。 

第４条では、締約国に対し、障害者に関する問題についての意思決定過程において、

障害者と緊密に協議し、障害者を積極的に関与させることを求めています。 

(ウ)  実施に関する仕組み 

 条約は、第 33条において、自国の法律上・行政上の制度に従って「条約の実施を監

視するための枠組み」を自国内に設置することを締約国に求めています。日本では、障

害者、障害者の自立・社会参加に関する事業の従事者及び学識経験者から構成される障

害者政策委員会が設置されており、障害者基本計画の実施状況の監視を通じて条約の実

施状況を監視しています。 

また、第 35条において、締約国に対し、「条約に基づく義務を履行するために採っ

た措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」を、国連事務

総長を経由して障害者権利委員会に提出することを求めています。この報告の作成に当

たっては、公開された透明性のある過程を踏むことを検討するとともに、障害者の関与

について十分な考慮を払うことが求められています。 

障害者権利委員会は、締約国から選ばれた 18名の専門家から構成され、締約国によ

る報告を検討し、提案や勧告を行うことが定められています。この仕組みにより、締約

国は条約の実施について国際的に審査されることになります。 
 

〔総括所見の内容〕 

○ 情報の利用の容易さ、差別解消、バリアフリー、雇用促進及び文化芸術活動等の、障害

者の権利を促進する法律やガイドライン等の幅広い施策の取組が肯定的な側面としてあげ

られた一方で、意思決定、地域社会での自立した生活、障害者を包容する教育、精神障害

者の入院、各種サービスや手続の利用及び配慮等、多岐にわたる事項に関し、同委員会と

しての見解及び勧告が含まれました。 
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年 月 内 容 

③ 精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備 

④ 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実

及び療養生活支援の強化 

⑤ 障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病のデータベ

ースに関する規定の整備 

令和５（2023）年３月 

［Ｒ６．４一部施行］ 

［Ｒ８．７施行］ 

「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施

行令の一部を改正する政令」の公布 

① 法定雇用率の引き上げ 

 

② 障害者権利条約 

〔これまでの国内の取組〕 

○ 全ての障害者による、あらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、

保護し、及び確保すること並びに障害者固有の尊厳の尊重を促進することを目的とした

「障害者権利条約」が平成 18（2006）年 12月に国連総会で採択され、平成 20（2008）

年５月に発効しました。 

○ 国連総会で条約が採択された翌年の平成 19（2007）年９月、日本は障害者権利条約に

署名しました。一方、国内では、障害者権利条約の締結に先立ち、国内法の整備をはじ

めとする諸改革を進めるべきという意見が寄せられたため、これらの意見を踏まえ、障

害者基本法の改正、障害者総合支援法の成立、障害者差別解消法の成立および障害者雇

用促進法の改正など、障害者のための様々な制度改革が行われました。  

○ こうした国内法の整備を経て、平成 25（2013）年 12月に条約締結が国会で承認され、

平成 26（2014）年１月 20日に批准書を国連に寄託し、140番目の締約国となりました。

同年２月 19日から日本で条約の効力が生じています。 

○ 条約は、締約国に対し、「条約に基づく義務を履行するために採った措置及びこれらの

措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」の定期的な提出を求めており、日本

は、条約が効力を生じてから平成28（2016)年２月までの期間を対象とした政府報告をと

りまとめ、同年６月、国連事務総長を通じて障害者権利委員会に提出しました。  

○ 令和４(2022)年８月には、条約の締約国として、国連ジュネーブ本部にて、障害者権利

委員会による政府報告の審査が実施され、同年９月には同委員会の見解及び勧告を含めた

総括所見が採択・公表されました。 
 

〔主な内容〕 

○ 条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を

促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定めており、

障害者に関する初の国際条約に当たります。その主な内容は次のとおりです。 

・ 一般原則（障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な

参加及び包容等） 

・ 一般的義務（合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなし

に、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び

促進すること等） 

・ 障害者の権利実現のための措置（身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的

権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国が採るべき措置等を規定） 
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・ 条約の実施のための仕組み（条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置、障害

者権利委員会における各締約国からの報告の検討） 
 

〔基本的な考え方〕 

(ア)  「障害」の捉え方 

     従来の「障害」の捉え方は、心身の機能の障害のみに起因する、いわゆる「医学モデ

ル」の考え方を反映したものでした。一方、条約では、障害者が日常生活又は社会生活

において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における

様々な障壁と相対することによって生ずるものとする、いわゆる「社会モデル」の考え

方が貫かれています。 

(イ)  平等・無差別及び合理的配慮 

     条約は、第１条において「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全か

つ平等な享有を促進し、保護し、確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進

すること」を目的として定めています。 

また、第２条では、障害者の人権と基本的自由を確保するための「必要かつ適当な変

更及び調整」であって、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」を「合理的配

慮」と定義し、第５条で、締約国に対し、障害に基づくあらゆる差別を禁止すること

や、合理的配慮の提供が確保されるための適当な措置を採ることを求めています。 

第４条では、締約国に対し、障害者に関する問題についての意思決定過程において、

障害者と緊密に協議し、障害者を積極的に関与させることを求めています。 

(ウ)  実施に関する仕組み 

 条約は、第 33条において、自国の法律上・行政上の制度に従って「条約の実施を監

視するための枠組み」を自国内に設置することを締約国に求めています。日本では、障

害者、障害者の自立・社会参加に関する事業の従事者及び学識経験者から構成される障

害者政策委員会が設置されており、障害者基本計画の実施状況の監視を通じて条約の実

施状況を監視しています。 

また、第 35条において、締約国に対し、「条約に基づく義務を履行するために採っ

た措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」を、国連事務

総長を経由して障害者権利委員会に提出することを求めています。この報告の作成に当

たっては、公開された透明性のある過程を踏むことを検討するとともに、障害者の関与

について十分な考慮を払うことが求められています。 

障害者権利委員会は、締約国から選ばれた 18名の専門家から構成され、締約国によ

る報告を検討し、提案や勧告を行うことが定められています。この仕組みにより、締約

国は条約の実施について国際的に審査されることになります。 
 

〔総括所見の内容〕 

○ 情報の利用の容易さ、差別解消、バリアフリー、雇用促進及び文化芸術活動等の、障害

者の権利を促進する法律やガイドライン等の幅広い施策の取組が肯定的な側面としてあげ

られた一方で、意思決定、地域社会での自立した生活、障害者を包容する教育、精神障害

者の入院、各種サービスや手続の利用及び配慮等、多岐にわたる事項に関し、同委員会と

しての見解及び勧告が含まれました。 
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年 月 内 容 

③ 精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備 

④ 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実

及び療養生活支援の強化 

⑤ 障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病のデータベ

ースに関する規定の整備 

令和５（2023）年３月 

［Ｒ６．４一部施行］ 

［Ｒ８．７施行］ 

「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施

行令の一部を改正する政令」の公布 

① 法定雇用率の引き上げ 

 

② 障害者権利条約 

〔これまでの国内の取組〕 

○ 全ての障害者による、あらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、

保護し、及び確保すること並びに障害者固有の尊厳の尊重を促進することを目的とした

「障害者権利条約」が平成 18（2006）年 12月に国連総会で採択され、平成 20（2008）

年５月に発効しました。 

○ 国連総会で条約が採択された翌年の平成 19（2007）年９月、日本は障害者権利条約に

署名しました。一方、国内では、障害者権利条約の締結に先立ち、国内法の整備をはじ

めとする諸改革を進めるべきという意見が寄せられたため、これらの意見を踏まえ、障

害者基本法の改正、障害者総合支援法の成立、障害者差別解消法の成立および障害者雇

用促進法の改正など、障害者のための様々な制度改革が行われました。  

○ こうした国内法の整備を経て、平成 25（2013）年 12月に条約締結が国会で承認され、

平成 26（2014）年１月 20日に批准書を国連に寄託し、140番目の締約国となりました。

同年２月 19日から日本で条約の効力が生じています。 

○ 条約は、締約国に対し、「条約に基づく義務を履行するために採った措置及びこれらの

措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」の定期的な提出を求めており、日本

は、条約が効力を生じてから平成28（2016)年２月までの期間を対象とした政府報告をと

りまとめ、同年６月、国連事務総長を通じて障害者権利委員会に提出しました。  

○ 令和４(2022)年８月には、条約の締約国として、国連ジュネーブ本部にて、障害者権利

委員会による政府報告の審査が実施され、同年９月には同委員会の見解及び勧告を含めた

総括所見が採択・公表されました。 
 

〔主な内容〕 

○ 条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を

促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定めており、

障害者に関する初の国際条約に当たります。その主な内容は次のとおりです。 

・ 一般原則（障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な

参加及び包容等） 

・ 一般的義務（合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなし

に、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び

促進すること等） 

・ 障害者の権利実現のための措置（身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的

権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国が採るべき措置等を規定） 
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（２）障害福祉サービス等の種類と内容 

① 障害者総合支援法のサービス 

区分 サービス名 サービス内容 

介
護
給
付 

居宅介護 
自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理等の家事並びに生活

等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助を行う。 

重度訪問介護 

常時介護を必要とする者であって、意思疎通に著しい困難を有す
る者につき、居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理等
の家事並びに生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる
援助を行う。 

同行援護 
視覚障害により、移動に著しい困難を有する者につき、移動に必

要な情報の提供（代筆、代読を含む）、移動の援護等の外出支援を
行う。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている者が行動するときに、危険を回避

するために必要な支援や外出支援を行う。 

重度障害者等包括支援 
常時介護を必要とする者であって、意思疎通に著しい困難を有す

る者につき、居宅介護等、複数のサービスを包括的に行う。 

短期入所 
（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設
で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上

の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行う。 

生活介護 

常時介護等の支援が必要な者に、主として昼間において、入浴、
排せつ、及び食事等の介護、調理等の家事並びに生活等に関する相
談及び助言、創作的活動又は生産活動の機会の提供、生活能力の向
上のために必要な援助等を行う。 

施設入所支援 
施設に入所する者に、主として夜間において、入浴、排せつ、食

事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活
上の支援を行う。 

訓
練
等
給
付 

自立訓練 
（機能訓練）（生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機
能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する者に、一定期間、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

就労継続支援 
（Ａ型・Ｂ型） 

生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。 
・Ａ型：企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基
づき、継続的に就労することが可能な者が対象 
・Ｂ型：就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至ら
なかった者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会
等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待され
る者が対象 

就労選択支援 
就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適

性等に合った選択の支援を行う。（令和７（2025）年 10 月 1 日開
始。） 

就労定着支援 
就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、一定期間、企業・自

宅等への訪問や障害者の来所により、事業所・家族との連絡調整等
の支援を行う。 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希

望する者に、一定期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障
害者の理解力、生活力等を補う観点から支援を行う。 

共同生活援助 
（グループホーム） 

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われ
る相談、排せつまたは食事の介護、その他の必要な日常生活上の援
助を行う。 
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２ 障害福祉サービス等の状況     
 

（１）障害福祉サービス等の体系 

① 障害者総合支援法によるサービスの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

② 児童福祉法によるサービスの体系  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  障障害害者者・・児児   

都都道道府府県県  

・・専専門門性性のの高高いい相相談談支支援援・・広広域域支支援援・・人人材材育育成成等等     

介介護護給給付付 訓訓練練等等給給付付 

  支援 

地地域域生生活活支支援援事事業業 

市市  町町  村村  

・居宅介護・重度訪問介護 
・同行援護・行動援護 
・重度障害者等包括支援 

・短期入所・療養介護 

・生活介護・施設入所支援       

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労移行支援・就労継続支援 

・就労定着支援・就労選択支援※1 
・自立生活援助・共同生活援助 
 

自自立立支支援援医医療療※2 

・更生医療・育成医療 

・精神通院医療     

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具の支給等 

・移動支援 ・地域活動支援センター・福祉ホーム等                         

自立支援給付 

※1 就労選択支援は令和７（2025）年 10月 1日から開始。 

※2 自立支援医療のうち育成医療及び精神通院医療の実施主体は都道府県等。 

地地域域相相談談支支援援給給付付 

・地域移行支援・地域定着支援 

計計画画相相談談支支援援給給付付 

補補装装具具 

障障害害児児通通所所支支援援  

・児童発達支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

市市  町町  村村  

  障障害害児児   
・障害児支援利用援助 

・継続障害児支援利用援助 

     

障障害害児児相相談談支支援援  

都都道道府府県県  

・福祉型障害児入所施設 

・医療型障害児入所施設     

障障害害児児入入所所支支援援  
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（２）障害福祉サービス等の種類と内容 

① 障害者総合支援法のサービス 

区分 サービス名 サービス内容 

介
護
給
付 

居宅介護 
自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理等の家事並びに生活

等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助を行う。 

重度訪問介護 

常時介護を必要とする者であって、意思疎通に著しい困難を有す
る者につき、居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理等
の家事並びに生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる
援助を行う。 

同行援護 
視覚障害により、移動に著しい困難を有する者につき、移動に必

要な情報の提供（代筆、代読を含む）、移動の援護等の外出支援を
行う。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている者が行動するときに、危険を回避

するために必要な支援や外出支援を行う。 

重度障害者等包括支援 
常時介護を必要とする者であって、意思疎通に著しい困難を有す

る者につき、居宅介護等、複数のサービスを包括的に行う。 

短期入所 
（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設
で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上

の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行う。 

生活介護 

常時介護等の支援が必要な者に、主として昼間において、入浴、
排せつ、及び食事等の介護、調理等の家事並びに生活等に関する相
談及び助言、創作的活動又は生産活動の機会の提供、生活能力の向
上のために必要な援助等を行う。 

施設入所支援 
施設に入所する者に、主として夜間において、入浴、排せつ、食

事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活
上の支援を行う。 

訓
練
等
給
付 

自立訓練 
（機能訓練）（生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機
能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する者に、一定期間、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

就労継続支援 
（Ａ型・Ｂ型） 

生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。 
・Ａ型：企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基
づき、継続的に就労することが可能な者が対象 
・Ｂ型：就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至ら
なかった者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会
等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待され
る者が対象 

就労選択支援 
就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適

性等に合った選択の支援を行う。（令和７（2025）年 10 月 1 日開
始。） 

就労定着支援 
就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、一定期間、企業・自

宅等への訪問や障害者の来所により、事業所・家族との連絡調整等
の支援を行う。 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希

望する者に、一定期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障
害者の理解力、生活力等を補う観点から支援を行う。 

共同生活援助 
（グループホーム） 

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われ
る相談、排せつまたは食事の介護、その他の必要な日常生活上の援
助を行う。 
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２ 障害福祉サービス等の状況     
 

（１）障害福祉サービス等の体系 

① 障害者総合支援法によるサービスの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

② 児童福祉法によるサービスの体系  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  障障害害者者・・児児   

都都道道府府県県  

・・専専門門性性のの高高いい相相談談支支援援・・広広域域支支援援・・人人材材育育成成等等     

介介護護給給付付 訓訓練練等等給給付付 

  支援 

地地域域生生活活支支援援事事業業 

市市  町町  村村  

・居宅介護・重度訪問介護 
・同行援護・行動援護 
・重度障害者等包括支援 

・短期入所・療養介護 

・生活介護・施設入所支援       

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労移行支援・就労継続支援 

・就労定着支援・就労選択支援※1 
・自立生活援助・共同生活援助 
 

自自立立支支援援医医療療※2 

・更生医療・育成医療 

・精神通院医療     

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具の支給等 

・移動支援 ・地域活動支援センター・福祉ホーム等                         

自立支援給付 

※1 就労選択支援は令和７（2025）年 10月 1日から開始。 

※2 自立支援医療のうち育成医療及び精神通院医療の実施主体は都道府県等。 

地地域域相相談談支支援援給給付付 

・地域移行支援・地域定着支援 

計計画画相相談談支支援援給給付付 

補補装装具具 

障障害害児児通通所所支支援援  

・児童発達支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

市市  町町  村村  

  障障害害児児   
・障害児支援利用援助 

・継続障害児支援利用援助 

     

障障害害児児相相談談支支援援  

都都道道府府県県  

・福祉型障害児入所施設 

・医療型障害児入所施設     

障障害害児児入入所所支支援援  
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③ 地域生活支援事業 

  

区分 事業名 事業内容 

市
町
地
域
生
活
支
援
事
業 

理解促進研修・啓発事業  
地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深める

ための研修・啓発を実施する。 

自発的活動支援事業  
障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を

支援する。 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 

障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等か
らの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害
福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、
虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調
整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を実施
する。 

基幹相談支援センター
等機能強化事業 

一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能
力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置す
ることや、基幹相談支援センターが地域における相談支援
事業者に対する専門的な指導・助言、人材育成の支援、地
域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機
能を強化する。 

住宅入居等支援事 業
（居住サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保
証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、
入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等へ
の相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。 

成年後見制度利用支援事業 
成年後見制度の利用が有用であると認められる知的障害

者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用に要する費
用の全部又は一部を補助する。 

成年後見制度法人後見支援事業 
市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修等

を実施する。 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知
的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のた
め、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通
訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意
思疎通を支援する手話通訳者や要約筆記者等の派遣、又は
遠隔による手話通訳サービス等の導入などを実施する。 

日常生活用具給付等事業 
障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を

給付又は貸与する。 

手話奉仕員養成研修事業 
手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現

技術を習得した者を養成する。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出時に介助な

どの支援を実施する。 

地域活動支援センター基礎的事
業 

障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は
生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供
与する。 

地域活動支援センター機能強化
事業 

地域の実情に応じて、創作的活動又は生産活動の機会の
提供や社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支
援センターの機能強化を実施する。（職員加配等） 
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② 児童福祉法のサービス 

  

区分 サービス名 サービス内容 

相
談
支
援 

計画相談支援 

 利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作
成し、支給決定が行われた後に、当該支給決定等の内容を反映し
たサービス等利用計画を作成する。 
また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリ

ング）を行い、サービス事業所等との連絡調整などを行う。 

地域相談支援 
（地域移行支援） 

施設に入所又は精神科病院に入院している者が、地域における生
活に移行するための活動に関する相談等を行う。 

地域相談支援 
（地域定着支援） 

居宅において単身等で生活する者に対し、常時の連絡体制を確保
し、緊急時には相談、対応等必要な支援を行う。 

区分 サービス名 サービス内容 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 
集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障

害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付
与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 

居宅訪問型児童発達支
援 

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利
用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供
できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。 

放課後等デイサービス 
学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認

められた障害児に対して、生活能力向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進、その他必要な支援を行う。 

保育所等訪問支援 
 保育所等を利用中（又は利用予定）の障害児に対して、訪問によ
り、集団生活の適応のための専門的な支援を行う。 

障
害
児
入
所 

支
援 

福祉型障害児入所施設 
 障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要
な知識技能の付与を行う施設。 
 医療型では、上記と併せて、治療も実施する。 

医療型障害児入所施設 

障
害
児
相
談 

支
援 

障害児相談支援 

障害児通所支援を利用する障害児等を対象に、サービスの内容等
を定めた障害児支援利用計画案を作成し、支給決定が行われた後
に、当該支給決定等の内容を反映した障害児支援利用計画の作成を
行う。 
また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリン

グ）を行い、サービス事業所等との連絡調整などを行う。 
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③ 地域生活支援事業 

  

区分 事業名 事業内容 

市
町
地
域
生
活
支
援
事
業 

理解促進研修・啓発事業  
地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深める

ための研修・啓発を実施する。 

自発的活動支援事業  
障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を

支援する。 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 

障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等か
らの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害
福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、
虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調
整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を実施
する。 

基幹相談支援センター
等機能強化事業 

一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能
力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置す
ることや、基幹相談支援センターが地域における相談支援
事業者に対する専門的な指導・助言、人材育成の支援、地
域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機
能を強化する。 

住宅入居等支援事 業
（居住サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保
証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、
入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等へ
の相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。 

成年後見制度利用支援事業 
成年後見制度の利用が有用であると認められる知的障害

者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用に要する費
用の全部又は一部を補助する。 

成年後見制度法人後見支援事業 
市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修等

を実施する。 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知
的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のた
め、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通
訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意
思疎通を支援する手話通訳者や要約筆記者等の派遣、又は
遠隔による手話通訳サービス等の導入などを実施する。 

日常生活用具給付等事業 
障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を

給付又は貸与する。 

手話奉仕員養成研修事業 
手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現

技術を習得した者を養成する。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出時に介助な

どの支援を実施する。 

地域活動支援センター基礎的事
業 

障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は
生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供
与する。 

地域活動支援センター機能強化
事業 

地域の実情に応じて、創作的活動又は生産活動の機会の
提供や社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支
援センターの機能強化を実施する。（職員加配等） 
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② 児童福祉法のサービス 

  

区分 サービス名 サービス内容 

相
談
支
援 

計画相談支援 

 利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作
成し、支給決定が行われた後に、当該支給決定等の内容を反映し
たサービス等利用計画を作成する。 
また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリ

ング）を行い、サービス事業所等との連絡調整などを行う。 

地域相談支援 
（地域移行支援） 

施設に入所又は精神科病院に入院している者が、地域における生
活に移行するための活動に関する相談等を行う。 

地域相談支援 
（地域定着支援） 

居宅において単身等で生活する者に対し、常時の連絡体制を確保
し、緊急時には相談、対応等必要な支援を行う。 

区分 サービス名 サービス内容 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 
集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障

害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付
与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 

居宅訪問型児童発達支
援 

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利
用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供
できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。 

放課後等デイサービス 
学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認

められた障害児に対して、生活能力向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進、その他必要な支援を行う。 

保育所等訪問支援 
 保育所等を利用中（又は利用予定）の障害児に対して、訪問によ
り、集団生活の適応のための専門的な支援を行う。 

障
害
児
入
所 

支
援 

福祉型障害児入所施設 
 障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要
な知識技能の付与を行う施設。 
 医療型では、上記と併せて、治療も実施する。 

医療型障害児入所施設 

障
害
児
相
談 

支
援 

障害児相談支援 

障害児通所支援を利用する障害児等を対象に、サービスの内容等
を定めた障害児支援利用計画案を作成し、支給決定が行われた後
に、当該支給決定等の内容を反映した障害児支援利用計画の作成を
行う。 
また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリン

グ）を行い、サービス事業所等との連絡調整などを行う。 
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（３）障害福祉サービス等事業所数（令和５（2023）年４月１日現在）【圏域別】 

① 訪問系サービス事業所数                       （単位：箇所） 

圏 域 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 
重度障害者等

包括支援 
計 

広島 319 301 51 22 0 693 

広島西 26 22 7 4 0 59 

呉 47 42 17 7 0 113 

広島中央 34 34 12 12 0 92 

尾三 46 42 22 9 0 119 

福山・府中 88 79 26 23 1 217 

備北 16 15 5 2 0 38 

計 576 535 140 79 1 1,331 

 

② 日中活動系サービス事業所数                     （単位：箇所） 

圏 域 生活介護 
自立訓練 

（機能） 

自立訓練 

（生活） 

就労移行

支援 

就労継続

支援Ａ型 

就労継続

支援Ｂ型 

就労定着

支援 
療養介護 計 

広島 123 3 22 28 47 169 26 1 419 

広島西 20 0 0 0 2 19 0 3 44 

呉 26 0 3 5 8 33 2 1 78 

広島中央 29 0 5 7 6 28 1 4 80 

尾三 31 1 3 6 4 41 4 0 90 

福山・府中 68 0 2 15 17 74 4 1 181 

備北 16 1 1 1 3 14 0 1 37 

計 313 5 36 62 87 378 37 11 929 

 

③ 障害児通所支援事業所数                       （単位：箇所） 

圏 域 
児童発達支援

（センター） 

児童発達支援

（センターを除く） 

放課後等 

デイサービス 

保育所等 

訪問支援 

居宅訪問型 

児童発達支援 
計 

広島 7 97 285 17 0 406 

広島西 2 7 35 2 0 46 

呉 1 20 36 3 0 60 

広島中央 1 16 45 3 1 66 

尾三 4 19 38 10 0 71 

福山・府中 4 64 145 17 0 230 

備北 1 4 7 1 0 13 

計 20 227 591 53 1 892 

 

④ 居宅系サービス事業所数                       （単位：箇所） 

圏 域 
障害者 

支援施設 

自立生活

援助 

共同生活

援助 

（グループホーム） 

福祉型障害児

入所施設 

医療型障害児

入所施設 

指定医療

機関 
短期入所 計 

広島 27 2 65 4 1 0 94 193 

広島西 4 0 16 0 1 2 30 53 

呉 3 1 20 0 1 0 16 41 

広島中央 11 0 18 2 3 1 23 58 

尾三 5 0 23 0 0 0 26 54 

福山・府中 9 1 35 2 1 0 36 84 

備北 5 0 12 1 1 0 19 38 

計 64 4 189 9 8 3 244 521 
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区分 事業名 事業内容 

県
地
域
生
活
支
援
事
業 

専
門
性
の
高
い
相
談 

支
援
事
業 

発達障害者支援センタ
ー運営事業 

自閉症等の発達障害を有する障害児者に対する支援を総
合的に実施する。 

高次脳機能障害及びそ
の関連障害に対する支
援普及事業 

高次脳機能障害（その関連障害も含む）者に対する専門的
な相談支援、関係機関とのネットワークの充実、支援手法等に
関する研修等を実施する。 

障害児等療育支援事業 
在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児（者）、身体障害児

の地域における生活支援を実施する。 

専
門
性
の
高
い
意
思

疎
通
支
援
を
行
う
者

の
養
成
研
修
事
業 

手話通訳者・要約筆記
者養成研修事業 

手話通訳者・要約筆記者の養成研修を実施する。 

盲ろう者向け通訳・介
助員養成研修事業 

盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修を実施する。 

失語症者向け意思疎通
支援者養成研修事業 

失語症者向け意思疎通支援者の養成研修を実施する。 

専
門
性
の
高
い
意
思

疎
通
支
援
を
行
う
者

の
派
遣
事
業 

手話通訳者・要約筆記
者派遣事業 

市町での派遣が困難な場合などに、手話通訳者・要約筆記
者を派遣する。 

盲ろう者向け通訳・介
助員派遣事業 

盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する。 

失語症者向け意思疎通
支援者派遣事業 

失語症者向け意思疎通支援者を派遣する。 

意思疎通支援を行う者の派遣に
係る市町村相互間の連絡調整事
業 

手話通訳者及び要約筆記者の派遣に係る市町村相互間の
連絡調整を実施する。 

広
域
的
な
支
援
事
業 

都道府県相談支援体制
整備事業 

地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的な支
援を行い、相談支援体制を整備する。 

精神障害者地域生活支
援広域調整等事業 

①精神障害者の自立した地域生活に係る広域調整 
②アウトリーチ（多職種チームによる訪問支援）を円滑に実
施するための支援  
③緊急時以外の精神保健上の相談体制強化の支援 

を実施する。 

発達障害者支援地域協
議会による体制整備事
業 

関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における発達
障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係
者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体
制整備について協議し、地域生活支援の向上を図る。 
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（３）障害福祉サービス等事業所数（令和５（2023）年４月１日現在）【圏域別】 

① 訪問系サービス事業所数                       （単位：箇所） 

圏 域 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 
重度障害者等

包括支援 
計 

広島 319 301 51 22 0 693 

広島西 26 22 7 4 0 59 

呉 47 42 17 7 0 113 

広島中央 34 34 12 12 0 92 

尾三 46 42 22 9 0 119 

福山・府中 88 79 26 23 1 217 

備北 16 15 5 2 0 38 

計 576 535 140 79 1 1,331 

 

② 日中活動系サービス事業所数                     （単位：箇所） 

圏 域 生活介護 
自立訓練 

（機能） 

自立訓練 

（生活） 

就労移行

支援 

就労継続

支援Ａ型 

就労継続

支援Ｂ型 

就労定着

支援 
療養介護 計 

広島 123 3 22 28 47 169 26 1 419 

広島西 20 0 0 0 2 19 0 3 44 

呉 26 0 3 5 8 33 2 1 78 

広島中央 29 0 5 7 6 28 1 4 80 

尾三 31 1 3 6 4 41 4 0 90 

福山・府中 68 0 2 15 17 74 4 1 181 

備北 16 1 1 1 3 14 0 1 37 

計 313 5 36 62 87 378 37 11 929 

 

③ 障害児通所支援事業所数                       （単位：箇所） 

圏 域 
児童発達支援

（センター） 

児童発達支援

（センターを除く） 

放課後等 

デイサービス 

保育所等 

訪問支援 

居宅訪問型 

児童発達支援 
計 

広島 7 97 285 17 0 406 

広島西 2 7 35 2 0 46 

呉 1 20 36 3 0 60 

広島中央 1 16 45 3 1 66 

尾三 4 19 38 10 0 71 

福山・府中 4 64 145 17 0 230 

備北 1 4 7 1 0 13 

計 20 227 591 53 1 892 

 

④ 居宅系サービス事業所数                       （単位：箇所） 

圏 域 
障害者 

支援施設 

自立生活

援助 

共同生活

援助 

（グループホーム） 

福祉型障害児

入所施設 

医療型障害児

入所施設 

指定医療

機関 
短期入所 計 

広島 27 2 65 4 1 0 94 193 

広島西 4 0 16 0 1 2 30 53 

呉 3 1 20 0 1 0 16 41 

広島中央 11 0 18 2 3 1 23 58 

尾三 5 0 23 0 0 0 26 54 

福山・府中 9 1 35 2 1 0 36 84 

備北 5 0 12 1 1 0 19 38 

計 64 4 189 9 8 3 244 521 
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区分 事業名 事業内容 

県
地
域
生
活
支
援
事
業 

専
門
性
の
高
い
相
談 

支
援
事
業 

発達障害者支援センタ
ー運営事業 

自閉症等の発達障害を有する障害児者に対する支援を総
合的に実施する。 

高次脳機能障害及びそ
の関連障害に対する支
援普及事業 

高次脳機能障害（その関連障害も含む）者に対する専門的
な相談支援、関係機関とのネットワークの充実、支援手法等に
関する研修等を実施する。 

障害児等療育支援事業 
在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児（者）、身体障害児

の地域における生活支援を実施する。 

専
門
性
の
高
い
意
思

疎
通
支
援
を
行
う
者

の
養
成
研
修
事
業 

手話通訳者・要約筆記
者養成研修事業 

手話通訳者・要約筆記者の養成研修を実施する。 

盲ろう者向け通訳・介
助員養成研修事業 

盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修を実施する。 

失語症者向け意思疎通
支援者養成研修事業 

失語症者向け意思疎通支援者の養成研修を実施する。 

専
門
性
の
高
い
意
思

疎
通
支
援
を
行
う
者

の
派
遣
事
業 

手話通訳者・要約筆記
者派遣事業 

市町での派遣が困難な場合などに、手話通訳者・要約筆記
者を派遣する。 

盲ろう者向け通訳・介
助員派遣事業 

盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する。 

失語症者向け意思疎通
支援者派遣事業 

失語症者向け意思疎通支援者を派遣する。 

意思疎通支援を行う者の派遣に
係る市町村相互間の連絡調整事
業 

手話通訳者及び要約筆記者の派遣に係る市町村相互間の
連絡調整を実施する。 

広
域
的
な
支
援
事
業 

都道府県相談支援体制
整備事業 

地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的な支
援を行い、相談支援体制を整備する。 

精神障害者地域生活支
援広域調整等事業 

①精神障害者の自立した地域生活に係る広域調整 
②アウトリーチ（多職種チームによる訪問支援）を円滑に実
施するための支援  
③緊急時以外の精神保健上の相談体制強化の支援 

を実施する。 

発達障害者支援地域協
議会による体制整備事
業 

関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における発達
障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係
者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体
制整備について協議し、地域生活支援の向上を図る。 
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 用 語 解 説 

き 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害のある児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的

な動作及び知識技能の付与並びに生活能力向上のために適切かつ効

果的な支援を行うサービス。 

く クローズドキャプション 表示・非表示を切り替えることができる字幕のことで、映像内に

使われている音声情報の内容を、聴覚障害者に伝えるために文字情

報として表示する技術。 

け 県営住宅再編５箇年計画 県民の安心な暮らしづくりを推進するために、老朽化が進行しつ

つある県営住宅の更新を、今後の人口と世帯数の減少を見据えて計

画的に進めるための実施方針や、少子高齢化の進展への対応に向け

た取組方針等を定めた計画。 

 県社会福祉人材育成セン

ター 

社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に基づき、福祉関係の人材

確保と人材養成などの事業を進めるため、知事の指定を受けて、社

会福祉法人広島県社会福祉協議会に設置された組織。福祉に関心の

ある人や福祉の職場で働きたい人と福祉施設・事業所とのマッチン

グや合同説明会の開催、必要な資格とその取得方法等の相談を行っ

ている。 

 県地域生活定着支援セン

ター 

 高齢や障害を有するなどの理由により、矯正施設退所後、福祉的

支援を必要とする者に対して、保護観察所と協働して福祉サービス

などを利用できるよう支援する機関。 

 県地域リハビリテーショ

ン広域支援センター 

介護予防と生活の質の向上及び障害のある人々の自立や、社会参

加を支援することを目的に県が指定する施設。地域住民の相談への

対応に係る支援や市町、地域におけるリハビリテーション実施機関

からの相談、技術支援及び人材派遣を行うとともに、必要に応じ

て、二次保健医療圏域内の関係機関の連絡・調整や圏域内の地域包

括支援センター等とのネットワーク化及び医療介護連携の推進、地

域リハビリテーション推進に係る人材の育成及び研修を行う。 

 県地域リハビリテーショ

ンサポートセンター 

介護予防と生活の質の向上及び障害のある人々の自立や、社会参

加を支援することを目的に県が指定する施設。地域住民の相談への

対応に係る支援や市町、地域におけるリハビリテーション実施機関

からの相談及び技術支援を行う。 

 県立視覚障害者情報セン

ター 

県内の視覚障害者に対し点字図書や録音図書等の貸出・閲覧など

を行う情報提供サービスや、点字図書や録音図書等を製作するボラ

ンティアの育成などを行っている施設。 

 県リハビリテーション支

援センター 

介護予防と生活の質の向上及び障害のある人々の自立や、社会参

加を支援することを目的に県が指定する施設。広域支援センターへ

の支援や、関係団体、医療機関等との連絡・調整及び連携を行う。 

こ 高次脳機能障害 脳の損傷によって、注意力や記憶力、感情のコントロールなどの

能力に問題が生じ、そのために日常生活や社会生活が困難になる障

害。 

 合理的配慮 障害者が日常生活又は社会生活において受ける様々な制限をもた

らす原因となる社会的障壁を取り除くため、その実施に伴う負担が

過重でない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講

じられるべき措置のこと。 
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３ 用語解説    
 

 用 語 解 説 

あ アウトリーチ 生活上の課題を抱えながらも、自ら相談機関に相談に行けない個

人や家族に対して、支援者が積極的に対象者のいる場所に出向いて

働きかける支援方法のこと。 

い 一般就労（への）移行者 目標設定における一般就労移行者とは、福祉施設利用者のうち、

雇用契約に基づいて、企業等に就職した者及び在宅就労した者並び

に自ら起業した障害者等のことを指し、就労継続支援Ａ型の利用者

を含まない。 

 医療型児童発達支援 18 歳未満の上肢、下肢又は体幹の機能に障害のある児童に対し、

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活

への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行うサービス。 

 医療型障害児入所施設 18 歳未満の障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指

導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う施設。 

 医療的ケア児 ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等に長期間入院した後、引き続き

人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療

的ケアが日常的に必要な障害児。 

 医療的ケア児等医療情報

共有システム 

医療的ケアが必要な児童等が救急時や、予想外の災害、事故に遭

遇した際に、全国の医師・医療機関（特に、救急医）が迅速に必要

な患者情報を共有できるようにするためのシステム。 

 インクルーシブ社会 性別・国籍・宗教の違いや障害の有無にかかわらず、互いを認め

合い、排除せずに共生する社会。 

え ＮＩＣＵ 低体重児や先天的に重篤な疾患がある新生児に対応するための設

備と医療スタッフを備えた集中治療室（新生児集中治療室）。 

Neonatal Intensive Care Unit の略。 

お 音声コード  紙媒体に掲載された印刷情報をデジタル情報に変えるための二次

元のバーコード。 

一つの音声コード（18 ㎜四方）に約 800 文字が収録可能で、音声

コードを読み取り、音声出力するためには、活字文書読み上げ装置

を用いるほか、無料の読み上げアプリ（Uni-voice blind など）によ

りスマートフォンやタブレット等での読み上げができる。 

き 技能検定 特別支援学校高等部の知的障害のある生徒に目標と自信をもた

せ、働く意欲の向上を図り、企業等への就労支援を目的とした検

定。 

年２回実施しており、清掃、接客、ワープロ、流通・物流、食品

加工の５分野で級の認定を行っている。 

 義務教育学校 一人の校長の下、一つの教職員組織が置かれ、義務教育９年間の

学校教育目標を設定し、９年間の系統性を確保した教育課程を編

成・実施する学校。 

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的

なものから一貫して施すことを目的としている。 

 共同生活援助（グループ

ホーム） 

障害者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、当該障害者の身体及び精神の状況並びにそ

の置かれている環境に応じて共同生活住居において、相談、入浴、

排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うサービス。 
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 用 語 解 説 

き 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害のある児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的

な動作及び知識技能の付与並びに生活能力向上のために適切かつ効

果的な支援を行うサービス。 

く クローズドキャプション 表示・非表示を切り替えることができる字幕のことで、映像内に

使われている音声情報の内容を、聴覚障害者に伝えるために文字情

報として表示する技術。 

け 県営住宅再編５箇年計画 県民の安心な暮らしづくりを推進するために、老朽化が進行しつ

つある県営住宅の更新を、今後の人口と世帯数の減少を見据えて計

画的に進めるための実施方針や、少子高齢化の進展への対応に向け

た取組方針等を定めた計画。 

 県社会福祉人材育成セン

ター 

社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に基づき、福祉関係の人材

確保と人材養成などの事業を進めるため、知事の指定を受けて、社

会福祉法人広島県社会福祉協議会に設置された組織。福祉に関心の

ある人や福祉の職場で働きたい人と福祉施設・事業所とのマッチン

グや合同説明会の開催、必要な資格とその取得方法等の相談を行っ

ている。 

 県地域生活定着支援セン

ター 

 高齢や障害を有するなどの理由により、矯正施設退所後、福祉的

支援を必要とする者に対して、保護観察所と協働して福祉サービス

などを利用できるよう支援する機関。 

 県地域リハビリテーショ

ン広域支援センター 

介護予防と生活の質の向上及び障害のある人々の自立や、社会参

加を支援することを目的に県が指定する施設。地域住民の相談への

対応に係る支援や市町、地域におけるリハビリテーション実施機関

からの相談、技術支援及び人材派遣を行うとともに、必要に応じ

て、二次保健医療圏域内の関係機関の連絡・調整や圏域内の地域包

括支援センター等とのネットワーク化及び医療介護連携の推進、地

域リハビリテーション推進に係る人材の育成及び研修を行う。 

 県地域リハビリテーショ

ンサポートセンター 

介護予防と生活の質の向上及び障害のある人々の自立や、社会参

加を支援することを目的に県が指定する施設。地域住民の相談への

対応に係る支援や市町、地域におけるリハビリテーション実施機関

からの相談及び技術支援を行う。 

 県立視覚障害者情報セン

ター 

県内の視覚障害者に対し点字図書や録音図書等の貸出・閲覧など

を行う情報提供サービスや、点字図書や録音図書等を製作するボラ

ンティアの育成などを行っている施設。 

 県リハビリテーション支

援センター 

介護予防と生活の質の向上及び障害のある人々の自立や、社会参

加を支援することを目的に県が指定する施設。広域支援センターへ

の支援や、関係団体、医療機関等との連絡・調整及び連携を行う。 

こ 高次脳機能障害 脳の損傷によって、注意力や記憶力、感情のコントロールなどの

能力に問題が生じ、そのために日常生活や社会生活が困難になる障

害。 

 合理的配慮 障害者が日常生活又は社会生活において受ける様々な制限をもた

らす原因となる社会的障壁を取り除くため、その実施に伴う負担が

過重でない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講

じられるべき措置のこと。 
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３ 用語解説    
 

 用 語 解 説 

あ アウトリーチ 生活上の課題を抱えながらも、自ら相談機関に相談に行けない個

人や家族に対して、支援者が積極的に対象者のいる場所に出向いて

働きかける支援方法のこと。 

い 一般就労（への）移行者 目標設定における一般就労移行者とは、福祉施設利用者のうち、

雇用契約に基づいて、企業等に就職した者及び在宅就労した者並び

に自ら起業した障害者等のことを指し、就労継続支援Ａ型の利用者

を含まない。 

 医療型児童発達支援 18 歳未満の上肢、下肢又は体幹の機能に障害のある児童に対し、

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活

への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行うサービス。 

 医療型障害児入所施設 18 歳未満の障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指

導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う施設。 

 医療的ケア児 ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等に長期間入院した後、引き続き

人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療

的ケアが日常的に必要な障害児。 

 医療的ケア児等医療情報

共有システム 

医療的ケアが必要な児童等が救急時や、予想外の災害、事故に遭

遇した際に、全国の医師・医療機関（特に、救急医）が迅速に必要

な患者情報を共有できるようにするためのシステム。 

 インクルーシブ社会 性別・国籍・宗教の違いや障害の有無にかかわらず、互いを認め

合い、排除せずに共生する社会。 

え ＮＩＣＵ 低体重児や先天的に重篤な疾患がある新生児に対応するための設

備と医療スタッフを備えた集中治療室（新生児集中治療室）。 

Neonatal Intensive Care Unit の略。 

お 音声コード  紙媒体に掲載された印刷情報をデジタル情報に変えるための二次

元のバーコード。 

一つの音声コード（18 ㎜四方）に約 800 文字が収録可能で、音声

コードを読み取り、音声出力するためには、活字文書読み上げ装置

を用いるほか、無料の読み上げアプリ（Uni-voice blind など）によ

りスマートフォンやタブレット等での読み上げができる。 

き 技能検定 特別支援学校高等部の知的障害のある生徒に目標と自信をもた

せ、働く意欲の向上を図り、企業等への就労支援を目的とした検

定。 

年２回実施しており、清掃、接客、ワープロ、流通・物流、食品

加工の５分野で級の認定を行っている。 

 義務教育学校 一人の校長の下、一つの教職員組織が置かれ、義務教育９年間の

学校教育目標を設定し、９年間の系統性を確保した教育課程を編

成・実施する学校。 

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的

なものから一貫して施すことを目的としている。 

 共同生活援助（グループ

ホーム） 

障害者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、当該障害者の身体及び精神の状況並びにそ

の置かれている環境に応じて共同生活住居において、相談、入浴、

排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うサービス。 
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 用 語 解 説 

こ 個別避難計画 避難行動要支援者の個々人ごとに、「発災時に避難支援を行う

者」、「避難支援の方法」や「避難場所、避難経路」などを具体的

に定めた計画。 

さ サービス管理責任者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成 17 年法律第 123 号）に基づく特定の障害福祉サービスを実施

する事業者が指定を受ける際の人員基準において、事業所に配置す

る必要のある責任者。次の役割を担う。 

① 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、

定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責

任 

② 他のサービス提供職員に対する指導的役割 

 サピエ 視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して

点字、デイジーデータをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報

などさまざまな情報を提供するネットワーク。 

日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施

設協会が運営。 

し 視覚障害者等の読書環境

の整備の推進に関する法

律（読書バリアフリー

法） 

視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、障

害の有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活

字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを

目的として制定された法律。令和元（2019）年６月 28日公布。 

 自主防災組織 住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織。防災対策を進

める上で重要とされる、自助（自らが自分を守る）、公助（消防な

ど行政が働く）と並び、住民が互いに助け合う「共助」の要とされ

る。 

 実雇用率 算定基礎労働者数（障害者の就業が一般的に困難な職種もあるこ

とから、企業全体の常用労働者数から業種ごとに定められている除

外率相当数を控除した数）に占める障害者数の割合を指す。 

 指定発達支援医療機関 独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経

医療研究センターの設置する医療機関であって、厚生労働大臣が指

定する、医療型児童発達支援（18 歳未満の上肢、下肢又は体幹の機

能に障害のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指

導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及

び治療を行うサービス）を行う医療機関。 

 児童発達支援(センター) 児童発達支援は、未就学の児童に対し、日常生活における基本的

な動作の指導及び知識技能の付与、並びに集団生活への適応訓練、

その他必要な支援を行うサービス。 

児童発達支援センターは、通所利用障害児への療育やその家族に

対する支援を行うとともに、その有する専門機能を活かし、地域の

障害児やその家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助言

を行う（地域の中核的な支援施設）。 

センター以外の事業所は、専ら、通所利用障害児への療育やその

家族に対する支援を行う。 
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 用 語 解 説 

こ 高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関す

る法律（通称：バリアフ

リー法） 

高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するた

めに、旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に

対して、バリアフリー化基準（移動等円滑化基準）への適合を求め

るとともに、駅を中心とした地区や、高齢者や障害者などが利用す

る施設が集中する地区（重点整備地区）において、住民参加による

重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置などを定め

た法律。 

一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するために、「高齢

者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築の促進に関す

る法律」（通称：ハートビル法）と「高齢者、身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（通称：交

通バリアフリー法）を統合拡充して平成 18（2006）年に公布。 

 高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関す

る法律に基づく移動円滑

化のために必要な道路の

構造に関する基準を定め

る条例 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18

年法律第 91 号。通称：バリアフリー法。）に基づき、県が管理する

県道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を

定めた条例。 

バリアフリー法では、特定道路の新設又は改築を行うときは、こ

の条例に定める基準に適合させなければならない（義務）こと、そ

れ以外の道路については、この条例に定める基準に適合させるよう

努めなければならない（努力義務）ことが定められている。 

 高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関す

る法律に基づく移動円滑

化のために必要な特定公

園施設の設置に関する基

準を定める条例 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18

年法律第 91 号。通称：バリアフリー法。）に基づき、県が設置する

都市公園に係る移動等円滑化のために必要な園路、駐車場、便所な

どの特定公園施設の構造等の基準を定めた条例。 

 工賃向上計画 国の工賃向上計画を推進するための基本的な指針において、全て

の就労継続支援Ｂ型事業所が作成することとされている目標工賃

額、各年度の具体的な取組方策などからなる計画。 

 こころの電話 臨床心理士などによる、こころの健康に関する問題や悩み事など

の電話相談窓口。 

 こども家庭センター 児童虐待や少年非行、配偶者からの暴力（ＤＶ)など、子供や家庭

の問題に対応するため、「児童相談所」、「知的障害者更生相談

所」、「婦人相談所（配偶者暴力相談支援センター）」の機能を統

合した、総合的な相談支援機関。 

 個別の教育支援計画 特別な支援を必要とする幼児児童生徒について、医療、福祉、労

働等の関係機関との連携を図るための長期的な視点に立って作成す

る計画。 

この計画には、本人や保護者の願い、長期の支援目標、支援を行

う関係機関等を記載する。 

 個別の指導計画 特別な支援を必要とする幼児児童生徒の指導を行うために作成す

る詳細な計画。 

個別の教育支援計画に比べ短期的な計画であり、実態把握で分か

ったこと、学習面や生活面での指導目標、手立て、評価等を記載す

る。 
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 用 語 解 説 

こ 個別避難計画 避難行動要支援者の個々人ごとに、「発災時に避難支援を行う

者」、「避難支援の方法」や「避難場所、避難経路」などを具体的

に定めた計画。 

さ サービス管理責任者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成 17 年法律第 123 号）に基づく特定の障害福祉サービスを実施

する事業者が指定を受ける際の人員基準において、事業所に配置す

る必要のある責任者。次の役割を担う。 

① 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、

定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責

任 

② 他のサービス提供職員に対する指導的役割 

 サピエ 視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して

点字、デイジーデータをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報

などさまざまな情報を提供するネットワーク。 

日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施

設協会が運営。 

し 視覚障害者等の読書環境

の整備の推進に関する法

律（読書バリアフリー

法） 

視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、障

害の有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活

字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを

目的として制定された法律。令和元（2019）年６月 28日公布。 

 自主防災組織 住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織。防災対策を進

める上で重要とされる、自助（自らが自分を守る）、公助（消防な

ど行政が働く）と並び、住民が互いに助け合う「共助」の要とされ

る。 

 実雇用率 算定基礎労働者数（障害者の就業が一般的に困難な職種もあるこ

とから、企業全体の常用労働者数から業種ごとに定められている除

外率相当数を控除した数）に占める障害者数の割合を指す。 

 指定発達支援医療機関 独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経

医療研究センターの設置する医療機関であって、厚生労働大臣が指

定する、医療型児童発達支援（18 歳未満の上肢、下肢又は体幹の機

能に障害のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指

導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及

び治療を行うサービス）を行う医療機関。 

 児童発達支援(センター) 児童発達支援は、未就学の児童に対し、日常生活における基本的

な動作の指導及び知識技能の付与、並びに集団生活への適応訓練、

その他必要な支援を行うサービス。 

児童発達支援センターは、通所利用障害児への療育やその家族に

対する支援を行うとともに、その有する専門機能を活かし、地域の

障害児やその家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助言

を行う（地域の中核的な支援施設）。 

センター以外の事業所は、専ら、通所利用障害児への療育やその

家族に対する支援を行う。 
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 用 語 解 説 

こ 高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関す

る法律（通称：バリアフ

リー法） 

高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するた

めに、旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に

対して、バリアフリー化基準（移動等円滑化基準）への適合を求め

るとともに、駅を中心とした地区や、高齢者や障害者などが利用す

る施設が集中する地区（重点整備地区）において、住民参加による

重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置などを定め

た法律。 

一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するために、「高齢

者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築の促進に関す

る法律」（通称：ハートビル法）と「高齢者、身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（通称：交

通バリアフリー法）を統合拡充して平成 18（2006）年に公布。 

 高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関す

る法律に基づく移動円滑

化のために必要な道路の

構造に関する基準を定め

る条例 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18

年法律第 91 号。通称：バリアフリー法。）に基づき、県が管理する

県道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を

定めた条例。 

バリアフリー法では、特定道路の新設又は改築を行うときは、こ

の条例に定める基準に適合させなければならない（義務）こと、そ

れ以外の道路については、この条例に定める基準に適合させるよう

努めなければならない（努力義務）ことが定められている。 

 高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関す

る法律に基づく移動円滑

化のために必要な特定公

園施設の設置に関する基

準を定める条例 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18

年法律第 91 号。通称：バリアフリー法。）に基づき、県が設置する

都市公園に係る移動等円滑化のために必要な園路、駐車場、便所な

どの特定公園施設の構造等の基準を定めた条例。 

 工賃向上計画 国の工賃向上計画を推進するための基本的な指針において、全て

の就労継続支援Ｂ型事業所が作成することとされている目標工賃

額、各年度の具体的な取組方策などからなる計画。 

 こころの電話 臨床心理士などによる、こころの健康に関する問題や悩み事など

の電話相談窓口。 

 こども家庭センター 児童虐待や少年非行、配偶者からの暴力（ＤＶ)など、子供や家庭

の問題に対応するため、「児童相談所」、「知的障害者更生相談

所」、「婦人相談所（配偶者暴力相談支援センター）」の機能を統

合した、総合的な相談支援機関。 

 個別の教育支援計画 特別な支援を必要とする幼児児童生徒について、医療、福祉、労

働等の関係機関との連携を図るための長期的な視点に立って作成す

る計画。 

この計画には、本人や保護者の願い、長期の支援目標、支援を行

う関係機関等を記載する。 

 個別の指導計画 特別な支援を必要とする幼児児童生徒の指導を行うために作成す

る詳細な計画。 

個別の教育支援計画に比べ短期的な計画であり、実態把握で分か

ったこと、学習面や生活面での指導目標、手立て、評価等を記載す

る。 
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 用 語 解 説 

し 障害者虐待防止ネットワ

ーク推進会議 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

（平成 23年法律第 79号）第 39条の規定に基づき、障害者虐待の防

止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者

に対する支援を適切に実施するため、関係機関や民間団体等との連

携協力体制の整備を推進することを目的とした会議。 

 障害者差別解消支援地域

協議会 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律

第 65 号）第 17 条に基づき、地域における障害者差別に関する相談

等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果

的かつ円滑に行うネットワークとして組織できることとされた協議

会。広島県では、学識経験者、障害当事者団体、教育、福祉、保

健・医療、事業者団体、法曹、国・県の行政機関で構成。 

 障害者週間 平成 16（2004）年６月改正の障害者基本法により、「国際障害者

デー」である 12 月３日から我が国の「障害者の日」である 12 月９

日までの１週間を「障害者週間」とし、この期間を中心に、障害の

有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現を目指し、

障害者の自立及び社会参加の推進を目的とした普及啓発活動等の取

組を展開。 

 障害者による情報の取得

及び利用並びに意思疎通

に係る施策の推進に関す

る法律（障害者情報アク

セシビリティ・コミュニ

ケーション施策推進法） 

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総

合的に推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現に資することを目的として、障害者による情報の取得及び利用並

びに意思疎通に係る施策に関する国、地方公共団体等の責務等を明

らかにし、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る

施策の基本となる事項を定めた法律。令和４（2022）年５月 25日公

布。 

 障害福祉サービス等情報

公表制度 

利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資するこ

とを目的として、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道

府県知事等へ報告することを求め、その内容を公表する仕組み。 

独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報

検索」を利用することで、全国の指定障害福祉サービス等施設・事

業所の情報をインターネットで入手可能。 

 消費者被害 消費者（個人）の消費生活における被害。 

事業者が供給する商品・サービスの欠陥・不良等により生じる生

命・身体被害と、事業者による消費者の利益を不当に害する行為等

によって生じる財産被害がある。 

 ジョブサポートティーチ

ャー 

特別支援学校において、就職支援の充実のために、生徒への面接

指導、個々の生徒の実態把握に基づく企業開拓、ハローワーク等の

関係機関との連携、教職員研修の講師等の業務を専任で行う者。 

 自立訓練（機能訓練） 障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通所させ又は

障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行

うサービス。 
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 用 語 解 説 

し 児童発達支援管理責任者 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に基づく障害児通所支援及

び障害児入所支援の事業指定を受ける際の人員基準において、事業

所（施設）に配置する必要のある責任者。次の役割を担う。 

① 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、

定期的な評価などの一連の支援提供プロセス全般に関する責任 

② 他のサービス提供職員に対する指導的役割 

 市民後見人 弁護士や司法書士などの資格は持たないものの社会貢献への意欲

や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・

態度を身に付けた良質の第三者後見人等の候補者。 

 若年性認知症  65歳未満で発症した認知症の総称。18～39歳を若年期認知症、40

～64 歳を初老期認知症と区分することもある。アルツハイマー病、

脳血管障害、頭部外傷など原因は様々。 

 若年性認知症支援コーデ

ィネーター 

若年性認知症の人やその家族等からの相談及び若年性認知症の人

やその家族等の支援に携わる者のネットワークを調整するため、都

道府県や指定都市に配置。若年性認知症の特性に配慮した就労継続

支援及び社会参加支援等を推進する。 

 住宅確保要配慮者 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭、外

国人等の住宅の確保に特に配慮を要する者。 

 重点研究事業 県内の地方公共団体、公的機関及び公共的団体から提案された地

域課題の解決に資する研究を県立広島大学において実施する事業。 

 就労継続支援事業（所）

（Ａ型・Ｂ型） 

生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う障

害者を対象としたサービス。利用対象者は次のとおり。 

・Ａ型：企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基

づき、継続的に就労することが可能な者。 

・Ｂ型：就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至ら

なかった者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会

等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待され

る者。 

 就労支援メッセンジャー 自己の企業・団体内において、障害者の職場定着を目的として、

企業風土や業務内容を踏まえながら、それぞれの障害特性にあった

業務の割り当てや職場適応に向けた相談支援などを中心的に担う推

進役のことで、従業員の中から、主に就労支援メッセンジャー養成

研修修了者がその任にあたる。 

 就労選択支援 障害者本人が就労先・働き方について、より良い選択ができるよ

う、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望や就労能力、

適性等に合った選択を支援するサービス。令和７（2025）年 10 月 1

日に施行。 

 主任相談支援専門員 主任相談支援専門員養成研修を修了し、障害者等の意向に基づく

生活を実現するため、地域課題についての協議や相談支援に従事す

る者への助言・指導等を実施するなど中核的な役割を担う人材。 
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 用 語 解 説 

し 障害者虐待防止ネットワ

ーク推進会議 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

（平成 23年法律第 79号）第 39条の規定に基づき、障害者虐待の防

止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者

に対する支援を適切に実施するため、関係機関や民間団体等との連

携協力体制の整備を推進することを目的とした会議。 

 障害者差別解消支援地域

協議会 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律

第 65 号）第 17 条に基づき、地域における障害者差別に関する相談

等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果

的かつ円滑に行うネットワークとして組織できることとされた協議

会。広島県では、学識経験者、障害当事者団体、教育、福祉、保

健・医療、事業者団体、法曹、国・県の行政機関で構成。 

 障害者週間 平成 16（2004）年６月改正の障害者基本法により、「国際障害者

デー」である 12 月３日から我が国の「障害者の日」である 12 月９

日までの１週間を「障害者週間」とし、この期間を中心に、障害の

有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現を目指し、

障害者の自立及び社会参加の推進を目的とした普及啓発活動等の取

組を展開。 

 障害者による情報の取得

及び利用並びに意思疎通

に係る施策の推進に関す

る法律（障害者情報アク

セシビリティ・コミュニ

ケーション施策推進法） 

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総

合的に推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現に資することを目的として、障害者による情報の取得及び利用並

びに意思疎通に係る施策に関する国、地方公共団体等の責務等を明

らかにし、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る

施策の基本となる事項を定めた法律。令和４（2022）年５月 25日公

布。 

 障害福祉サービス等情報

公表制度 

利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資するこ

とを目的として、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道

府県知事等へ報告することを求め、その内容を公表する仕組み。 

独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報

検索」を利用することで、全国の指定障害福祉サービス等施設・事

業所の情報をインターネットで入手可能。 

 消費者被害 消費者（個人）の消費生活における被害。 

事業者が供給する商品・サービスの欠陥・不良等により生じる生

命・身体被害と、事業者による消費者の利益を不当に害する行為等

によって生じる財産被害がある。 

 ジョブサポートティーチ

ャー 

特別支援学校において、就職支援の充実のために、生徒への面接

指導、個々の生徒の実態把握に基づく企業開拓、ハローワーク等の

関係機関との連携、教職員研修の講師等の業務を専任で行う者。 

 自立訓練（機能訓練） 障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通所させ又は

障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行

うサービス。 
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 用 語 解 説 

し 児童発達支援管理責任者 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に基づく障害児通所支援及

び障害児入所支援の事業指定を受ける際の人員基準において、事業

所（施設）に配置する必要のある責任者。次の役割を担う。 

① 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、

定期的な評価などの一連の支援提供プロセス全般に関する責任 

② 他のサービス提供職員に対する指導的役割 

 市民後見人 弁護士や司法書士などの資格は持たないものの社会貢献への意欲

や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・

態度を身に付けた良質の第三者後見人等の候補者。 

 若年性認知症  65歳未満で発症した認知症の総称。18～39歳を若年期認知症、40

～64 歳を初老期認知症と区分することもある。アルツハイマー病、

脳血管障害、頭部外傷など原因は様々。 

 若年性認知症支援コーデ

ィネーター 

若年性認知症の人やその家族等からの相談及び若年性認知症の人

やその家族等の支援に携わる者のネットワークを調整するため、都

道府県や指定都市に配置。若年性認知症の特性に配慮した就労継続

支援及び社会参加支援等を推進する。 

 住宅確保要配慮者 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭、外

国人等の住宅の確保に特に配慮を要する者。 

 重点研究事業 県内の地方公共団体、公的機関及び公共的団体から提案された地

域課題の解決に資する研究を県立広島大学において実施する事業。 

 就労継続支援事業（所）

（Ａ型・Ｂ型） 

生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う障

害者を対象としたサービス。利用対象者は次のとおり。 

・Ａ型：企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基

づき、継続的に就労することが可能な者。 

・Ｂ型：就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至ら

なかった者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会

等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待され

る者。 

 就労支援メッセンジャー 自己の企業・団体内において、障害者の職場定着を目的として、

企業風土や業務内容を踏まえながら、それぞれの障害特性にあった

業務の割り当てや職場適応に向けた相談支援などを中心的に担う推

進役のことで、従業員の中から、主に就労支援メッセンジャー養成

研修修了者がその任にあたる。 

 就労選択支援 障害者本人が就労先・働き方について、より良い選択ができるよ

う、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望や就労能力、

適性等に合った選択を支援するサービス。令和７（2025）年 10 月 1

日に施行。 

 主任相談支援専門員 主任相談支援専門員養成研修を修了し、障害者等の意向に基づく

生活を実現するため、地域課題についての協議や相談支援に従事す

る者への助言・指導等を実施するなど中核的な役割を担う人材。 
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 用 語 解 説 

た ダブルケア 子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態。 

ち 地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院し

ている精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点

的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における

生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う

サービス。 

 地域ケア会議 地域包括支援センター、市町等が主催し、支援が必要な高齢者の

個別課題などについて、地域の医療、介護、住民代表等の多様な関

係者が協議する会議。個別ケースの検討を重ねることにより、地域

の共通課題を関係者で共有するとともに、課題解決に向けて関係者

間のネットワーク化、新たな資源開発、施策化などを図っていく。 

 地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を

確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等において、相談

その他必要な支援を行うサービス。 

 地域包括ケアシステム 高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ

て、自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、予

防、住まい、生活支援などのサービスを包括的に提供する体制。 

 地域包括支援センター 地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的に、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援、介護予防ケアマネジメントの４つの業務を一体的に実

施する役割を担う地域の中核機関。平成 18（2006）年度に創設さ

れ、市町又は社会福祉法人など市町から委託を受けた法人が運営

し、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等が従事する。 

 地域リハビリテーション 障害者や高齢者が急性期から回復期を経て維持期へと移行する全

課程を通じて、住み慣れた地域で状況に応じた適切な医療リハビリ

テーション、生活リハビリテーション及び職業リハビリテーション

を受けることができる仕組み。 

 中等教育学校 前期中等教育（中学校などにおける教育）と後期中等教育（高等

学校などにおける教育）を一貫して施すシステムをとる学校。中高

一貫教育の実施形態の一つである。 

つ 通級による指導 通常の学級に在籍している障害のある児童生徒に対して、各教科

等の大部分の授業を通常の学級で行いながら、一部の授業について

当該児童の障害に応じた特別の指導を特別の指導の場（通級指導教

室）で行う教育形態。 

て デイジー（ＤＡＩＳＹ） 視覚障害などで活字の読みが困難な人のために製作されるデジタ

ル図書の国際標準規格。デイジー図書は、インターネットからのダ

ウンロードデータやＣＤなどにより、読みたい部分を検索して読め

ることや、大容量収録可能であることが特徴。 

ＤＡＩＳＹは、Digital Accessible Information System の略。 

と 特定健康診査 平成 20（2008）年４月から 40～74 歳の人を対象に国民健康保険

や健康保険組合等の医療保険者に義務づけられたメタボリックシン

ドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診査。 

 特定公園施設 公園の出入口と主要な公園施設との間の経路を構成する園路・広

場、屋根付広場、休憩所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、

水飲場、手洗場、管理事務所、掲示板、標識などの施設。 
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 用 語 解 説 

し 自立支援医療（育成医

療、更生医療、精神通院

医療） 

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己

負担額を軽減する公費負担医療制度。各制度の対象者は次のとお

り。 

・育成医療：身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減す 

る手術等の治療により確実に効果が期待できる 18歳未満の者。 

・更生医療：身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）に基づ 

き身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する 

手術等の治療により確実に効果が期待できる 18 歳以上の者 。 

・精神通院医療：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和  

25 年法律第 123号）に規定する統合失調症などの精神疾患を有する 

者で、通院による精神医療を継続的に要する者。  

 自立生活援助 居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問

又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における

自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の

提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常

生活を営むために必要な援助を行うサービス。 

 人権週間 昭和 23（1948）年 12 月 10 日に「すべての人間は、生まれながら

にして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」と

する「世界人権宣言」が国際連合で採択されたことを受け、翌年か

ら法務省と全国人権擁護委員連合会が、同日を最終日とする１週間

（12月４日～10日）を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高

揚を図るための各種啓発活動を実施。 

 心身障害者扶養共済制度 心身障害者を扶養している保護者が、相互扶助の精神に基づき、

その生存中一定額の掛金を納入し、保護者が死亡した場合（又は重

度障害者となった場合）残された心身障害者に年金を支給すること

によって、心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図る制度。 

せ 精神保健福祉相談員 市町、精神保健福祉センター及び保健所において、精神保健福祉

に関する相談に応じ、必要な助言を行う職員。精神保健福祉相談員

は、精神保健福祉士か医師、認定講習を受けた保健師等で都道府県

知事又は市町村長が任命する。 

 成年後見制度 認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十

分でない方について、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を

選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。 

 摂食嚥下障害 摂食嚥下とは、食べ物を見て、口に取り込み、噛み砕いて、舌で

塊をつくり、飲み込むことをいい、摂食嚥下障害とは、食物が円滑

に口腔から胃に運ばれない状態のこと。飲み込めない場合と、飲み

込んだ食物が途中でつかえて円滑に通過しない場合がある。摂食嚥

下障害の原因は、口腔・咽頭・食道の炎症、腫瘍、認知症、脳血管

障害、神経・筋疾患、加齢などがある。 

そ 相談支援専門員 指定相談支援事業所などにおいて、障害のある人が自立した社会

生活を営むことができるよう、障害福祉サービス利用計画の作成を

はじめ全般的な相談支援を行う人材。 

た 代理投票 投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度。投票管理者

に申請すると、補助者２名が定められ、その１人が選挙人の指示に

従って投票用紙に記入し、もう１人が指示どおりかどうか確認す

る。 



第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

資
料
編

資料編■ 

- 187 - 

 用 語 解 説 

た ダブルケア 子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態。 

ち 地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院し

ている精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点

的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における

生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う

サービス。 

 地域ケア会議 地域包括支援センター、市町等が主催し、支援が必要な高齢者の

個別課題などについて、地域の医療、介護、住民代表等の多様な関

係者が協議する会議。個別ケースの検討を重ねることにより、地域

の共通課題を関係者で共有するとともに、課題解決に向けて関係者

間のネットワーク化、新たな資源開発、施策化などを図っていく。 

 地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を

確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等において、相談

その他必要な支援を行うサービス。 

 地域包括ケアシステム 高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ

て、自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、予

防、住まい、生活支援などのサービスを包括的に提供する体制。 

 地域包括支援センター 地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的に、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援、介護予防ケアマネジメントの４つの業務を一体的に実

施する役割を担う地域の中核機関。平成 18（2006）年度に創設さ

れ、市町又は社会福祉法人など市町から委託を受けた法人が運営

し、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等が従事する。 

 地域リハビリテーション 障害者や高齢者が急性期から回復期を経て維持期へと移行する全

課程を通じて、住み慣れた地域で状況に応じた適切な医療リハビリ

テーション、生活リハビリテーション及び職業リハビリテーション

を受けることができる仕組み。 

 中等教育学校 前期中等教育（中学校などにおける教育）と後期中等教育（高等

学校などにおける教育）を一貫して施すシステムをとる学校。中高

一貫教育の実施形態の一つである。 

つ 通級による指導 通常の学級に在籍している障害のある児童生徒に対して、各教科

等の大部分の授業を通常の学級で行いながら、一部の授業について

当該児童の障害に応じた特別の指導を特別の指導の場（通級指導教

室）で行う教育形態。 

て デイジー（ＤＡＩＳＹ） 視覚障害などで活字の読みが困難な人のために製作されるデジタ

ル図書の国際標準規格。デイジー図書は、インターネットからのダ

ウンロードデータやＣＤなどにより、読みたい部分を検索して読め

ることや、大容量収録可能であることが特徴。 

ＤＡＩＳＹは、Digital Accessible Information System の略。 

と 特定健康診査 平成 20（2008）年４月から 40～74 歳の人を対象に国民健康保険

や健康保険組合等の医療保険者に義務づけられたメタボリックシン

ドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診査。 

 特定公園施設 公園の出入口と主要な公園施設との間の経路を構成する園路・広

場、屋根付広場、休憩所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、

水飲場、手洗場、管理事務所、掲示板、標識などの施設。 
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 用 語 解 説 

し 自立支援医療（育成医

療、更生医療、精神通院

医療） 

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己

負担額を軽減する公費負担医療制度。各制度の対象者は次のとお

り。 

・育成医療：身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減す 

る手術等の治療により確実に効果が期待できる 18歳未満の者。 

・更生医療：身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）に基づ 

き身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する 

手術等の治療により確実に効果が期待できる 18 歳以上の者 。 

・精神通院医療：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和  

25 年法律第 123号）に規定する統合失調症などの精神疾患を有する 

者で、通院による精神医療を継続的に要する者。  

 自立生活援助 居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問

又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における

自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の

提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常

生活を営むために必要な援助を行うサービス。 

 人権週間 昭和 23（1948）年 12 月 10 日に「すべての人間は、生まれながら

にして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」と

する「世界人権宣言」が国際連合で採択されたことを受け、翌年か

ら法務省と全国人権擁護委員連合会が、同日を最終日とする１週間

（12月４日～10日）を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高

揚を図るための各種啓発活動を実施。 

 心身障害者扶養共済制度 心身障害者を扶養している保護者が、相互扶助の精神に基づき、

その生存中一定額の掛金を納入し、保護者が死亡した場合（又は重

度障害者となった場合）残された心身障害者に年金を支給すること

によって、心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図る制度。 

せ 精神保健福祉相談員 市町、精神保健福祉センター及び保健所において、精神保健福祉

に関する相談に応じ、必要な助言を行う職員。精神保健福祉相談員

は、精神保健福祉士か医師、認定講習を受けた保健師等で都道府県

知事又は市町村長が任命する。 

 成年後見制度 認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十

分でない方について、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を

選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。 

 摂食嚥下障害 摂食嚥下とは、食べ物を見て、口に取り込み、噛み砕いて、舌で

塊をつくり、飲み込むことをいい、摂食嚥下障害とは、食物が円滑

に口腔から胃に運ばれない状態のこと。飲み込めない場合と、飲み

込んだ食物が途中でつかえて円滑に通過しない場合がある。摂食嚥

下障害の原因は、口腔・咽頭・食道の炎症、腫瘍、認知症、脳血管

障害、神経・筋疾患、加齢などがある。 

そ 相談支援専門員 指定相談支援事業所などにおいて、障害のある人が自立した社会

生活を営むことができるよう、障害福祉サービス利用計画の作成を

はじめ全般的な相談支援を行う人材。 

た 代理投票 投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度。投票管理者

に申請すると、補助者２名が定められ、その１人が選挙人の指示に

従って投票用紙に記入し、もう１人が指示どおりかどうか確認す

る。 
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 用 語 解 説 

は ８０５０問題 長期間のひきこもりなどにより 50 代前後の子供を、80 代前後の

高齢の親が養い続けていることで発生する社会問題。 

 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障

害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であっ

て、その症状が通常低年齢において発現するもの。 

ひ ピアサポート 当事者又はその家族が、同じ悩みを持つ当事者等からの相談を受

け、解決に向けた援助や助言を行う活動。 

 ひきこもり相談支援セン

ター 

ひきこもりに関する本人、家族等からの相談窓口（電話、面接、

訪問等）で、県内に３センター（西部センター、中部北部センタ

ー、東部センター）設置している。 

 

 

避難確保計画 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成 12年法律第 57号）及び水防法（昭和 24年法律第 193号）

の規定に基づき、土砂災害、洪水、高潮等によって被害発生が想定

される地域にある社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用

施設の管理者等に作成が義務付けられている、施設利用者の災害時

における円滑かつ迅速な避難の確保を図るための、防災体制、避難

の誘導、避難の確保を図るための施設、避難訓練の実施等に関する

計画。計画を作成したときは、市町長に報告することが求められて

いる。 

 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあ

る場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため特に支援を必要とする方。 

 広島いのちの電話 こころの健康に関する問題や悩み事などの電話相談窓口で、24 時

間年中無休対応。 

 広島県あんしん賃貸支援

事業 

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭、外

国人そのほか住宅の確保に特に配慮を要する者（以下「住宅確保要

配慮者」という。）が入居できる民間賃貸住宅の仲介を行う事業者

（協力店）等の情報提供や居住支援を行うことにより、住宅確保要

配慮者の入居をサポートする事業。 

 広島県高次脳機能地域支

援センター 

地域における高次脳機能障害に関する相談窓口。 

 広島県被災者生活サポー

トボラネット推進会議 

災害時等の緊急時に被災者への生活サポート活動を迅速に行うこ

とができるように、関係機関・団体のネットワークを強化するため

に設置した会議。 

 広島県福祉サービス第三

者評価推進委員会 

福祉サービスの利用者からの苦情を解決することにより、利用者

の権利を擁護することを目的として社会福祉法に基づき設置された

第三者機関。委員は、中立公正な立場から多様な事例に対応できる

ように、社会福祉、法律、医療などに関する学識経験者で構成され

ている。 

 広島県福祉のまちづくり

条例 

全ての県民が自らの意思で自由に行動し、社会参加できるような

環境の整備に向けて平成７（1995）年に制定した条例。 

 多数の人が利用する建築物や道路、公園等について、全ての人が

円滑に利用できるよう、スロープや手すりを設けること等を定めて

いる。 
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 用 語 解 説 

と 特定道路 生活関連経路を構成する道路法（昭和 27年法律第 180号）による

道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるも

のであって、通称バリアフリー法施行令第２条の規定により、国土

交通大臣がその路線及び区間を指定したもの。 

 特定保健指導 特定健康診査の結果をもとに、生活習慣病の予防・改善が必要と

認められた人を発症リスクの程度に応じて２つのグループ（動機づ

け支援・積極的支援）に分け、グループごとに生活習慣病に進行し

ないための保健指導を行う。 

 特別支援学校教諭免許状 特別支援学校の教員が、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の

教諭免許状のほか、有していなければならない免許状。幼・小・

中・高の教諭免許状を有する者は「当分の間」当該免許状を有して

いなくとも特別支援学校の相当する部の教諭等となることができ

る。 

 特別支援教育コーディネ

ーター 

各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内委員会・

校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者

からの相談窓口などの役割を担う者。 

 都市公園 都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）に規定される公園又は緑地

で、住民に対して休息、運動等の屋外レクリエーションの場として

利用されるものや、優れた自然の風景地として保護及び利用される

ものであり、遊園地、自然公園などもこれらに含まれる。 

な 難病医療協力病院 確定診断が困難な患者や高度な治療を必要とする患者などを難病

診療連携拠点病院などへ紹介したり、難病診療連携拠点病院などか

ら、当該病院で治療可能な患者を受け入れたりするほか、地域の関

係機関に対する指導・助言などを行う病院。 

 難病診療分野別拠点病院 難病の各専門領域に対応する病院。難病医療協力病院・一般病院

などで診断が困難な患者や高度な治療が必要な患者の受け入れや、

身近な医療機関で治療が可能な患者を難病医療協力病院・一般病院

などへ紹介するなどの診療連携を行う。 

 難病診療連携拠点病院 都道府県における難病診療連携の拠点となる病院。難病医療協力

病院・一般病院などで診断が困難な患者や高度な治療が必要な患者

の受け入れや、身近な医療機関で治療が可能な患者の難病医療協力

病院・一般病院などへの紹介などの診療連携や、遺伝子診断に係る

カウンセリング、難病医療関係者への研修や都道府県内の難病診療

体制に関する情報収集を行う。 

 難病対策センター 難病相談支援員を配置し、難病患者の日常生活における様々な相

談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援などの患者等支援を行

うとともに、拠点病院及び協力病院との連絡調整、医療従事者等に

対する研修の実施など難病対策の拠点として設置。 

に 日本工業規格（ＪＩＳ） 日本の工業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国

家規格。なお、主に高齢者、障害のある人がウェブコンテンツを利

用するときの情報アクセシビリティを確保し、向上させるために、

コンテンツの企画、開発、制作、運用をするときに配慮すべき工業

標準（JIS X 8341-3:2016）が定められている。 

は バイアス（アンコンシャ

ス・バイアス） 

無意識の偏見や思い込みから偏ったものの見方をしてしまうこ

と。 
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 用 語 解 説 

は ８０５０問題 長期間のひきこもりなどにより 50 代前後の子供を、80 代前後の

高齢の親が養い続けていることで発生する社会問題。 

 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障

害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であっ

て、その症状が通常低年齢において発現するもの。 

ひ ピアサポート 当事者又はその家族が、同じ悩みを持つ当事者等からの相談を受

け、解決に向けた援助や助言を行う活動。 

 ひきこもり相談支援セン

ター 

ひきこもりに関する本人、家族等からの相談窓口（電話、面接、

訪問等）で、県内に３センター（西部センター、中部北部センタ

ー、東部センター）設置している。 

 

 

避難確保計画 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成 12年法律第 57号）及び水防法（昭和 24年法律第 193号）

の規定に基づき、土砂災害、洪水、高潮等によって被害発生が想定

される地域にある社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用

施設の管理者等に作成が義務付けられている、施設利用者の災害時

における円滑かつ迅速な避難の確保を図るための、防災体制、避難

の誘導、避難の確保を図るための施設、避難訓練の実施等に関する

計画。計画を作成したときは、市町長に報告することが求められて

いる。 

 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあ

る場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため特に支援を必要とする方。 

 広島いのちの電話 こころの健康に関する問題や悩み事などの電話相談窓口で、24 時

間年中無休対応。 

 広島県あんしん賃貸支援

事業 

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭、外

国人そのほか住宅の確保に特に配慮を要する者（以下「住宅確保要

配慮者」という。）が入居できる民間賃貸住宅の仲介を行う事業者

（協力店）等の情報提供や居住支援を行うことにより、住宅確保要

配慮者の入居をサポートする事業。 

 広島県高次脳機能地域支

援センター 

地域における高次脳機能障害に関する相談窓口。 

 広島県被災者生活サポー

トボラネット推進会議 

災害時等の緊急時に被災者への生活サポート活動を迅速に行うこ

とができるように、関係機関・団体のネットワークを強化するため

に設置した会議。 

 広島県福祉サービス第三

者評価推進委員会 

福祉サービスの利用者からの苦情を解決することにより、利用者

の権利を擁護することを目的として社会福祉法に基づき設置された

第三者機関。委員は、中立公正な立場から多様な事例に対応できる

ように、社会福祉、法律、医療などに関する学識経験者で構成され

ている。 

 広島県福祉のまちづくり

条例 

全ての県民が自らの意思で自由に行動し、社会参加できるような

環境の整備に向けて平成７（1995）年に制定した条例。 

 多数の人が利用する建築物や道路、公園等について、全ての人が

円滑に利用できるよう、スロープや手すりを設けること等を定めて

いる。 
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 用 語 解 説 

と 特定道路 生活関連経路を構成する道路法（昭和 27年法律第 180号）による

道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるも

のであって、通称バリアフリー法施行令第２条の規定により、国土

交通大臣がその路線及び区間を指定したもの。 

 特定保健指導 特定健康診査の結果をもとに、生活習慣病の予防・改善が必要と

認められた人を発症リスクの程度に応じて２つのグループ（動機づ

け支援・積極的支援）に分け、グループごとに生活習慣病に進行し

ないための保健指導を行う。 

 特別支援学校教諭免許状 特別支援学校の教員が、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の

教諭免許状のほか、有していなければならない免許状。幼・小・

中・高の教諭免許状を有する者は「当分の間」当該免許状を有して

いなくとも特別支援学校の相当する部の教諭等となることができ

る。 

 特別支援教育コーディネ

ーター 

各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内委員会・

校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者

からの相談窓口などの役割を担う者。 

 都市公園 都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）に規定される公園又は緑地

で、住民に対して休息、運動等の屋外レクリエーションの場として

利用されるものや、優れた自然の風景地として保護及び利用される

ものであり、遊園地、自然公園などもこれらに含まれる。 

な 難病医療協力病院 確定診断が困難な患者や高度な治療を必要とする患者などを難病

診療連携拠点病院などへ紹介したり、難病診療連携拠点病院などか

ら、当該病院で治療可能な患者を受け入れたりするほか、地域の関

係機関に対する指導・助言などを行う病院。 

 難病診療分野別拠点病院 難病の各専門領域に対応する病院。難病医療協力病院・一般病院

などで診断が困難な患者や高度な治療が必要な患者の受け入れや、

身近な医療機関で治療が可能な患者を難病医療協力病院・一般病院

などへ紹介するなどの診療連携を行う。 

 難病診療連携拠点病院 都道府県における難病診療連携の拠点となる病院。難病医療協力

病院・一般病院などで診断が困難な患者や高度な治療が必要な患者

の受け入れや、身近な医療機関で治療が可能な患者の難病医療協力

病院・一般病院などへの紹介などの診療連携や、遺伝子診断に係る

カウンセリング、難病医療関係者への研修や都道府県内の難病診療

体制に関する情報収集を行う。 

 難病対策センター 難病相談支援員を配置し、難病患者の日常生活における様々な相

談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援などの患者等支援を行

うとともに、拠点病院及び協力病院との連絡調整、医療従事者等に

対する研修の実施など難病対策の拠点として設置。 

に 日本工業規格（ＪＩＳ） 日本の工業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国

家規格。なお、主に高齢者、障害のある人がウェブコンテンツを利

用するときの情報アクセシビリティを確保し、向上させるために、

コンテンツの企画、開発、制作、運用をするときに配慮すべき工業

標準（JIS X 8341-3:2016）が定められている。 

は バイアス（アンコンシャ

ス・バイアス） 

無意識の偏見や思い込みから偏ったものの見方をしてしまうこ

と。 
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 用 語 解 説 

ほ ボランティアセンター 地域に根ざした住民自身によるボランティア活動の推進を図るた

め、社会福祉法人広島県社会福祉協議会に設置された組織。ボラン

ティア活動の相談・援助や学習会の開催、情報提供を行い、災害時

には活動相談や支援を行っている。 

よ 要配慮者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上配慮を必要とする

者。 
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 用 語 解 説 

ひ 広島県優先調達方針 平成 25（2013）年度施行の国等による障害者就労施設等からの物

品等の調達の推進等に関する法律（平成 24 年法律第 50 号）第９条

に基づき、広島県の定めた障害者就労施設等からの物品等の調達の

推進を図るための方針。年間の優先調達目標額や調達推進のための

取組等を定めている。 

 広島口腔保健センター 一般の歯科医療機関では対応が困難な障害のある人たちの口腔保

健の向上を図ることを目的として、広島県歯科医師会及び郡市区歯

科医師会が設置及び管理運営を行っている施設。 

ふ 福祉型障害児入所施設 18 歳未満の障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導

及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う施設。 

 福祉サービス利用援助事

業（かけはし） 

認知症や障害等により、一人で物事を決めることが不安な人に対

し、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理を手伝い、安心

して暮らせるように支援する事業。 

 不在者投票 名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を

請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載

し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町選挙管理委員会に送

付する投票制度。 

へ ペアレント・トレーニン

グ 

発達障害のある（または疑いのある）子供を持つ保護者等が子供

の特性や具体的な対応方法を身に付けることで、子供の適応行動を

増やし、子育ての負担の軽減が可能になることをめざし開発された

手法。 

 ペアレントメンター 発達障害者の子供を持つ保護者等であって、その経験を活かし、

子供が発達障害の診断を受けて間もない保護者などに対して心のサ

ポートを行う人をいう。県が開催するペアレントメンター養成研修

を受講した人が任命される。 

ほ 保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対

して、訪問により、保育所等における集団生活への適応のための専

門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進するサービ

ス。 

 放課後児童クラブ 昼間、保護者がいない家庭の小学校児童に対し、学校の空き室な

どの身近な社会資源を利用して、その育成・指導、遊びなどによる

発達の助長などのサービスを行う施設。 

 放課後等デイサービス 学校（幼稚園、大学を除く。）に就学している児童に対し、生活

能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な

指導及び訓練を行うサービス。 

 防災情報システム 災害時に被害情報（人的被害・住家被害など）について、市町等

関係機関と連携し、情報収集を行い、また、避難勧告等の発令状況

や避難所の開設状況などを「広島県防災Ｗｅｂ」で提供しているシ

ステム。音声読み上げソフトに対応した「視覚障害者向け防災情報

メールシステム」により気象の注意報・警報や避難勧告等の発令情

報などの提供を実施している。 

 法定雇用率 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号）に

より定められた事業所における障害者（身体障害者、知的障害者又

は精神障害者）の雇用割合。 

 ボランティアコーディネ

ーター 

ボランティア活動を行いたい人とボランティアの応援を受けたい

人・組織などを対等につなぐ専門職。 
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 用 語 解 説 

ほ ボランティアセンター 地域に根ざした住民自身によるボランティア活動の推進を図るた

め、社会福祉法人広島県社会福祉協議会に設置された組織。ボラン

ティア活動の相談・援助や学習会の開催、情報提供を行い、災害時

には活動相談や支援を行っている。 

よ 要配慮者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上配慮を必要とする

者。 
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 用 語 解 説 

ひ 広島県優先調達方針 平成 25（2013）年度施行の国等による障害者就労施設等からの物

品等の調達の推進等に関する法律（平成 24 年法律第 50 号）第９条

に基づき、広島県の定めた障害者就労施設等からの物品等の調達の

推進を図るための方針。年間の優先調達目標額や調達推進のための

取組等を定めている。 

 広島口腔保健センター 一般の歯科医療機関では対応が困難な障害のある人たちの口腔保

健の向上を図ることを目的として、広島県歯科医師会及び郡市区歯

科医師会が設置及び管理運営を行っている施設。 

ふ 福祉型障害児入所施設 18 歳未満の障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導

及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う施設。 

 福祉サービス利用援助事

業（かけはし） 

認知症や障害等により、一人で物事を決めることが不安な人に対

し、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理を手伝い、安心

して暮らせるように支援する事業。 

 不在者投票 名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を

請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載

し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町選挙管理委員会に送

付する投票制度。 

へ ペアレント・トレーニン

グ 

発達障害のある（または疑いのある）子供を持つ保護者等が子供

の特性や具体的な対応方法を身に付けることで、子供の適応行動を

増やし、子育ての負担の軽減が可能になることをめざし開発された

手法。 

 ペアレントメンター 発達障害者の子供を持つ保護者等であって、その経験を活かし、

子供が発達障害の診断を受けて間もない保護者などに対して心のサ

ポートを行う人をいう。県が開催するペアレントメンター養成研修

を受講した人が任命される。 

ほ 保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対

して、訪問により、保育所等における集団生活への適応のための専

門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進するサービ

ス。 

 放課後児童クラブ 昼間、保護者がいない家庭の小学校児童に対し、学校の空き室な

どの身近な社会資源を利用して、その育成・指導、遊びなどによる

発達の助長などのサービスを行う施設。 

 放課後等デイサービス 学校（幼稚園、大学を除く。）に就学している児童に対し、生活

能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な

指導及び訓練を行うサービス。 

 防災情報システム 災害時に被害情報（人的被害・住家被害など）について、市町等

関係機関と連携し、情報収集を行い、また、避難勧告等の発令状況

や避難所の開設状況などを「広島県防災Ｗｅｂ」で提供しているシ

ステム。音声読み上げソフトに対応した「視覚障害者向け防災情報

メールシステム」により気象の注意報・警報や避難勧告等の発令情

報などの提供を実施している。 

 法定雇用率 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号）に

より定められた事業所における障害者（身体障害者、知的障害者又

は精神障害者）の雇用割合。 

 ボランティアコーディネ

ーター 

ボランティア活動を行いたい人とボランティアの応援を受けたい

人・組織などを対等につなぐ専門職。 
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（２）広島県障害者自立支援協議会         （令和６（2024）年３月 31日現在） 

氏 名 所属・職名 備 考 

石井  知行 一般社団法人広島県精神科病院協会 会長 会長 

大田  敏之 一般社団法人広島県医師会 常任理事  

岡本  英登 【公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会】  

小田  龍雄 一般社団法人広島県身体障害者団体連合会 会長  

柏田  潤子 一般社団法人広島県手をつなぐ育成会 副会長  

加藤  俊典 広島県身体障がい者施設協議会 副会長  

河中  郁典 広島難病団体連絡協議会 副会長  

河本  千枝 東広島市健康福祉部障害福祉課 課長  

吉川  達也 広島労働局職業安定部職業対策課 課長  

橘髙  則行 【一般社団法人広島県身体障害者団体連合会】   

熊澤  有馬 【一般社団法人広島県手をつなぐ育成会】  

近藤  啓太 
広島県立総合リハビリテーションセンター 
高次脳機能センター 高次脳機能センター長 

 

新本  祐子 広島県精神障害者支援事業所連絡会 幹事  

林  誠 広島県身体障がい者施設協議会 会長  

寳子丸 周吾 
広島県知的障害者福祉協会 
（社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長） 

 

森木  聡人 広島県障害者相談支援事業連絡協議会 会長  

彌政  愼一 広島県知的障害者福祉協会 副会長  

横藤田  誠 広島大学 名誉教授  

横山  朋子 公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会 理事  

由水  尚哉 三原市保健福祉部障害者福祉課 課長  

米 川  晃 広島県障害児（者）地域療育等支援事業連絡協議会 会長  

勝 田  徹 広島県健康福祉局疾病対策課 課長  

増廣  典子 広島県健康福祉局障害者支援課 課長  

渕川  浩司 広島県商工労働局職業能力開発課 課長  

長谷川 達也 広島県商工労働局雇用労働政策課 課長  

津村 真一郎 
広島県教育委員会事務局学びの変革推進部特別支援教育課 
課長 

 

※ 敬称略、県関係職員を除き五十音順。【  】は推薦団体。 
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４ 計画策定に係る検討組織    
 

（１）広島県障害者施策推進協議会         （令和６（2024）年３月 31日現在） 

氏 名 所属・職名 備考 

井上  一成 広島県知的障害者福祉協会 副会長  

岡本  英登 【公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会】  

加藤  俊典 広島県身体障がい者施設協議会 副会長  

金子 麻由美 一般社団法人 広島県手をつなぐ育成会 会長  

兼森  路子 【一般社団法人 広島県手をつなぐ育成会】   

河中  郁典 広島難病団体連絡協議会 副会長  

川本  博也 一般社団法人広島県歯科医師会 常務理事  

小池  英樹 社会福祉法人広島県社会福祉協議会 常務理事  

関川  章子 【一般社団法人広島県身体障害者団体連合会】  

添田  龍彦 一般社団法人広島県身体障害者団体連合会 副会長  

髙垣  廣德 広島県市長会（東広島市長）  

俵  尚 子 広島県民生委員児童委員協議会 副会長  

橋本  成史 一般社団法人広島県医師会 常任理事 会長 

長谷部 隆一 広島国際大学 教授  

平 石  協 広島県精神障害者支援事業所連絡会 会長  

藤 井  伸 
公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会 
（江田島市精神障害者家族会 会長） 

 

宮口  英樹 広島大学大学院 教授  

宮地  正人 広島建築士会 副会長  

吉 岡  治 広島障害者職業センター 所長  

北原 加奈子 広島県健康福祉局長  

※ 敬称略、県関係職員を除き五十音順。【  】は推薦団体。 
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（２）広島県障害者自立支援協議会         （令和６（2024）年３月 31日現在） 

氏 名 所属・職名 備 考 

石井  知行 一般社団法人広島県精神科病院協会 会長 会長 

大田  敏之 一般社団法人広島県医師会 常任理事  

岡本  英登 【公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会】  

小田  龍雄 一般社団法人広島県身体障害者団体連合会 会長  

柏田  潤子 一般社団法人広島県手をつなぐ育成会 副会長  

加藤  俊典 広島県身体障がい者施設協議会 副会長  

河中  郁典 広島難病団体連絡協議会 副会長  

河本  千枝 東広島市健康福祉部障害福祉課 課長  

吉川  達也 広島労働局職業安定部職業対策課 課長  

橘髙  則行 【一般社団法人広島県身体障害者団体連合会】   

熊澤  有馬 【一般社団法人広島県手をつなぐ育成会】  

近藤  啓太 
広島県立総合リハビリテーションセンター 
高次脳機能センター 高次脳機能センター長 

 

新本  祐子 広島県精神障害者支援事業所連絡会 幹事  

林  誠 広島県身体障がい者施設協議会 会長  

寳子丸 周吾 
広島県知的障害者福祉協会 
（社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長） 

 

森木  聡人 広島県障害者相談支援事業連絡協議会 会長  

彌政  愼一 広島県知的障害者福祉協会 副会長  

横藤田  誠 広島大学 名誉教授  

横山  朋子 公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会 理事  

由水  尚哉 三原市保健福祉部障害者福祉課 課長  

米 川  晃 広島県障害児（者）地域療育等支援事業連絡協議会 会長  

勝 田  徹 広島県健康福祉局疾病対策課 課長  

増廣  典子 広島県健康福祉局障害者支援課 課長  

渕川  浩司 広島県商工労働局職業能力開発課 課長  

長谷川 達也 広島県商工労働局雇用労働政策課 課長  

津村 真一郎 
広島県教育委員会事務局学びの変革推進部特別支援教育課 
課長 

 

※ 敬称略、県関係職員を除き五十音順。【  】は推薦団体。 
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４ 計画策定に係る検討組織    
 

（１）広島県障害者施策推進協議会         （令和６（2024）年３月 31日現在） 

氏 名 所属・職名 備考 

井上  一成 広島県知的障害者福祉協会 副会長  

岡本  英登 【公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会】  

加藤  俊典 広島県身体障がい者施設協議会 副会長  

金子 麻由美 一般社団法人 広島県手をつなぐ育成会 会長  

兼森  路子 【一般社団法人 広島県手をつなぐ育成会】   

河中  郁典 広島難病団体連絡協議会 副会長  

川本  博也 一般社団法人広島県歯科医師会 常務理事  

小池  英樹 社会福祉法人広島県社会福祉協議会 常務理事  

関川  章子 【一般社団法人広島県身体障害者団体連合会】  

添田  龍彦 一般社団法人広島県身体障害者団体連合会 副会長  

髙垣  廣德 広島県市長会（東広島市長）  

俵  尚 子 広島県民生委員児童委員協議会 副会長  

橋本  成史 一般社団法人広島県医師会 常任理事 会長 

長谷部 隆一 広島国際大学 教授  

平 石  協 広島県精神障害者支援事業所連絡会 会長  

藤 井  伸 
公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会 
（江田島市精神障害者家族会 会長） 

 

宮口  英樹 広島大学大学院 教授  

宮地  正人 広島建築士会 副会長  

吉 岡  治 広島障害者職業センター 所長  

北原 加奈子 広島県健康福祉局長  

※ 敬称略、県関係職員を除き五十音順。【  】は推薦団体。 
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６ 参考（障害者に関する主なマーク）    
 

障害者に関するマークには、主に次のようなものがあります。 

御理解、御協力をお願いします。 

 

マ ー ク 名  称  及  び  説  明  等 

 

障害者のための国際シンボルマーク 

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すため

の世界共通のシンボルマークです。 

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用

への配慮をしてください。 

※ このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を

利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。 

 

（所管：公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会） 

 

身体障害者標識 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人

が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、

努力義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付け

た車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定

により罰せられます。 

（所管：警察庁） 

 

聴覚障害者標識 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている人が

運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義

務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付け

た車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定

により罰せられます。 

（所管：警察庁） 

 

盲人のための国際シンボルマーク 

世界盲人会連合で昭和 59（1984）年に制定された盲人のため

の世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに

考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機

や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。 

（所管：社会福祉法人日本盲人福祉委員会） 
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５ 計画の策定経過    
 

（１）策定経過 

  令和５（2023）年 

７ 月 1 3 日    令和５年度第１回広島県障害者自立支援協議会の開催 

７ 月 2 4 日    令和５年度第１回広島県障害者施策推進協議会の開催 

1 1 月 １ 日    令和５年度第２回広島県障害者施策推進協議会の開催 

1 2 月 1 5 日    令和５年度第３回広島県障害者施策推進協議会の開催（書面による意見照会）

1 2 月 2 1 日    令和５年度第２回広島県障害者自立支援協議会の開催 

  令和６（2024）年 

   １月 22日～２月 22日  パブリックコメント（県民意見募集）の実施 

   ２ 月 1 4 日      県議会生活福祉保健委員会における分野別計画の集中審議 

   ３ 月 1 1 日      令和５年度第４回広島県障害者施策推進協議会の開催 

   ３ 月 2 9 日      令和５年度第３回広島県障害者自立支援協議会の開催 

   ３ 月 末      計画策定 

 

（２）県民意見募集（パブリックコメント）の実施 

実施期間 令和６（2024）年１月 22日～令和６（2024）年２月 22 日 

公表場所 
広島県ホームページ、広島県行政情報コーナー、広島県健康福祉局

障害者支援課、各広島県厚生環境事務所（支所） 

公表資料 第５次広島県障害者プラン（素案）の全体版及びわかりやすい版 

受付方法 郵便、ファックス、電子メール 

御意見をいただいた主な項目 

・子供の頃からの理解促進 

・「ヘルプマーク」の普及啓発 

・工賃向上に係る取組 

・障害福祉サービス等の確保のための取組 

・地域移行に係る取組 など 
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６ 参考（障害者に関する主なマーク）    
 

障害者に関するマークには、主に次のようなものがあります。 

御理解、御協力をお願いします。 

 

マ ー ク 名  称  及  び  説  明  等 

 

障害者のための国際シンボルマーク 

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すため

の世界共通のシンボルマークです。 

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用

への配慮をしてください。 

※ このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を

利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。 

 

（所管：公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会） 

 

身体障害者標識 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人

が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、

努力義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付け

た車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定

により罰せられます。 

（所管：警察庁） 

 

聴覚障害者標識 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている人が

運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義

務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付け

た車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定

により罰せられます。 

（所管：警察庁） 

 

盲人のための国際シンボルマーク 

世界盲人会連合で昭和 59（1984）年に制定された盲人のため

の世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに

考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機

や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。 

（所管：社会福祉法人日本盲人福祉委員会） 
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５ 計画の策定経過    
 

（１）策定経過 

  令和５（2023）年 

７ 月 1 3 日    令和５年度第１回広島県障害者自立支援協議会の開催 

７ 月 2 4 日    令和５年度第１回広島県障害者施策推進協議会の開催 

1 1 月 １ 日    令和５年度第２回広島県障害者施策推進協議会の開催 

1 2 月 1 5 日    令和５年度第３回広島県障害者施策推進協議会の開催（書面による意見照会）

1 2 月 2 1 日    令和５年度第２回広島県障害者自立支援協議会の開催 

  令和６（2024）年 

   １月 22日～２月 22日  パブリックコメント（県民意見募集）の実施 

   ２ 月 1 4 日      県議会生活福祉保健委員会における分野別計画の集中審議 

   ３ 月 1 1 日      令和５年度第４回広島県障害者施策推進協議会の開催 

   ３ 月 2 9 日      令和５年度第３回広島県障害者自立支援協議会の開催 

   ３ 月 末      計画策定 

 

（２）県民意見募集（パブリックコメント）の実施 

実施期間 令和６（2024）年１月 22日～令和６（2024）年２月 22 日 

公表場所 
広島県ホームページ、広島県行政情報コーナー、広島県健康福祉局

障害者支援課、各広島県厚生環境事務所（支所） 

公表資料 第５次広島県障害者プラン（素案）の全体版及びわかりやすい版 

受付方法 郵便、ファックス、電子メール 

御意見をいただいた主な項目 

・子供の頃からの理解促進 

・「ヘルプマーク」の普及啓発 

・工賃向上に係る取組 

・障害福祉サービス等の確保のための取組 

・地域移行に係る取組 など 
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マ ー ク 名  称  及  び  説  明  等 

 

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、又

は妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必

要としている人々が、周囲の方に配慮を必要としていることを

知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークで

す。 

（所管：東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課） 

※ 広島県は、平成 29（2017）年９月から無償配布。 

 

耳マーク 

聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマーク

です。聴覚障害者は見た目にはわからないために、誤解された

り、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありま

せん。 

このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」こと 

を理解し、コミュニケーション

の方法への配慮をしてくださ

い。 

自分が受けたい援助を示した

カードを利用することもありま

す。（右参照） 

（所管：一般社団法人全日本難

聴者・中途失聴者団体連合会）  

 

要約筆記シンボルマーク 

「要約筆記」という文字による通訳を社会一般に認知しても

らい、聴覚障害者とのコミュニケーションに配慮を求めていく

ためのシンボルです。 

（所管：特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会） 

 

手話マーク 

５本指で「手話」を表す形を採用し、輪っかで手の動きを表

現しています。マークの意味は、「手話で対応します」「手話通

訳者がいます」です。 

（所管：一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

 

筆談マーク 

相互に紙に書くことによるコミュニケーションを表現してい

ます。マークの意味は、「筆談で対応します」「要約筆記者がい

ます」です。 

（所管：一般財団法人全日本ろうあ連盟） 
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マ ー ク 名  称  及  び  説  明  等 

 

「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発シンボルマーク 

白杖を頭上 50ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシグナルを示してい

る視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援し

ようという「白杖ＳＯＳシグナル」運動の普及啓発シンボルマ

ークです。 

白杖によるＳＯＳのシグナルを見かけたら、進んで声をか

け、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。 

（所管：岐阜市福祉部障がい福祉課） 

 

ほじょ犬マーク 

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。 

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言

います。「身体障害者補助犬法」が施行され、公共の施設や交通

機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランな

どの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できます。 

補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一

部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されて

いるし、衛生面でもきちんと管理されています。 

（所管：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部） 

 

オストメイトマーク 

人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメイト）のた

めの設備があることを表しています。 

オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示

されています。 

（所管：公益社団法人日本オストミー協会） 

 

ハート・プラスマーク 

「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部（心

臓、呼吸器、腎臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障

害がある人は外見からはわかりにくいため、様々な誤解を受け

ることがあります。 

内部障害のある人の中には、電車などの優先席に座りたい、

近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペース

に停めたい、といったことを希望していることがあります。 

（所管：特定非営利活動法人ハート･プラスの会） 

（表面） 

  

 

（裏面） 

 

パーキンソン病・ＳＯＳカード 

パーキンソン病患者は、薬の効果がなくなり急に動けなくな

ることがあります。「ウェアリングオフ症状」と言います。 

このカードを持った人が動けないのを見かけたら、何か手助

けを必要としていないか進んで声を掛けてください。 

「外見からは援助を必要としていることがわからない人」で

も、援助を必要としていることを示すカードです。 

（所管：全国パーキンソン病友の会・広島県支部） 
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マ ー ク 名  称  及  び  説  明  等 

 

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、又

は妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必

要としている人々が、周囲の方に配慮を必要としていることを

知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークで

す。 

（所管：東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課） 

※ 広島県は、平成 29（2017）年９月から無償配布。 

 

耳マーク 

聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマーク

です。聴覚障害者は見た目にはわからないために、誤解された

り、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありま

せん。 

このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」こと 

を理解し、コミュニケーション

の方法への配慮をしてくださ

い。 

自分が受けたい援助を示した

カードを利用することもありま

す。（右参照） 

（所管：一般社団法人全日本難

聴者・中途失聴者団体連合会）  

 

要約筆記シンボルマーク 

「要約筆記」という文字による通訳を社会一般に認知しても

らい、聴覚障害者とのコミュニケーションに配慮を求めていく

ためのシンボルです。 

（所管：特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会） 

 

手話マーク 

５本指で「手話」を表す形を採用し、輪っかで手の動きを表

現しています。マークの意味は、「手話で対応します」「手話通

訳者がいます」です。 

（所管：一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

 

筆談マーク 

相互に紙に書くことによるコミュニケーションを表現してい

ます。マークの意味は、「筆談で対応します」「要約筆記者がい

ます」です。 

（所管：一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

 

 

 

 
- 196 - 

マ ー ク 名  称  及  び  説  明  等 

 

「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発シンボルマーク 

白杖を頭上 50ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシグナルを示してい

る視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援し

ようという「白杖ＳＯＳシグナル」運動の普及啓発シンボルマ

ークです。 

白杖によるＳＯＳのシグナルを見かけたら、進んで声をか

け、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。 

（所管：岐阜市福祉部障がい福祉課） 

 

ほじょ犬マーク 

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。 

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言

います。「身体障害者補助犬法」が施行され、公共の施設や交通

機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランな

どの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できます。 

補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一

部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されて

いるし、衛生面でもきちんと管理されています。 

（所管：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部） 

 

オストメイトマーク 

人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメイト）のた

めの設備があることを表しています。 

オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示

されています。 

（所管：公益社団法人日本オストミー協会） 

 

ハート・プラスマーク 

「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部（心

臓、呼吸器、腎臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障

害がある人は外見からはわかりにくいため、様々な誤解を受け

ることがあります。 

内部障害のある人の中には、電車などの優先席に座りたい、

近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペース

に停めたい、といったことを希望していることがあります。 

（所管：特定非営利活動法人ハート･プラスの会） 

（表面） 

  

 

（裏面） 

 

パーキンソン病・ＳＯＳカード 

パーキンソン病患者は、薬の効果がなくなり急に動けなくな

ることがあります。「ウェアリングオフ症状」と言います。 

このカードを持った人が動けないのを見かけたら、何か手助

けを必要としていないか進んで声を掛けてください。 

「外見からは援助を必要としていることがわからない人」で

も、援助を必要としていることを示すカードです。 

（所管：全国パーキンソン病友の会・広島県支部） 
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あいサポートシンボル 

障害のある人を支える「心」を２つのハートを重ねることで

表現しています。後ろの白いハートは、障害のある人を支える

様子を表すとともに、「ＳＵＰＰＯＲＴＥＲ（サポーター）」の

「Ｓ」を表現しています。 

ベースとしている「橙色（だいだいいろ）」は、鳥取県出身で

日本の障害者福祉に尽力された糸賀一雄氏の残した言葉「この

子らを世の光に」から「光」や、「暖かさ」をイメージするもの

としています。 

また、「だいだい（代々）」にちなみ、あいサポーター（障害

者サポーター）が広がって、共生社会が実現されることへの期

待も込められています。 

 

 

広島県思いやり駐車場利用証 

身体・精神・知的障害、難病、高齢、けが、妊娠などによっ

て車の乗降や歩行の困難な人が、公共施設やショッピングセン

ターなどに設けられた専用の駐車スペースを安心して利用でき

るように、「思いやり駐車場」制度を導入しています。 

設置（管理）者の協力により「思いやり駐車場」として登録

いただいた専用駐車スペースを必要とする人（制度対象者）

に、県の発行する「利用証」を交付しています。 

上マーク：身体障害、知的障害、精神障害、難病、高齢によ

り、障害や症状が固定している人には、緑色の利用証を交付し

ています。 

下マーク：対象となる施設に表示しています。 
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